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議事日程 

       第１ 諸般の報告について 

       第２ 会議録署名議員の指名について 

       第３ 議第６８号から議第９１号まで 

         （野洲市体育・スポーツ振興審議会条例 他２３件） 

           質疑、常任委員会付託 

       第４ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（田中栄太郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２３名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２３名、欠席議員１名、欠席議員は７番川口東洋君であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付済みの議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元に配付しており

ます文書のとおりでありますので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第４番、内田聡史君、第５番、奥
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村治男君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第３、議第６８号から議第９１号まで、野洲市体育・スポ

ーツ振興審議会条例他２３件を一括議題とします。 

 まず、議第６８号から議第７３号までの各議案に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、発言を許します。その順位はお手元の議案

質疑一覧表のとおりであります。 

 まず、第１１番、藤下茂昭君。 

○１１番（藤下茂昭君） おはようございます。それでは私は議第６８号の野洲市体育・

スポーツ振興審議会条例について質問をいたします。 

 まず、本議案についてでありますけれども、原案によりますと、審議委員の任命権者及

び任命手続については、もちろん市長の意見を聞くこととなっておりますが、それを含め

てでありますけれども、本条例に規定されなかったということは、いわゆるスポーツ振興

法ですね、原案にもありますように、上位法でありますスポーツ振興法に基づいて、この

上位法の中にあります第１８条第４項に規定されているということで、他の条例との整合

性ということで、審議委員の任命権者及び任命手続については、この本条例に規定されな

かったのか、その辺を確認をしておきたいと思います。 

 上位法でありますスポーツ振興法については、説明をいたしませんけれども、そのあた

りをちょっと１８条について見解をお願いしたいと思います。 

 それから次に、この提案された条例案に基づいて、野洲市体育・スポーツ振興審議会条

例施行規則というものが参考として別冊に掲げられておりますけれども、その中で、第２

条の審議会委員の任命に関する規定がございますが、第１号と第３号に問題があるのでは

ないかというふうに考えます。と申しますのは、先ほど言いましたこのスポーツ振興法の

第１８条第４項です。審議会の委員はスポーツに関する学識経験者及び関係行政機関の職

員の中から委任するということで規定をしております。しかしながら、この原案の中では、

規則第２条第１項ですね、単なる学識経験者と規定するだけでありまして、スポーツに関

するというこの上位法の文言がございません。欠落しているのではないかと思います。明

確を期するために、そのことをはっきりと明記すべきではないかと思いますが、その辺の

見解をお願いしたいと思います。 

 それから、また、同じく第３項においても、教育長が必要と認める者というふうに、規
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定がございますけれども、そのことについては、スポーツ振興法には規定されておりませ

ん。ですから、こういうふうな規定が、上位法に規定をされていないというものをあえて

ここにあいまいな表現で、その他必要と認めるもの、これは極めてあいまいな表現ではな

かろうかと思いますので、その辺、事実この任命にあたっては、もちろん正確を期される

というふうに考えますけれども、その辺運用によっては、あいまいな任命に陥るおそれが

ないかということを憂慮いたします。その辺については、この第３項については削除すべ

きものではないかというふうに考えますが、その辺をあわせて見解をお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） おはようございます。議第６８号野洲市体育・スポーツ振興審

議会条例に関しますご質問にお答えをいたします。 

 第１点目の、委員を任命する際に、市長の意見を聞くとの規定を定めていない理由につ

きましては、ご質問のとおり、法に定められているためでございます。 

 他の条例との関係においてのご質問ですが、スポーツ振興法第４条に定められているス

ポーツの振興に関する基本計画が重要な計画でありまして、市町村長の意向を配慮するこ

となく任命されることがないように、法第１８条の第４項におきまして、市町村長の意見

を聞く必要があるとの条文が設けられていると考えます。したがいまして、他の審議会条

例との整合性はとのご質問ですが、この審議会は特殊なものと思います。 

 次に、第２点目の規則第２条の第１項の学識経験を有する者との規定の前に、「スポー

ツに関する」を付け加えるべきではないかとのご質問でございますが。審議会の性格上、

当然法律の趣旨に基づく学識経験者にご就任いただきますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 最後に、教育長が必要と認める者との規定は、審議会の円滑な運営に必要なため、いわ

ゆる特任事項に関する規定として、設けたものでございまして、一例を挙げますと、野洲

市営住宅運営委員会規則第３条第２項第３号におきまして、「前２号に掲げる者のほか、

市長が必要と認める者３人以内」との規定もございまして、特異な事例ではございません。 

 どうかよろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中栄太郎君） 藤下茂昭君。 

○１１番（藤下茂昭君） 再質問をいたします。 
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 前段の審議委員の任命については、上位法にも規定をされておりますし、あえて規定す

る必要はないということでありますので、その辺はよしといたしますが、その中で、学識

経験者の云々の件でありますけれども、やはりこの上位法のスポーツ振興法については、

単なる学識経験者ということではなく、スポーツに関するというふうに、やはり限定をさ

れているというふうに認識をいたします。したがいまして、そうした上位法の精神を受け

てこうした条例をつくるなら、当然その中でスポーツということに限定すべきではないか。

学識経験者もたくさんいらっしゃいます。いろんな分野があります。ですから、この本条

例については、体育もしくはスポーツということで限定される条例でありますから、当然

そこに構成される審議委員の皆さんの資格といいますか要件は、やはりスポーツに限定す

べきではないか、そういうふうに思いますが、再度見解を伺いたいと思います。 

 それから、次に施行規則の第２条の第３号ですね。（３）ですが、これについても上位法

ではこの２つしか規定されていないわけです。２ついうのは、スポーツに関する学識経験

者と、関係行政機関の職員とこの２つだけなのです。ですから、当然第３号に規定するよ

うな、その他教育長が必要と認める者、これは運営上必要だというふうにおっしゃいます

が、やはりこうした体育・スポーツの振興に関する審議会とすれば、当然その上位法に規

定する範囲のこの２つだけでいいのではないか、そういうふうに思います。むしろこうし

た規定を設けることは、その審議委員の性格、そうしたもののきっちっとしておきません

と、先ほども申し上げましたようなあいまいさが残るのではないか、そんな思いもいたし

ます。ですから、その辺はきちっと上位法に基づいて規定された方がいいのではないかと

いうふうに考えます。再度見解を求めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） おはようございます。再度の藤下議員のご質問にお答えを

申し上げます。 

 １点目の、単なる学識経験者ではなくて、上位法にきちっとスポーツに関するというよ

うなことが書いてあるので、条例あるいは施行規則にもそううたうべきではないかと、こ

ういうようなご趣旨でございますが、この条例そのものが体育・スポーツの審議会の条例

でございますので、当然のことながらスポーツに造詣の深い、あるいはスポーツに関して

の学識経験を有される、そういうような方をご就任いただくと、こういうふうな思いでご

ざいます。 
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 ２点目の、施行規則の中で２個しか書いていないではないかと、その他教育長が必要と

認める者というのは、あまいさが残ると、こういうふうなご質問のご趣旨かとは思います

が、この中には、この１０月にまちづくり基本条例が施行されますが、その中でも審議会

の委員は、原則として公募をしていくと、こういうふうなこともうたわれておりますので、

公募の委員もこの中に含めまして、選任をしていければと、このように思っております。

よろしくお願いいたします。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 藤下茂昭君。 

○１１番（藤下茂昭君） 余り議論をしましても、平行線かなというような思いもします。

要は、先ほども言いましたように、上位法のやはり精神というものも、そうものをきちっ

と受けとめるなら、そうしたことをきちっと規定するのが本位であろうと思います。条例

そのものについては、大きく趣旨を反しておりませんので、とやかく言うことはないと思

いますけれども、施行規則については、もう少しこれは検討する余地があろうかなという

ふうに思います。 

 原案によりますと、この規則は公布の日から施行するということでありますから、当然

条例と共に施行されることになっておりますけれども、そうした中においても、今後の運

用あるいはまた規則の見直し、そういうことも含めて、趣旨に沿った、上位法の振興法に

沿った趣旨で運用される、あるいはまた改めるべきは改めるということで取り組んでいた

だきたい。そういうようなことを要望しまして質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、第１６番、野並享子君。 

○１６番（野並享子君） おはようございます。議第６９号野洲市まちづくり協働推進セ

ンター管理運営規則並びに議第７０号野洲市部設置条例の一部を改正する条例について、

関連している問題でもあり、あわせて質問いたします。 

 これまでの政策推進部からまちづくり政策室として独立させ、人権、環境、協働の３部

門をつくることになっています。まちづくり協働推進センターとして図書館の１室を事務

所として活動することになっていますが、いまひとつどのような活動を想定されているの

かわかりません。もともと図書館に併設されていたのは、情報交流センターとしてさまざ

まな自主的なサークル活動の情報が交流できるようにということではなかったでしょうか。

そこに職員を置き、管理運営規則を設け、３日以前に申し込みを必要ということになれば、
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自主的にサークル活動を展開してきた方々を縛るのではないでしょうか。そういう点につ

いて、以下５点にわたって質問いたします。 

 ①情報交流センターでは、何団体のサークル活動が展開をされているのでしょうか。市

民活動約３００団体というのがデータとしてあると思いますが、その中にこの図書館で活

動されている方々が、情報交流センターで活動されている方が入っているのでしょうか。 

 ②これまで自由にサークル活動をされていた方々が、不便になるのではないでしょうか。 

 ③市役所本庁にまちづくり政策室をつくられます。コミセンも含めて協働推進グループ

を形成されるのですが、公民館の役割はどのような位置づけになるのでしょうか。ここは

教育委員会の生涯学習課となっています。ここでもさまざまなサークル活動が行われてい

るのではないでしょうか。さらに、まちづくりとして、文化面だけでなく、体育面も含め

まちづくり形成をしなくてはなりませんが、これも生涯学習課です。これらの問題をどの

ように展開をされていかれるのでしょうか。 

 ④今回の機構改革で、児童家庭課から幼児課にし、保育園と幼稚園を幼児教育としてま

とめられますが、今後幼稚園と保育園の統合、幼児園構想を持っておられるのでしょうか。

また、本庁の福祉部門のあの１階のスペースでは職員増員の対応ができないのではないで

しょうか。 

 ⑤市民課の中に、市民生活相談室が明記されています。これまでから充実を求めてきま

したが、現在の３人体制から増員をされるのでしょうか。 

 以上、答弁よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） おはようございます。それでは、野並議員の野洲市まち

づくり協働推進センター条例、また規則に関わる１点目、２点目のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、１点目の情報交流センターでのサークル活動関係の団体数につきましては、使用

頻度は異なりますが、約２０の団体が利用されております。そのうち二、三の団体以外は

すべてデータブックの方へ登録されております。 

 次に、２点目のまちづくり協働推進センターへの移行後の利用につきましては、規則に

基づき一定の手続は必要でございますが、基本的に従前と同様の取り扱いを行いますので、

不便をかけないものと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 
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○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 皆さん、おはようございます。それでは、私の方から３点目

以降のご質問に対して、お答えをさせていただきます。 

 まず、３点目の公民館の役割につきましては、社会教育法の第２０条の規定に基づき実

際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、

健康の増進等を図ることでございます。また、体育の振興につきましても、スポーツ振興

法第１条で、国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することとさ

れており、まちづくりの活動そのものを目的としているわけではございません。こうした

文化や体育面において活動されている市民や団体が、まちづくりの活動に参画されること

は大いに期待するものでございますが、主には市民が生涯学習活動や体育・スポーツ活動

を通じて、技能の向上と仲間づくり、心身の健康づくりをもって自己実現を図られること

に意義がございます。いずれにいたしましても、生涯学習課では公民館や体育館の役割と

機能を設置目的どおりに発揮して、市民の文化や体育の振興に資するべく、指定管理者と

協定を定めて、施設の設置効果を上げるよう努力をしているところでございます。 

 ４点目の幼稚園と保育園の統合、幼児園構想についてでございますが、幼保一元化等の

推進を図るため幼児課を設置するものでございまして、幼保担当の窓口を一元化すること

で、就学前の子どもに関する教育・保育等の支援を総合的に進めてまいりたいと考えてお

ります。また、保育園と幼稚園の両方の機能を巧みに生かし、就学前の子どもたちにより

よい育児環境の整備や、保護者の就労に関わりなく、安心して就学前保育が受けられる環

境を整えていく必要があるため、幼児課において具体的な検討も進めていきたいと考えて

おります。 

 なお、本庁舎のスペースにつきましては、市民の方々の利便性を最優先に考えまして、

４月実施に向けて検討をしていきたいと考えております。 

 ５点目の市民生活相談室につきましては、近年の社会情勢を反映して、年々増加する各

種生活相談に対応するために設置するものでございまして、その相談体制につきましても

充実していきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） 情報交流センターで２０団体とおっしゃいましたが、会派説明

のときに５３団体というのをお聞きしていたのですけども、これはどういうまとめ方をさ
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れたのかというのが、２つの数字が出てきましたので、この点、どこをベースにどうされ

たのか、お尋ねをいたします。 

 これまでと同様の扱いをするということになっていますので、不便はないということを

おっしゃいますけれども、３日までに申し込みをしなくてはならないことになっています

ね、会議室の部屋を使うということにおいては。今までならば、電話で部屋があいている

だろうかということで、対処ができていたというふうに思うのですけれども、わざわざ出

向いて、書類に書いて提出をしなくてはならないというようなことになりますね。そうい

う意味においては、やはり交通手段を持っていない人たちにとっては、そういうふうな手

続業務がなかなか大変な状況になろうかと思うのですが、野洲市全体でも申込制度が、も

っともっと出向かなくても、自宅からでもできるようないろんな体制が必要ではないか。

今、ホームページやらいろんな許可、申し込みとか、さまざまなのが添付されてて、ダウ

ンロードして自分で書いて送ればいいというふうなそんな申請にもなっていますね、さま

ざまなところで。そういった部分も含めて、これだけ情報が発達している中で、もっとも

っと利便性があるような対策も考えていかなくてはならないのではないかというふうに思

うのですが、その点をお尋ねをいたします。 

 ここに職員を置くという形になっていますが、所長を置いて、何名かの職員を張り付け

られる。今は図書館長が兼務をしていまして、それで十分成り立っているわけですね。何

人かの人をここに張り付けて、どういうふうなものを展開をされるのか。すべてが、本庁

の総務課の総務の中でまちづくり政策室というのを設けられて、ここでいろんなことをさ

れると思うのです、ここの２階でね。そうすると、ここの２階と図書館のそのところでど

う展開をされるのかというのが、いまひとつイメージわかないのですけれども、市民の皆

さんがやはり本当にこのまちづくり協働推進センターというのが、それと今回の機構改革

で出されている新しい部分として入ってきているわけだと思うのですけれども、もう少し

明確に市民がうろうろしないようなことができるのかどうか、この点をお尋ねしたいと思

います。 

 公民館、社会教育法とか、スポーツ振興法にのっとってやっている、そんなのは百も承

知ですが、それぞれ市民活動団体の約３００団体の見てみますと、スポーツの方もサーク

ルとして登録されていますよね。このスポーツ振興法に基づいてさまざまなことを自主的

にされている、そういう部分も登録され、やっておられるのですけども、１団体１０人ぐ

らいの小さな部分から、もっとたくさんの団員を抱えておられる団体もあろうかと思いま
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す。１０人としても３，０００人、２０人としたら６，０００人。本当に多くの市民の方

が自主的にそういう生涯学習の活動をされているということは、野洲としたらすごい人材

といいましようか、まちづくりにもう既に参画をされていっておられる方が、これだけた

くさんおられるという意味においては、もっともっと自由に自主的にいろんな活動が展開

できるような対策をサポートしていくのが、私は行政の役割だというふうに思うのです。 

 法律の縦割りの発想ではないと思うのです。この課が、この協働推進グループという形

で出されているというのは、縦割り行政ではなく、市民をベースとしたものが必要だとい

うことで、私はこの課をつくられるのではないかなと思ったのに、今法律に基づいてをや

られると、何だ、従来と全然変わらないじゃないか。一体この課何をするのかというふう

な、逆に今またそういう意味で思ったのです。だから、せっかくされようとしているとこ

ろが、野洲として本当にどう展開を、生涯学習としてさまざまなことをやり、それがまち

づくりにもっともっと生かされるような形を行政自身がもっと出してもらわないと、何十

年も昔と同じ発想では、今提案されているのが生きてこないのではないでしょうか。 

 次に、４点目ですが、今、窓口の一本化をして両方生かすと言われました。私が聞いて

いるのは、栗東のような、幼稚園と保育園を合体をした幼児園というのができていますね。

そういうふうな構想を野洲として持っておられるのかどうかというのをお尋ねしたつもり

なのですけれども。それに対しての何か答弁ありましたか。ちょっとその答弁をしていた

だきたいと思います。 

 私、栗東のあの幼児園の構想はいいとは思わないのです。それぞれが生かすというので

はなくて、確かに人件費の削減という意味においては、できているかもわかりませんが、

本当に子どもを主体に考えた場合、５回ぐらい、私の孫も行っていますけれども、部屋は

移動、そのたびに先生もかわるというようなことになっていまして、これが子どもが本当

に１日を過ごすゆっくりとした保育の体制になっているんだろうかと、常々疑問を持って

おりますので、この点の構想をどういうふうに野洲としては持っておられるのかというの

をお尋ねしたかったのですけれども、今の話では、ちょっと要点がわからなかったのです

が、再度答弁をお願いいたします。 

 ５点目の市民生活相談室の体制の充実を図るとおっしゃいました。私は、具体的に増員

をされるのでしょうかということをお尋ねをしているのですから、増員をするかしないか、

そういう形でご答弁をお願いをいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 
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○政策推進部長（山中清嗣君） 野並議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 まず第１点目の、会派勉強会でお答えした５３団体と、今約２０団体と言いました部分

の違いでございますけど、今回の野並議員のご質問は、サークルと。先ほども回答の中で、

サークル関係の団体は約２０団体でございます。そうしてから５３団体については、今現

在情報交流センターを利用している他の団体ですね、国際協会とか、ほほえみ協会、また

行政が使っている関係団体等々、そのトータルでは５３団体、また、個人でギャラリー等

も使われる場合もカウントをして、５３ということで利用状況を報告させていただきまし

た。 

 そうして、先ほどお答えさせていただきましたように、これまでと同様の扱いと。今ま

では電話で予約ができたということも言われているわけでございますが、従来の規則とし

て、当然私ども今回教育委員会から私どもの方へ施設を引き継ぐとき、図書館の運営規則

をベースにしております。そういう中で、この申し込みについても、従来、今現在でも３

日前、所定の様式で申し込むということが前提になっている。ただし、館長が認めた場合

はいう規定になっております。それを今現在同じ形で私どもの方が引き継いだということ

で、従来と変わらないということでございます。 

 そうして、次でございます、３点目の今度サポートセンターとして職員を置いて運営を

していく、従来図書館館長が兼務をして行っていたので、なぜということで。これにつき

ましては、説明は過去にもさせていただいたのですけども、まちづくり協働推進センター

の設置につきましては、市民団体の代表の方々が議論されて、市民活動計画を一昨年策定

をされました。その中で、サポートセンターの設置を市民活動団体の方々が求められる。

それに対して市として取り組んでいくという行政課題がございました。そして、今年度ま

ちづくり基本条例が制定されまして、こういう中の状況の変化もございまして、従来のサ

ポートセンター的役割と、それから市民団体との協働を進めていくという観点の中で、今

回設置するセンターにおける業務と位置付けをさせていただきました。 

 具体的には、１点目はまちづくり情報の共有、今現在行っております市民活動のデータ

の更新、また市民活動広報誌の発行に対する助言、また市民活動のホームページの設置等々

を考えております。そして市民活動のサポートということで、市民活動に関する相談、ま

た支援と、市民活動への場の提供などを行ってまいりたい。そしてもう１点は、やはりこ

れから協働について市民団体の方々が提案をしていただき、協働を進めていく中で、行政

として具体化していきたいということで、協働のコーディネートの役割等々、３つぐらい
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を大きな柱にして出発をしていきたいと考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお

願いいたします。 

 そうして、市民活動団体登録については、多くの社会教育団体、野並議員が言われるス

ポーツ団体等々も登録をしていただいています。この市民団体のデータベースをまとめる

ときに、できるだけ広くの形でとらえまして団体登録をしていただきました。当然社会教

育団体として登録されている団体のデータとして保有をしております。私どもの市民活動

の団体とこの推進センターとの関わりでございますけれども、１つは大きな意味の特徴と

いうのは、これから、既に野並議員が言われているように、まちづくりで役割を果たして

いただいているのですけど、それを協働という概念の中で整理し、また発展させていきた

いと考えておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） おはようございます。野並議員の質問にお答えさせ

ていただきます。４点の部分、５点の部分でございます。 

 幼児園の構想についての具体的な方策はあるのかということでございます。このことに

つきましては、平成１８年度に野洲市乳幼児保育のあり方検討委員会を設置して、幼保一

元化に向けての報告書をいただいております。この報告書に基づきまして今後具体的な方

策についてを検討してまいりたいと思います。 

 先ほど言われました栗東における課題等ございます。１つには、４点の方策で栗東はそ

れぞれ形をとられているということで、１つ目には保育園・幼稚園の一体型、あるいは保

育園・幼稚園連携型、保育園機能型、幼稚園機能型という４つの部分でそれぞれの園で開

設をされております。そういったことを検証しながら、野洲市にふさわしい幼保の一元化

に向けた取り組みをワーキング会議を持って検討してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 ５点目の市民窓口の増員をするのかしないのかという問題で、市民相談窓口につきまし

ては、増員に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご理

解賜りたいと思います。 

○議長（田中栄太郎君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） またこれはそれぞれの常任委員会で議論されるというふうに思

いますので、まちづくり推進センターというのを新たに図書館の現在情報交流センターの
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ところに設けていくということですので、市民の皆さんが、より本当にそこを拠点に、さ

まざまな部分が利便性が図られていくような形にならないと、課をつくっていった値打ち

がないんではないかというふうにも思いますし、先ほど私が言いました、申し込みの問題

ももっと、そこの施設に行って申し込みをするというような形ではなく、自宅でホームペ

ージからダウンロードして申込用紙に記入して、そのままそれこそ添付メールで送るとい

うふうなそういうこともしていかないと、活発な交通手段を持っている方だけが利用でき

るような状況ではなくて、本当にもっとさまざまな形の対応も私は必要ではないか。すべ

ての部分ですよ。さまざまな今会館を借りようと思ったら、とくかくそこまで全部出向い

ていって判こ押さなければならんという、もう２１世紀には対応できないようなことを行

政が求めておられるのです。そういった部分も含めて、私はやはりもっともっと検討をし

ていかなくてはならないのではなかというふうに思いますので、それだけちょっと方向性

だけ聞きたいと思います。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 野並議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

 野並議員が言われるように、市民団体の方々がこのセンターを使いまして、活発な市民

活動、また協働の推進をしていただきたいと願っておりますし、そのために最大限努力を

してまいりたいと思います。 

 そうして、申込方法で、今現在、市の全部の施設が極端に言って紙ベースでの申請とい

うことになっております。これにつきましては、市全体の電子申請の部分、また電子政府

の関係でございます。その方向にはやはり国の方向もございますし、その辺に向けてまだ

まだ若干他の市に比べて遅れている面がございますので、その辺は、ここだけではなく、

全体の問題として市として取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、第６番、藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） ６番の藤村でございます。議第７０号野洲市部設置条例の一部を

改正する条例について、ご質問をさせていただきます。 

 市長は今議会において、１０月１日まちづくり基本条例の施行にあわせ、政策推進部を

まちづくり政策室と市長直属の秘書課に組織替えをし、政策室の責任者に新たに政策監を

置き、市の基本理念であります人権、環境、協働の政策を推進する３つのグループを置き、
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フラットな組織として政策マネージメントを行う条例提案をされております。 

 縦割り主義を排除した柔軟で横断的な組織の構築、これは行財政改革を推進する大きな

課題であり、フラットな組織の構築ということにつきましては、一歩前進したと評価する

ものであります。また、来年度には幼稚園部門を市長部局に移管し、就学前の子ども行政

の一元化を図る市民の要望にこたえる組織改革も目指されているということでありますの

で、どうか住民満足度の向上を図りながら、この機会に組織をスリム化するということを

期待して幾つかの質問をさせていただきたい、このように思っています。 

 まず１つが、行財政改革推進の中で、今つくりますまちづくり政策室設置の効果につい

てお尋ねをします。 

 ２点目でありますが、事務分掌を見させていただきますと、屋上屋を重ねるように見え

ます。まちづくり政策室設置の意義及び役割についてお伺いをしたいと思っています。 

 続きまして、まちづくり政策室の陣容と、人員と言ってもいいかと思うのですが、それ

を束ねる政策監の役割につきまして、お尋ねをしておきます。 

 ４番目、今回目玉となっておりますグループ制導入及びフラット化でありますが、これ

の目的についてお尋ねをしたい。 

 ５つ目ですが、グループ内の人事権は政策監が持つのかどうか、また、グループメンバ

ーの人事評価につきましては、どのような基準で行っていくのか、お尋ねをします。 

 続きまして、広報の部分ですが、事務分掌を読ませていただきますと、協働グループの

事務分掌になっておりますが、スポークスマン機能というものが、これで果たして果たし

ていけるのか。これ特に市長はどのようにお考えになっているのかいうことをお聞かせを

いただきたいと思っています。 

 ７番目ですが、来年４月以降、組織機構改革がございますが、これにつきましてもフラ

ットな組織としてのグループ制を目指されるのかどうか、お尋ねをします。 

 ８番目ですが、今回の組織機構改革の実施によりまして、現在５部、教育委員会１局、

２７課、５課内室がございますが、今度の組織機構改革で４部１室、１室といいましても、

まちづくり政策室は部相当ということで同じ５部やと思っていただいたらいいんですが、

あと１局、教育委員会。部、局については、変わらず。２７課、３グループ、５課内室と

なっています。この３グループいうのは、一応グループは課相当というふうに聞かせてい

ただいておりますので、実質的には課が３つふえたという結果になっておりますが、私ど

も今、行財政改革をどのように進めていくかということを必死に皆さん方とご相談をして
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いるところでございますので、そういう中では住民満足度の向上を図りながら、スリム化

を目指していかなければならないという、我々の政治課題に対する回答ができていないの

ではないか。非常に趣旨から逸脱しているのではないかと思いますが、これについてご回

答をお願いしたいと思います。 

 ９番目です。今回、スポーツ振興室が解消というような名前になっておりまして、スポ

ーツ振興室が解消され、生涯学習課の中でスポーツ振興を行うことになっていると。こう

いうふうに聞かせていただいておりますが、文科省のスポーツ振興基本計画の見直しの方

向性は、やはり今、子どもの体力を向上させていかなければならない。本当に健全な精神

は健全な体に宿るということで、子どもの体力をつくっていくということは非常に今の緊

急命題になっておりますので、これに対しまして、逆行することになってくるのではない

かというふうに思っています。なぜ、スポーツ振興室を解消することになったのか、この

件につきましては、市長及び教育長共にお考えをお伺いしたいと思います。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 藤村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目についてでございますが、ご質問の中で議員からも評価をいただいており

ますように、柔軟で横断的な組織として、政策形成や意思決定を迅速化させることにつな

がると考えるところでございまして、行政改革の視点からも効果があると考えております。 

 ２点目につきましては、理事者直属のスタッフ組織として、協働推進など市全体の政策

のマネージメント機能を強化すること、とりわけては、まちづくり基本条例の具現化を推

進することを設置の目的・意義といたしております。役割につきましては、その目的を達

成するため、庁内各部局と共に、柔軟かつ機動的に先導的な事業や制度の企画立案を進め

ると共に、政策形成の基本である市民との情報の共有化に向けた取り組みを推進するもの

でございます。 

 ３点目の陣容につきましては、政策監を筆頭に必要な職員を配置する予定をいたしてお

ります。政策監の役割につきましては、室を統括するとともに政策推進にあたって、庁内

関係職員にその周知徹底を図り、必要な調整を行うものでございます。 

 ４点目につきましては、関係職員が柔軟かつ機動的に企画立案ができる組織形態として、

政策形成の迅速化を目指したものでございます。 

 ５点目につきましては、政策監の職務として、他の部長と同様、所属職員の配置を定め
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ることを規定する予定でございます。また、グループメンバーの人事評価につきましても、

他の部局と同様、本市の勤務評定制度に基づいて実施するものでございます。 

 ６点目につきましては、市民との情報共有が市民協働の原点であると位置付け、当該グ

ループに移行したものでございますが、ここにおいても市政のスポークスマンとしての機

能は十分に果たすことができると考えております。 

 ７点目のフラット化・グループ制につきましては、それぞれの組織の業務の内容により

まして、導入によるメリット、またはデメリットがあると考えております。また、グルー

プ制の形態も多種多様であると認識をいたしております。それらをかんがみながら、今後

必要に応じて、その導入を検討していきたいと考えております。 

 ８点目のまちづくり政策室の３つのグループについては、事務分掌を定める規則上、課

相当するところに位置付けられているものの、現実には、行政改革の推進に資するグルー

プ制に基づく組織でございます。今回の組織機構改革は、拡大する市民ニーズに対応し、

住民満足度の向上を図るために必要なものであり、決して行財政改革の趣旨から逸脱する

ものではないと考えております。 

 ９点目のスポーツ振興室につきましては、今日まで生涯学習課の課内室という形態によ

り、業務の専門性や独立性を高めつつ事業を推進してきたところでございます。しかし、

団塊の世代の地域回帰等により、今後さらに多くの市民に対して生涯学習活動、生涯スポ

ーツ活動の機会提供の拡大を図っていく必要性が高まっていること等をかんがみて、生涯

学習の大きな柱の１つであります、生涯スポーツの推進を生涯学習全体の推進と一体的に

図っていくことが、むしろ効果的で効率的であると判断したものでございます。したがい

まして、ご指摘のような方向性に逆行するものではないものと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 第９点目の生涯学習課の課内室のスポーツ振興室を生涯学習課

の中に包含する件に関するご質問にお答えをいたします。 

 文部科学省のスポーツ振興計画の見直しに関する方向性については、議員ご指摘のとお

り、子どもの体力の向上が大きな課題として取り上げられています。その政策目標に関し

ては、家庭や地域の連携が強く求められております。スポーツ振興室を生涯学習課に包含

することは、外形的に見ると施策の後退のように映るかもしれません。しかしながら、生

涯学習課が今日まで築き上げてきたＰＴＡや青少年育成市民会議等の地域密着型の組織と
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の関係を最大限に生かしながら、生涯学習と生涯スポーツの振興を１つの課で、文字どお

り文武両道の精神で振興を図ってまいりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） たくさん聞きましたので、もうまとめて再質問させていただきま

すが、グループ化のメリットというのが、柔軟で横断的ということでありますが、私もグ

ループ制のメリットは、その中に１つ、限られた人員をどのように効率的に運用していく

かという、やっぱりこの視点が非常に大事だというふうに思うのです。この視点が今のグ

ループ制の中にありません。 

 それと、意思決定の迅速化、おっしゃられるとおりなのですが、政策を決めるのに、た

とえ１分１秒でも早く決めていくということも大事かもわからないのですが、やはりこれ

はいろんな方々とご相談をし、市民の皆さん方のお声も聞き、我々議員とも相談いただい

て意思決定をしていくということが大事で、一日も早くということではないというふうに

思います。やはり一日も早いというのは、市民の皆さん方のご要望に対して、市役所の中

でいろんなところをたらい回しにするのでなく、やはり市民の皆様方の要望にきちっとす

ぐに迅速にこたえられるような組織を構築する。これが目的であるというふうに思ってお

りますので、今回のまちづくり政策室がなぜフラットなのかということについて、理解が

できない部分があるわけです。 

 やはり来年の４月以降、事業部の方も組織機構の改革をされますが、その中では当然時

期時期によって、この時期は忙しいけれども、この時期は忙しくない。いろんな繁忙期が

あったり閑散期があったりする仕事というのは、事務事業一つひとつ見ていったらあると

思いますね。そういうところについては、忙しいところは若干閑散な事業をやっていると

ころから人を送っていって、その事業をやってこちらへ動かすというような、事務事業の

方でこそ、このフラット化の意義があるのではないかいうふうに思うのですが、この点に

ついては一切考えずに、今回このまちづくり政策室については、フラット化をしますとい

うことで、なぜそれが効果があるのかということについて、私としては理解ができない部

分であります。この点について、もう一度私がわかりやすいようにご説明をいただきたい、

このように思っています。 

 それと、グループメンバーの人事評価をわざわざ聞かせていただきましたのは、フラッ

トな組織の中で仕事をしていったら、例えば課長職７等級のメンバーと２等級、３等級の
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メンバーとか同じようにやって、２等級、３等級の方の方がすごい立派な政策提案をし、

それを実施をしていくということができるだろうというふうに思います。民間の場合は、

それきっちりとやっぱり人事評価をして、それにこたえていくことができます。今までの

課長、課長補佐、専門員、主査、こういう形で、やらしていただいているときは、それは

それなりのやっぱり縦割りの給与の決め方、評価の仕方というものがあったのでしょうけ

ど、今回フラットになったら、やっぱりそれはそれでその人間のやったことに対する評価

はしなければならないのではないか。その辺について、人事評価は一体どのようにされる

のか。だから、このフラットの問題、もう少しやはり時間をかけてやられるべきだったの

じゃないかなと、こういう人事評価の問題も含めて考えますと思います。 

 それとこの中で、グループリーダーについては、恐らく政策監が任命すると。課長の場

合には、これはまあ市長なり副市長なりがいろいろ考えて決められるのでしょうけども、

今回グループリーダーというのは、そこへ与えられたメンバーの中から政策監が決めると

いうふうに判断していいのかどうか。それは、先ほどお聞きしたグループ内の人事権は政

策監が持つのかいうのは、要は、グループ内フラットやから合計１０人なら１０人が政策

室に来ました、この１０人をどのように使うかということについては、これは政策監の人

事権の範囲だというふうに先ほどの答弁ではとらせていただいたらいいのかということと、

もう１点、各グループに若干名の職員を特命として政策推進員に充てると。この特命は誰

が特命をするのか。これは政策監なんですね、さっきの人事権からいうと。ここのところ

もきちっと説明をしていただきたい。 

 実際はフラットな組織の中で、特命で政策推進員を置くということは、実態としてフラ

ットでない、リーダーがいて政策推進員がいる、その他のメンバーがいるということは、

基本的には今と同じ縦割りじゃないかと、このように思いますが、これについての説明も

お願いをしたい。このように思っています。 

 それと、うがった見方なのですが、フラット化をやっていくというのは、今までですと、

１つの課には課長がいて、課長補佐がいてというような形でしか昇任・昇格はできない。

ところが今回の政策室、フラットにしていきますと、１０人が１０人とも課長職が来ても

何の問題もないのですね。では今、非常に人事が停滞をしておりまして、特に４０代後半、

５０代前半の方々につきましては、上がつかえているということもあって、非常にご苦労

されております。その方々の処遇の問題については、これは別に考えていかなければなら

ないと思いますし、また、６０歳から６５歳の無年金の時代、年金当たらない時代をどう
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するかいう問題等についても今後考えて、やっぱり再雇用の問題なんかも、今のような肩

たたきというようなことではなく、前向きな方向で考えいかなければならないというふう

に思うのですが、こういう中で、フラットにしたのだから、今まで課長・課長補佐に上げ

るのは、なかなか上げられなかったけれど、ここに来てフラットにしといて、昇格してし

まおうかというような形で、陰に隠れてベースアップ、また昇任・昇格が行われるという

ことであれば、そういう形には恐らくお使いにはならないというふうに思うのですが、そ

ういう形に使われることは絶対あるのかないのかいうことだけお尋ねをしていきたい、こ

のように思っています。 

 それと、先ほど申し上げております組織機構の改革が、私は今回の９月の決算認定を受

けて行財政改革、これはきちっとした方向を示すということを市長が前回の議会でご答弁

されましたので、そういう市長の決意からいきますと、今回の組織機構改革というのは、

本当に我々から見てもスリムで、なおかつ市民の要望に迅速にこたえられるすばらしい組

織をおつくりになるのだろうというふうに思っておりましたのですが、非常に残念なこと

でありますので、やはりこの縦割りを解消していくということについては、すべての部を

中心に考えながら、市民の皆さん方の満足度を充実をしていき、そしてなおかつ組織機構

をスリム化していくということに対して、もう一度お考えをいただきたい。この点につい

てどのようにお考えになっているか、もう一度お伺いをしたいと思います。 

 それと、スポーツ振興室の問題でありますが、本当に子どもさんの体力というのは弱く

なっているというか、低下をしております。今回、中学校の体育の必修に武術とダンス、

これを必修にしていこうというのも、この流れの中で出てきておるわけでございまして、

やはり国としても将来を担う子どもたちが、何としても体力を向上して、健全な精神、健

全な肉体ということで進んでいただけるようなことを考えておられる中でのこのスポーツ

振興室の解消であります。 

 １９年度の教育方針ということで、３月議会で大堀教育長は私どもにこの教育方針を出

されまして、３つの教育目標をお立てになっています。前提としては、知育・徳育・体育

のバランスのよい充実した人間の育成に努めるということでありますが、その第３点目の

教育目標として、暮らしに潤いと生きがいをもたらすスポーツ、芸術や文化を楽しめる環

境づくりということでありまして、この中だけでいくと、当然教育長の答弁にもあるので

しょうけども、やはり野洲市のスポーツ振興計画に基づいた生涯スポーツの振興に努める

ということも申されておりますし、その生涯スポーツの振興を図っていくためには、学校
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体育をどのようにしていくか。それと競技スポーツですね、特に体育協会に、私どもサッ

カー協会もやらせていただいていますが、１８の競技団体が加盟をしておりますが、そう

いうスポーツ少年団の皆さんも含めて、競技スポーツの充実を図っていって、底辺をふや

していくことが生涯スポーツに進んでいくわけで、いつでも、どこでも、誰でもというか

け声だけで体育というものを考えていくとうことは、これはできないというふうに思って

おります。よく教育長おっしゃいます不易と流行ですね。不易というのは、教育委員会で

は学校教育課と社会教育課と保健体育課、この３つは不易だと思うのですよ。それが生涯

学習の中に入っていくということを教育の責任者としてどのようにお考えになって、総務

の機構改革に対してお話しになったのか。この点についてお伺いしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 藤村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、組織の関係で、柔軟で横断的な組織ということで、限られた人員を有効活用する

ためのものであるべきということでございますが、そのように考えたつもりでございます

し、これにつきましては、後の方のご質問もございましたが、政策室の中の体制に関わる

べきものだと思います。 

 まず、前後するかもわかりませんが、政策室のグループリーダーは、政策監が決めるの

かということでございますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、政策

監が所属職員の配置を定めるということでございますので、当然メンバーの合議をして、

政策監が任命するものというふうに理解をいたしております。 

 それから、特命の政策員とはということでございますが、これにつきましては、グルー

プが人権、環境、協働という３つのグループになろうかと思いますので、それの政策、そ

れぞれに政策員を置くということになります。これにつきましては、各部にも政策員ござ

いますので、それぞれの課題によって、政策推進員会議を開くということになります。 

 それから、人事評価の件でございます。働き・能力に応じた評価をすべきということで

ございます。これは当然のことだと思いますし、これからの人事につきましては、年功序

列ではなく、能力・働きに応じた評価をしていき、それなりの処遇をすべきというふうに

考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それから、全体の組織に関わってでございます。確かに意思決定、早さだけではないと、

市民の要望にこたえるため、市民の求められる迅速化にこたえられる組織であるべきとい
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うことですが、当然のことだと思います。これにつきましては、先ほども述べましたよう

に、今回は政策室だけでございますが、今後他の部局につきましても、グループ制導入等

について検討してまいりたいというふうに思っております。これにつきましては、縦割り

の解消、スリム化すべきということは、今後の検討課題というふうにもとらえて、今回だ

けの組織機構改革ではないというふうにとらえておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 以上、まとまりませんが、お答えとさえていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 藤村議員の再質問にお答えをいたします。 

 私のスポーツ振興に関わります、主に、特に申し上げまして、後また組織のことにつき

ましては、部長の方から申し上げます。 

 特に学校体育をどうするのか、こういうようなことでございましたけれども、本市のス

ポーツ振興の合い言葉は、国の合い言葉に付け足しまして、幼児期から、最初に頭に幼児

期から、いつでも、どこでも、いつまでも。市民の皆さん方には、幼児期からというより

も、子どものころからというふうに言葉を変えまして、お話をさせてもらっているところ

でございます。 

 小さいころに体を動かすこと、これが好きでなければ、大きくなってなかなかスポーツ

をやってくれない。そういうような私の長年の経験から感じますから、そういうようなこ

とで、特に就学前から小学校の低学年にかけて特別のスポーツ、固定したスポーツじゃな

しに、体を動かすことが大好きだ、そういう子どもを育てていこう、あらゆるところでお

話をさせてもらっているところでございます。 

 それから、生涯学習に関わります私の思いですが、生涯にわたって、ですから生まれて

死ぬまで一生、生涯の学習なのだ、生涯学習なのだというふうな位置付けをしますと、教

育委員会事務局の筆頭課は生涯学習課ではないかと、こんなことも思っているところでご

ざいます。そして、学校教育課というのは、いわゆる学齢期のその時期の教育にあたると

ころでありまして、それも含めまして、生涯学習は学習課を専門の学校の先生を中心にし

て指導主事なんか置きましてやりますけれども、すべてのいわゆる市民の教育、あるいは

学習に関しますことは、生涯学習課がやるのだ。そういうような中で、スポーツ振興室を

その中に組み込みまして、そして、先ほどもお答えをしましたけれども、文武両道といい

ますか、これは、私はこの方向で必ず体育・スポーツに関しましては振興していけるとい
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うような自信を持っているところでございます。 

 細部にわたりましては、また部長の方からお答えを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 藤村議員の再質問にお答えを申し上げますが、特に組織に

関わってのお答えを申し上げたいと思います。 

 人、物、金、情報というのは、当然限られた資源でございます。これを有効に、あるい

は効率的に活用するためには、組織を細分化していくというのではなくて、むしろまとめ

てパイを大きくすると。そうすることによりまして、全体の連携なり応援体制なり、いろ

んな動きやすさというのをここで出してくるというのが、ここでねらおうとしている考え

方でございます。そうした観点におきまして、生涯学習振興と文化振興と連携してスポー

ツ振興も図っていきたいと、このように考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） それでは、もう少しだけ質問させていただきます。 

 先ほど政策推進員の、特命の政策推進員は誰が任命するのだということについて、これ

は政策監が任命するのだということで考えてよいのかということをお尋ねした。これにつ

いてはお答えいただいておりませんので、これについてお話をいただきたい。 

 それと、人事評価の問題につきまして、年功序列を廃止をしていきながら、進めていか

なければならないということですが、現実に今の人事評価制度の中で、年功序列というの

は、これは難しいというふうに思っています。特に等級制が基本になっておりまして、何

等級何号俸が給与の決定の方法ですから、これを崩してどのようにするのかということは、

非常にやっぱり難しいのじゃないかというふうに思いますので、やっぱりこういう問題を

考えていくためには、もう少し時間をかけて、グループ化をするときのメリット・デメリ

ットをやっぱり市民の皆さん方、議会ともご相談をいただきながら、そしてそこに従事を

する従業員さんの待遇改善をどのようにしていくということも、ある程度もう少し時間を

かけないと、だめだったのじゃないかなというふうに思いますので、今の年功序列を廃止

するというのは、今すぐできるのかできないのか、これについてお伺いをしたいと思いま

す。 

 それと、済みません、１点、広報の問題を再質問するのを忘れておりましたので。これ
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申し上げましたのは、協働グループに入れていくというのは、市民の皆さん方に市が持っ

ている情報をやはり共有していただけるように情報公開をしていく、当然広報もそのよう

につくっていくというか、ホームページもそのようにつくっていく、それは理解はできる

のです。 

 ただ、もう一点、やっぱり危機管理をどうするかということが、非常に大事になってく

ると思うのです。どこも大きな失態をしているのは、何か不祥事があったときに、スポー

クスマンがやっぱり市長なら市長、社長なら社長の直属で社長と一体になって、それを進

めていくということができるスポークスマンがいるかいないかによって、危機管理ができ

るかできないかということになるわけです。 

 失礼な言い方になるんですが、去年の９月にまちづくり基本条例の検討の骨格試案が出

ました。京都新聞に掲載をされましたときに、これはその検討委員会の座長が新聞社にア

ドバルーン的に市民の皆さん方どのようにお考えになっているかいうことで、上げられる

のならこれは私は理解はできるのです。ところが、そこに政策推進課の課員の方が、これ

はよいことだということで、新聞にコメントを発表されていました。そちらの課員が本当

に情報の管理といいますか、危機管理のときに、本当に市長の立場に立って、市民の皆さ

ん方にきちっとした正しい情報を流していく力があるのかというと、私は非常に疑問に思

っています。 

 だから、そういう意味では、協働の部分での情報提供は、それはそうなのですが、やは

り広報として、一元化をした広報体制をとっていくためには、従来の広報秘書課の中で、

秘書課長が市長と一体になって、危機管理も含めた広報制度をやっていくというのが、正

しいのではないかなというふうに思っていますし、現実に市民の皆さん方に誰にも相談し

てない、市議会にも相談していなというのが、マスコミの皆さん方に情報提供され、それ

が新聞に出ていくということに対しては、私らも新聞を見て、あ、何でこんなこと決まっ

たのだというような、びっくりをしまして、これは決まってない状況のやつが出ているの

ですので、このような例もありますので、スポークスマンというものは、もっと大事なも

のだということで、組織の改革、また、どこにその担当を決めるかということを考えてい

ただかなければならないのではないかなというふうに思いますので、こんな点について、

もう一度お尋ねをしたいというふうに思っています。 

 それと、これからの組織機構改革につきましては、スリム化を進めていくように頑張っ

ていきたいということで、今後の努力をお願いをしたいというふうに思っていますが、ス
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ポーツ振興室の問題につきましては、生涯学習の中で、パイを大きくするということでな

く、私は、スポーツ、要は保健体育というものが教育委員会の中で、どれだけ重要な役割

を担っているのだと。あってもなかってもいいのやというものではないだろというふうに

思うのです。学校体育の問題だけでなく、小さいころから大人になるまでということです

が、やはりそのためには学校体育を充実していかなければならないし、競技スポーツの底

辺を拡大していかなければならない。この辺の問題が、現実に生涯学習という切り口では、

これは無理なのです。 

 スポーツをやっている年齢の中で、やはり学校体育と競技スポーツというのが、非常に

大きな部分を占めていて、体育館にしても、運動場にしても、いろんな競技施設にしても、

そういう競技スポーツがあるから、それだけきちっとしたものをつくっていかんならんわ

けで、本当に生涯スポーツだけで考えたら、どっか体を動かせるところがあったらいいの

ですが、これだけ、例えばオリンピックまではいかんでも、国体のスポーツを招致をでき

るそれだけの施設というものをつくるためには、当然その底辺の競技が充実してないとだ

めなのですね。ところが、競技を充実ささんいうことは、そういう施設も全部なくなって

しまうと。そういう施設がなければ、そのスポーツをすることもできなくなってくるとい

うことです。もう少し生涯学習という切り口だけでなく、本当に保健体育としての切り口

というのは、当然あるのじゃないかなと思いますので、この辺について保健体育というの

は、生涯学習の中で、十把一からげにして済むものかどうかいうことに対して、教育長の

お考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 再度のご質問でございます。 

 まず、政策推進員の指名は誰がするのかということですが、政策監が指名するというふ

うに思っております。 

 それから、年功序列の関係で、時間をかけてすべきではなかったかというようなことも

ご指摘をいただきました。これにつきましては、現在の制度の中で、徐々にではございま

すが取り入れながらやっておりますので、もう既に実行に移しつつあるということですの

で、そのご理解をいただきたいと思います。 

 広報につきましては、政策推進部の方からお答えをさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 
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○政策推進部長（山中清嗣君） 藤村議員の再々質問、広報の関係でございますけれども、

今現在、政策推進部で広報秘書課ということで、秘書課がしておりまして、今回の機構改

革で部の中での協議等々の中で、すべてを全部グループ化という形で基本的に検討してま

いったわけでございますけれども、先ほど総務部長も申しましたように、秘書課はやはり

秘書課としてのグループ化になじまないというとこで、直轄で置くというところでござい

ますので、そういう形でございますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 そうしてまた、条例制定に伴いまして、先ほど議員の方からございました、市民の要望

に迅速に政策として対応していくということで、そんな意味でのまちづくり政策室の中で、

広報広聴をグループ化の中で位置付けたということでございますので、ご理解のほどよろ

しく。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 藤村議員で、危機管理の関係でございますけれども、今

危機管理監、市の中で、当然市長であれなのですけど、危機管理監としては総務部長が位

置付けられております。 

 昨年の事例等々でいろいろ問題点をご指摘いただきました。その辺を踏まえながら、今

後とも、危機管理監は総務部長でございますので、その辺十分連携しながら行っていきた

いと思っております。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 藤村議員の再々質問にお答えを申し上げます。 

 先ほどからもお話がございましたように、学校体育におきましては、それぞれ中学校の

部活動の成果としまして、例えばですが、野洲中では水泳、陸上競技といったもの、ある

いは野洲北中ではハンドボール、ラグビー、テニス、陸上競技、あるいは中主中では、今

年も全国大会に出場してくれましたが、陸上競技、剣道、あるいは卓球の選手、子どもた

ちが近畿大会、全国大会、そうした場に出場をしていただくというふうな成果もおさめて

いてくれます。これにつきましては、それぞれ、今議員ご指摘のように、競技スポーツを

どのように振興していくか、そしてあわせてそのスポーツ人口の裾野をどのように広げて

いくかと、こういうふうなことだと思います。県の中にも、滋賀のスポーツデザイン２０

１０の中にもございます、スポーツの振興の対象を子どもから高齢者まで、そして性別や

障がいの有無などに関わらず広い県民の生涯にわたるスポーツ活動を進めていくと。行政
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主導のスポーツ振興から、今後はスポーツをする側に立ったスポーツの振興と。そのため

には、それを支えるスポーツ環境の整備充実といったことに視点、重点を置いていかなけ

ればならない、こういうようなことも本市としても考えております。今後、議員ご指摘の

ように、そうした観点で、生涯学習という視点ではなくて、保健体育という切り口からど

のように市民の競技スポーツ人口をふやしていくか、あるいはその裾野をふやしていくか

ということに、生涯学習課の中で取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 ご答弁とします。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 済みません。先ほどの回答で、危機管理監という言葉を

私使ったんですが、危機管理を担当する担当部長が総務部長であると、防災監でございま

すけれども、危機管理監としての発令はまだないということで、訂正させていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩いたします。 

 再開を１０時４５分といたします。 

            （午前１０時３１分 休憩） 

            （午前１０時４５分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 次に、議第７４号から議第７７号までの各議案に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、発言を許します。 

 第１８番、鈴木市朗君。 

○１８番（鈴木市朗君） ただいま議題となっております議第７４号、平成１９年度野洲

市一般会計補正予算（第１号）について質疑を行いたいと思います。 

 この平成１９年度補正予算の中で、体育館の空調設備というものが工事費として計上さ

れております。ちなみにこの工事費、補正の中での工事費の占める割合というのは、圧倒

的に突出している額でございます。振り返ってみますと、私の記憶では、平成２年ごろだ

ったと思いますが、体育館の完成したときに、新体操の世界の方々を招いて、こけら落と

しをした記憶がございます。それから１７年の歳月が経っております。これはあくまで私

の記憶でございます。市長もよくご存知で、当時そういう部分についてご活躍されていた

ことに私は記憶として残っております。 

 そこで、今この体育館の空調設備工事が１，８９０万ということで出ておりますが、ち
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なみに１，８９０万補正で出るということについては、これは大変なことなのですね。今

までに空調関係で累計、幾ら今までこの修理保全のために出されたのか。そういうことに

ついても質問をしたいと思います。そしてまた、私が申し上げますのは、例えばの話、体

育館の横には高電圧の鉄塔が建って、高圧電流が流れております。何万ボルトというよう

な電流が流れておるわけです。ちなみに振り返ってみますと、今の野洲の文化ホール、あ

れが築後４年間で雨漏りをしたのですよ。その原因は何かといえば、裏にＪＲが走ってい

ます、びわこ線が。その架線の電流による電食によって屋根のかわらが腐食して、そこか

ら水が漏れたという経緯があるのです、築４年で。体育館も同様だと思うのです。あれだ

けの高圧電流が流れているところで、この空調機器に使っておる材料、そうしたものに電

食が起こってこないか、そういうような検査を十分にされているのか。使われる材質はど

うようなもので、その空調関係に使われるのか、そういうことを示していただきたい。工

事内容については、当然使われる部品、そういう鋼材、そういうものを明らかに示してい

ただき、そしてまた、今１，８９０万かけて、当然整備をするわけですが、これは例えば

１０年間の保証があるのかないのか。例えばこういうような部分的な補修であれば、保証

というのはどういう形に出てくるか。そういう部分についての説明を求めていきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） ただいま鈴木議員からご質問がございました議第７４号、

平成１９年野洲市一般会計補正予算中体育施設費の工事請負費につきまして、お答えを申

し上げたいと思います。 

 ご質問の工事請負費につきましては、総合体育館のエントランス及びロビー事務室のマ

ルチエアコンの室外機が損傷いたしまして、このまま放置いたしますと、コンプレッサー

が脱落して、配管が破損するおそれがあるために緊急に修繕をさせていただこうとするも

のでございます。 

 この室外機には、地球温暖化の原因といわれておりますフロンガスが使用されておりま

して、大気中に漏れ出すおそれがある状態でございます。そこで修理につきましては、フ

ロンエアコンからノンフロンエアコンにするために、配管を含めまして、すべての機器の

交換及び天井補修等の工事に係る経費として１，８９０万円を計上させていただいたとこ

ろでございます。 
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 先ほどのご質問の中で、材質等につきましては、ちょっと手元に資料がございません。

ただ、今日までにこの体育館の空調関係で補修をいたしましたのは２００４年ですので、

平成１６年に一部エアコンの更衣室の、トレーニング室、会議室系統のエアコンにつきま

して、更新をさせていただいております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 鈴木市朗君。 

○１８番（鈴木市朗君） 私が申し上げておりました質問の中で、高圧電流に対する調査、

そういうものがきちっとされて、それに対応する、要するに部品といってはなんですかね、

そういう機材ですね、そういうものを使われているのか。ということは、そのエントラン

スの室外機というようなことで、当然配管もすべて作用してきよるわけです。私が申し上

げているのは、その文化ホールの築後４年で雨漏りがしたというのは、既に皆さん原因は

何かということも、私も言いましたけれども、そういう部分について高圧電流と使われて

いるものとの電食関係をきちっと確認をしていかなければならんと。今平成１６年に更衣

室のエアコンの更新をしたということで報告いただいているのですが、この更新について

の金額というのも、明らかにしていただいておりませんのでね。 

 だから、こういう箱物というのは、莫大な維持経費がかかるということは、これはもう

既に皆さんご存知だと思うのです。それも私は承諾しております。でも、やはりその原因

となるものをきちっと掌握しないで、ただ修理をしたらいい、交換をしたらいいというよ

うな、そういうようなセンスでは、これはたまったものじゃないですよ。原因は何かとい

うことをきちっと突き詰めてかかっていかなければ、幾らでもこんなして補正組んだらい

いわ、補正組んだらいいわと、そんなもんじゃないと思うんです。１，８９０万もかける

わけですから。だから、その辺のチェック体制はどないなってんのと。 

 ちなみに文化ホールを何回も言いますけれど、あれ屋根修理するだけで８００万かかっ

たんですよ。当時たしか清水建設だと思います。清水建設に４００万円持ってもらったの

です。そういう経緯があるのです。今の体育館も、これ清水建設でしたね。そうでしょう。

だからこの工事については、その清水の系統のものに、当然入札だと思いますが、そうい

うようなことをきちっと請負業者に確認すべきなのです、これは。だから、そういう部分

について、どういうように対応されるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 鈴木議員の再質問にお答えを申し上げます。 
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 これの原因につきましては、エアコンの室外機でございますので、電食ではなくて、経

年によります故障、こういうようなことだと認識をいたしております。エアコンにつきま

しては、総合体育館建設当時に導入されましたダイキン製のマルチエアコンで、これは昭

和５８年製のエアコンでございます。先ほども申し上げましたが、そうしたことで２００

４年、平成１６年のときにはトレーニング室、会議室系統だけをそのときに更新をさせて

いただいております。また、ご質問でございました高圧電流に対する調査、あるいは使用

されている材質につきましては、今後調査をしてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。（発言する者あり） 

 恐れ入ります。手元に資料ございませんので、調べまして、後ほどご報告申し上げます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

            （午前１０時５７分 休憩） 

            （午前１０時５７分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 更新をいたします室外機の保証の関係でございますが、メ

ーカー保証につきましては、メーカーに確認をいたしまして、後ほどご報告申し上げたい

と思います。 

○議長（田中栄太郎君） 鈴木市朗君。 

○１８番（鈴木市朗君） 私もいろいろと質問をしているわけなのですが、空調関係の累

計の経費も出てこない、また保証についても確認ということで、補正予算計上されるわけ

なのですが、やはりこれだけの税金を投入して工事をするわけですので、その辺のところ

が、市民のこれ税金ですから、皆さん一人ひとりの。そしてまた、これによって体育館を

利用される方が快適な場所であるということは、それは私は何ら反対をするものじゃござ

いません。いずれにしたかて、私の所管外の文福の方でこういったものは議論されるもの

だと思いますが、そのときに、やはりもう時間が余りございません、そこで、やはりメー

カーはどこのメーカーだと、昭和５８年にダイキンが設置したと、そういうようなことを

今報告としていただきましたが、やはりそういうことをきちっと位置付けしていただき、

当然入札に関しては、その機器メーカーの指定はされるのですか。そしてまた、文化ホー

ルの二の舞ならぬような、その高圧電流との因果関係ですね、そういうものも今後調査さ
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れるのか、再度お聞きいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

            （午前１１時０１分 休憩） 

            （午前１１時０１分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育部長。 

○教育部長（南 喜代志君） 再々質問にお答えを申し上げます。 

 入札にあたっての室外機のメーカー指定の件につきましては、特段同等品ということで

指定する予定はしてございません。もう一つは、高圧電流との因果関係の調査につきまし

ても、これ因果関係はないというふうな判断をいたしておりますので、調査をする予定は

いたしておりません。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、議第７８号から議第８８号までの各議案に対する質疑を

行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、発言を許します。その順位はお手元の議案

質疑一覧表のとおりであります。 

 まず、第１１番、藤下茂昭君。 

○１１番（藤下茂昭君） １１番、藤下です。ただいま議題となっております議第７８号、

平成１８年度一般会計歳入歳出決算の認定について質問をいたします。 

 まず第１点が、農林水産関係でございます。 

 第６款の農林水産費の中で、第１項農業費、第５目の農地費及び第６目の農業集落排水

費の経費についてであります。これらの経費は、本来農業の振興や発展、あるいはまた農

村の振興のためにこの経費が使われるということが、本来の目的であります。しかしなが

ら、これらの経費は農村や農業のためだけではなく、国土の保全とか、あるいはまた環境

の維持にも大いにその効用があるというふうに考えられております。したがいまして、国

土保全や環境保全の経費は、この農林水産関係の経費のみから支出されるだけではなく、

広く建設、いわゆる土木サイドからも一定額を支出されるべきだと思いますが、その見解

をお伺いしたいと思います。 

 また、本市の市街地の排水は、琵琶湖に至るまでの経路についてもその概要をお聞きし

たいと思いますので、ひとつご回答をお願いしたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

            （午前１１時０３分 休憩） 

            （午前１１時０３分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１１番（藤下茂昭君） 済みません。もう一点質問を漏らしておりますので、追加をお

願いいたします。 

 同じく議第７８号の歳入歳出決算の認定についてでありますが、教育関係についてお伺

いをいたします。 

 昨年の３月の議会におきまして、大堀教育長は平成１８年度教育方針の中で、人権尊重

を基軸に地域ぐるみで、知・徳・体の調和のとれた、心豊かでたくましい人づくりを強調

されております。しかしながら、この１８年度の決算報告や、あるいはまた予算執行の実

績報告書から、具体的にその経過が見えてこないのではないか、そんな思いをいたします。

もちろん数字的なことは、いろんな教育という立場から、それぞれ具体的に把握できると

いうことは難しいかもしれません。しかしながら、教育の成果といいますか、その結果と

して、子どもたちの最近の行動、あるいはそうしたお互いの人間関係、そうしたものを勘

案をいたしますと、実際卑近な例といたしまして、私の住んでおります地域の小中学校の

子どもの挨拶というものが、極めて以前に比べて憂うべき状態にあると。言うたらなって

ないという状態であります。もちろんいろんな不審者対策とか、そういうようなことで不

審な人には話をかけないとか、いろんなそうした学校教育現場での指導の影響があるかも

しれませんけれども、身近な地域の人々とのふれあいといいますか、そうしたこととあわ

せて、その結果としての挨拶が全然できていない。 

 例えば私も、最近地域の老人会の１つの行事として、子どもたちが朝ラジオ体操をして

おりますが、その場で老人も一緒に参加しようじゃないかということで、たまたま何回か

夏休み中に参加をいたしました。その参加をする途中で、小学校の子どもたちに朝の「お

はよう」という挨拶をかけましても、全然反応がございません。以前だったらこんなこと

は絶対なかったです。本当に知識が高まったかもしれませんけれども、地域の子どもたち

のそうした人間としての基本的なそうした行動というものが全然なっていないではないか。

そこに大きな憂いを感じます。 

 もちろんこの挨拶運動、あるいはまた徳育というものは、ひとり学校の現場だけではな
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く、地域、それから家庭と学校、そうした三者が一体となって推進しなければ、そうした

成果は上がりませんけれども、幸い地域には、青少年の育成協議会というものも組織をさ

れております。でありますから、学校教育現場、それからそうした民間のボランティア団

体、そうしたものをあわせて、もちろん家庭教育も含めてでありますけれども、そうした

施策をどういうふうにされてきたのか、そしてその問題点は何だったのか、改めてこの１

８年度の教育の知・徳・体の政策、それの成果、いわゆる状況について、評価、反省も踏

まえて、お聞かせ願いたいそういうふうに思います。 

 回答をよろしくお願いします。 

 それから、もう一点でありますが、議第８８号の野洲市水道会計決算の認定について質

問をいたします。 

 本議案につきましては、平成１８年度水道事業報告書で、井口水源地の配水量は３４万

２，８９４立方メートルだというような報告をいただいております。しかしながら、この

井口水源地は、去る平成１７年の４月、地下水に砒素が含まれていることから、配水を中

止しているものであります。当時は、いろんな検査が速やかにできないということで、有

効な対策が見出せなかったと思いますが、その後２年以上が経過しているわけであります

が、この対策がいまだ示されておりませんので、その後の対策や今後の方針について伺い

たいと思います。ただ単に井戸から水をくみ上げるだけで、地域に放水をしているのか、

そこらあたりも問題でありますし、また、かつてこの水源地から給水を受けております地

域の方々にもどうしているのだというような、実際いろんな心配もございますし、そうし

たこともあわせて、この１８年度中にとられた施策についてお伺いをしたいということで

あります。今後の方針もあわせて回答をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山田和広君） ただいまの藤下議員のご質問にお答えいたします。 

 議員ご質問の款６農林水産業費、項１農業費、目５農地費につきましては、農業振興を

図るための農業排水路等の土地改良施設の維持修繕に要する経費としまして、地元要望に

基づき、農林水産事業補助金交付要綱により、各土地改良区及び各農業組合等に補助を行

ったものでございます。 

 それから、井口水源地につきましてですが、委員のご質問のとおり平成１７年４月に上

水の色味が茶褐色となりまして、鉄・マンガン・砒素につきまして、水道水の水質基準内
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ではありましたが、原水水質の値が上昇してきたということから、配水を休止しておりま

す。平成１８年度の配水の状況は、比江水源より３４万２，８９４立方メートルと、南部

用水より１４万９，４６５立方メートルの送水を受けて、井口水源地地点から送水をして

おります。 

 ご指摘のとおり、休止してから２カ年以上が経過していることから、今後水質検査の実

施を検討し、その結果安全性が確認されれば、上水施設の改修を含め、送水をしていきた

いと考えております。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 藤下議員の今の農業排水の関係の、特に国土の保全、あ

るいは環境の維持面の経費から農業サイドではなしに、土木サイドからしてもどうかとい

う質問についてお答えしたいと思います。 

 私どもにつきましては、河川につきまして、１級河川、準用河川、普通河川といろいろ

管理しております。そうしたことから、それぞれ管理主体によって経費を支出しておりま

して、私どもにつきましては、普通河川はじめ、それぞれの河川整備につきましては、河

川の保全のために予算の執行をしておりますので、今の支出につきましては、農業サイド

の管理での支出ということですので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、また、市街地からの排水が琵琶湖に至るまでの経路ということでございますが、

これ一般的に市街地の排水につきましては、それぞれ各地域によって多少異なりますが、

市街地に降った雨はまずやはり道路側溝から近辺の普通河川、あるいは農業用水、また私

ども等管理しています１級河川をはじめ準用河川等を流れ、琵琶湖に流入していると認識

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（田中栄太郎君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 藤下議員のご質問にお答えをいたします。 

 教育方針の中で、知・徳・体の調和のとれた、心豊かでたくましい人づくりを進めると

申し上げましたが、これは教育の進むべき方向としての指針でございます。 

 学校教育におきましては、予算措置を伴う事業ではない教育課程もたくさんございまし

て、ご指摘のとおり、決算報告や予算執行の実績報告書に成果として書けないこともござ

います。例えば、今年４月に北野小学校が、読書活動優秀実践校の文部科学大臣表彰を受
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けましたが、これは今までの取り組みの成果が認められたものであります。また、この夏

の中学生の体育大会では、先ほども部長の方が少し申し上げましたが、中主中学校の剣道

部、あるいは陸上部が全国大会へ出場をしてくれました。そういうことをはじめ、他の学

校ですがハンドボール、あるいは水泳、卓球等が近畿大会、あるいは吹奏楽部が関西大会

に出場いたしました。これらは、これまでの成果の表れであるというふうにとらえており

ます。 

 また、チャレンジウィーク事業で、５日間の職場体験をしているわけなのですが、中学

生は仕事は大変だったけれども、とても満足感が得られた、たくさんの人に声をかけても

らい、たくさんの人とふれあえてよかった。そういうような感想を書いていた生徒もござ

います。体験活動を通しまして、子どもたちは新しいことを知り、多くのことを学んでお

ります。 

 挨拶につきましては、議員のご質問のように、きちんと挨拶ができるようになったとは

言いませんけれども、長年子どもの、青少年の育成に関わってもらっている方が、この間

見えまして、最近はよく挨拶ができるようになったと言っていただいたこともございます。

７月と１１月には、青少年育成市民会議と連携いたしまして、愛の声かけ運動に取り組み

まして、地域の方々にもご協力をいただいております。学校教育におきましては、成果が

目に見える形で表れにくいという面がございますけれども、取り組みがなお不十分なとこ

ろもございます。議員のおっしゃるとおりでございます。今後も指導を続けてまいりたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 藤下茂昭君。 

○１１番（藤下茂昭君） 再質問をさせてもらいます。 

 農業関係予算の中の件でありますけれども、私が言っておりますのは、最初の質問でも

言いましたように、農業というよりも農地ですね、あるいはそれを含む水路もあわせてな

んですが、以前は集落そのものが農村というような形で存在をしていたわけなのですが、

最近は、皆さんもご承知のように、人口におきましても、既存の方々よりも新しい方の人

口の方が多いというような状態でございますし、また、市内の旧の農地、あるいはまた山

林等の開発によって、住宅が建てられておりますし、そうしたこの野洲市におきましても、

市のまちの全体の環境というものが大いに変わってきております。加えて農業の経営自体

も変わってきておりまして、例えば最近では農業の経営の集約化ということで、大規模農
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家、あるいはまた企業体がそうした農業経営をやられるということで、その中で特に、今

あります農地の保全ということについて、大変ネックといいますか、問題があるわけであ

ります。特に水路の保全、それから緑地の保全、こうしたものにつきましては、国土全体

を考えましても、当然放置をされておりますと、完全な保全ができませんし、なおまた、

水路１つを例にとってみましても、そうした住宅地あるいは工場地からの排水、そうした

ものがこうした農業水路を経由して、１級河川、あるいはまた琵琶湖へ流れていくと、そ

ういうような状態であります。特に、旧の中主の地域におきましては、住宅地域の排水が

ほとんど農業水路を経由して琵琶湖へ流れる、あるいは１級河川、準用河川に流れ込む。

工場団地についてもそのとおりであります。 

 旧の野洲町についても一部そうした箇所が見られるわけでありまして、要は言いたいの

は、こうした国土の保全に関わる問題については、ひとり農業予算だけではなくして、い

わゆる一般的な建設サイドの予算も当然そこに投入されるべきではないか、そういうよう

な思いをいたします。そういうようなことについて、どのように見解をお持ちなのか、再

度お聞きをしたいということであります。 

 もちろん本年度からは、農地、水、それから環境という保全のテーマで集落ぐるみの営

農をするというようなことで、農業者だけではなくて、それ以外の方も含めて地域ぐるみ

で新しい農業を推進しようというようなことで、環境も含めたいろんな施策が出されてお

ります。それで、１８年度については、そうした評価、あるいは展望について、どのよう

な検討をされておったのか、その辺を再度お聞きしたいと思います。 

 それから、教育関係でありますけれども、先ほど教育長がおっしゃったように、いろい

ろ立派な成果については、それぞれ私も評価をしているところであります。残念ながら、

それに反して、そうしたマイナスの面が非常に目に付くということであります。かつては、

教育長もおっしゃったように、地域の子どもたちは生き生きといいますか、素直にすばら

しい挨拶をし、すばらしく明るい活動をしておりましたが、最近そうしたよいところが見

られない。一部育成会議のメンバーの方が評価をされているようでありますけれども、私

の観察する限りでは、どうしてもそのようなすばらしい成果が上がっているというふうに

は思えませんので、再度検証なりご検討をお願いしたいとこういうように思います。 

 それから、水道関係でありますけれども、前向きな検討をされておりますが、実際には、

本年度というよりも、これから手を付けられることだろうと思いますけれども、速やかな

対策を実施していただきたいと思います。もちろん水道経営について、そうした有効な水
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の利用をしませんと、経営自体にもいろいろ影響を及ぼしますので、具体的なことについ

て速やかな検討をお願いしたいと思います。 

 以上、農林関係につきましては、再度回答をお願いしたいと思います。 

○議長（田中栄太郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山田和広君） 藤下議員の再質問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、農業はそれこそ治水とか、農政という言葉ができる以前から営みがご

ざいますので、さまざまな機能を果たしているのは、ご指摘のとおりかと思います。農家

の経済活動として所得を上げていくというような私的な活動以外に、特に公益的なさまざ

まな機能を果たしてございまして、私的な機能と公益的な機能をひっくるめて多面的機能

という言い方をよくしてございます。ご指摘のとおり、そういったところが担ういろいろ

な役割が年々増大しているということは、確かだろうと思ってございます。 

 行政といたしましても、そういった農業への支援ということは考えてございまして、し

かるべき支援をしていきたいというふうに考えてございます。ただ、分野が非常に多岐に

わたりますものですから、例えば文化的な話ですと、さまざまな先ほどご指摘のあった治

水とか、いろんな分野にまたがりますものですから、行政としては、基本的には１カ所で

ご支援をさせていただいているということでございます。また、例えば多目的ダムのよう

な大きなものになれば、それぞれの分野で、正式にはアロケーションといいますが、割り

当てをして、ご支援申し上げているというような形をとってございます。 

 私どもの市の場合で言いますと、どういう形をとっていますかといいますと、先ほどご

説明申し上げた中に、市の農林水産事業の補助金交付要綱に基づいてご支援申し上げてい

るというふうに申し上げましたが、例えばその中では、ほ場整備のようなものですと、補

助としては１０％、用水路・排水路につきましては、基本的に４０％と。例として、議員

がご指摘になりました、幹線排水路につきましては、こういったものにつきましては、事

業費の１００％を市としては支援するということでやってございます。 

 それから、またご意見の中で、経営体のあり方も変わってきているし、また地域の形も

大分変わってきていると。その中で、施設の保全について公益性が非常に高まっていると、

また、かなり農家自身が維持していくのに大分苦労しているという話があったかと思いま

す。それはやはり近年農地の著しい流動化もございますし、例えば農業用水路もしくは排

水路の清掃活動なんかでは、農業従事者の不足もありまして、一斉にその作業をやってい

くというようなこともなかなか難しいということも確かに聞いてございます。そのような
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中で、ご意見の中でも少し触れられました、国、県の施策として、農地・水・環境向上保

全対策事業というものがなされておりまして、市としてもこの事業を活用いたしまして、

地域の話し合いと合意形成による協働活動によって、農業排水路の清掃・補修等の取り組

みによる維持管理の向上に努めるということにつきまして、市として今年から取り組んで

いるところでございます。 

 今後の展望ということでございましたが、こういった国、県の補助制度等を活用いたし

まして、いろいろな施設整備、それから施設の保全についても市としても取り組んでまい

りたいと考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それから、水道につきましてですけれども、速やかな実施ということでいただきました。

私どもとしましても、確かにもう２年以上経ってございますので、機器の点検等から始め

まして、水質の検査等々に取り組んでまいりたいと思いますので、以上で、回答とさせて

いただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、第１８番、鈴木市朗君。 

○１８番（鈴木市朗君） 議第７８号、平成１８年度野洲市一般会計歳入歳出の決算の認

定、また議第８７号、平成１８年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出の決算の認定につい

て、お尋ねをいたします。 

 まずはじめに、ただいま教育長の方から吹奏楽部の話が出ておりまして、野洲小学校が

近畿大会で銀賞という栄誉に輝いたことを、遅くなりましたが、皆さんにご報告させてい

ただきます。 

 さて、平成１８年度の一般会計歳入歳出の決算を見てみますと、５億３０５万４，５１

１円の差し引き残高が残ってきました。うち積立金が３億５，０８０万４，２５９円でご

ざいます。ちなみに年度末の基金の現在高、基金１３基金ございます、の合計額１７億４，

７１４万６，５０３円というような数字になっております。私も長い間議員をさせていた

だいておりますが、このように基金が減少したというのは、議員生活の中で、これははじ

めての経験でございます。いずれにいたしましても、ほかの議員さんたちが財政健全化に

ついての一般質問を行われると思いますので、その財政についてはこの辺でとめておきた

いと思います。 

 さて、７８号についてまず質問をいたします。社会福祉総務費の中で、社会福祉事業総

務費、社会福祉課の所管でございますが、地域福祉計画策定のための関係諸費及び野洲川

廃堤敷、これは野洲の地先でございます、の取得に係る借入金の元金償還を支出したとい
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うことでございます。また、平成１７年度に設置した策定委員会での審議を経て、人が共

に支え合い安心して暮らせるまち野洲を基本理念とする地域福祉計画を策定いたしました。

用地確保した面積におきましては６，０１０．６８平米、これは平成１６年から２５年度

までの償還でございます。そのときに策定委員会の中で、この約６，０１０平米のこの用

地に関する福祉計画というのは一体どんなになっているのだろうということですね。 

 市長は常々、目的のない土地は買わないとおっしゃっていましたね、市長。それは私は

何度も聞いております。そこで、お尋ねを市長にいたします。 

 長い間、この廃堤敷は放置されていますね。地域福祉策定計画にのっとってどのような

形でこの用地を展開されるのか。ちなみにこの予算は２億２３万５，２２１円でございま

す。そしてまた、この地域福祉策定委員会の謝礼といたしまして１５万の支出をされてい

ます。また、土地取得に伴う用地元金利息では１，６９４万４，２６１円の支出をされて

いますね。やはり、これだけの土地を購入して、そのまま放置しておくということについ

ては、今現在あそこの利用というのは、無差別な駐車場となっておりますね。皆さんよく

ご存知だと思います。そうしたものの策定委員会での審議を踏まえての今後の利用計画、

それを明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、議第８７号、平成１８年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出の決算についてお伺

いいたします。 

 平成１８年度野洲市特別会計歳入歳出決算事項別明細書の中においては、公共用地先行

取得長期債ですね、これが４，７３６万２，０００円というような債が残っております。

そこで、例えば国鉄清算事業団用地分として４，７３６万２，０００円、これは平成１８

年度末の残高でございますね。これはもう平成１９年度ですべて償還されるわけでござい

ます。また、その反面、野洲駅前南口、いわゆるＤブロック用地分です。これ借入額が１

億８，８７０万、償還が平成１７年から２７年。平成１８年度末現在高が１億８，８７０

万となっております。ちなみにこの利息分のトータルが４，７３６万２，０００円となっ

ておりますが、この中でこの平成１８年度の事項別明細の中では、駅前Ｄブロックを含ん

だ利息が計上されておりまます。 

 ところが、１億８，８７０万という数字はどこにも表れていないのです。聞くところに

よると、平成１８年度の一般会計当初予算で１億８，８７０万というのを見ているという

ことを総務部長の方からお伺いいたしました。各項目別の決算実績報告書を見ておりまし

ても、この１億８，８７０万という数字が、当然、これ私が申し上げますのは、平成１７
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年から平成２７年度までの償還でございます。２年間据え置きです。平成１７、１８とい

うのは、これは据置期間ですから利子だけ２４５万３，０９９円払っております。例えば

この１億８，８７０万償還されなかったら、これはどこかの形で不用額として出てくるの

が当然です。それがちょっと私の調べている範囲内では不用額としては出てきていないの

ですね、企画費を見ても。これは起債の中にトータルとして入っているものなのか、もし

くは平成１８年度の当初予算の中で見ておられれば、歳入として上がっているわけですか

ら、当然不用額の分として、これは履行されていないわけですから、償還されていないわ

けですから、どこかの項目の中で、企画費、例えば土地取得特別会計の中で説明はされて

おりますが、決算の中で、事項別明細の中でも上がってきていない。このシステムという

のは、どのような形になっているのですかね。ちょっとその辺が私では理解できなかった

ので、こうして質疑をさせていただいております。 

 市長は、何度も申し上げますが、私は経理のプロだということを誰かの一般質問のとき

におっしゃっていましたので、私はまだプロじゃございません、ヒヨコでございます。ど

うぞお教えをこうむりますようよろしくお願い申し上げまして、質疑の内容とさせていた

だきます。 

○議長（田中栄太郎君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 特に市長からというご指名でございますので、お答えをさせ

ていただきますが、例の、いうなら善岸堤というのですが、この土地を、目的のない土地

は買わない、これはもう原則ですが、しかし、この土地に限っては、買うことが目的でし

たじゃないですか。そうでしょう。世紀の大改修と言われた野洲川改修がなされたときに、

県が国からその用地の代替として無償で受けた土地なのですよ。それは古来野洲地区の皆

さんが土地を出し合って堤防を築いて、霞堤防をつくって、つくった堤防だからこれは我々

の土地だという主張があったじゃないですか。それを県が国からもらった、だから無償で

野洲町へ払い下げる。むしろ安くでしたね、そのとき。そういう歴史のある土地ですから、

私は合併するまでにこの土地は何としてでも旧野洲町の名義にしておこうという気持ちで

買ったのです。ただし、おっしゃるように目的は地域交流センター、いわゆる福祉に使い

ますよと。それ以外には使いませんということで分けていただいて、もっと言うなら、低

い値段でわけていただいております。だから今担当がまたお答えを申し上げますでしょう

けれど、それについての計画については慎重に検討をしていくという、こういう経過でご

ざいますので。 
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 お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） それでは、鈴木議員の質問にお答えさせていただき

ます。 

 前段市長の方から、土地の経緯等をお話されました。私の方からはこの活用についての

部分をお話させていただきたいと思います。 

 この土地の有効活用につきましては、市の地元自治会との協議の場を早期に開催し、有

効な土地利用が図れるよう取り組んでいきたいという形で１月にお話をさせていただいて

いるんですけれど、いまだに現状がゲートボール場の活用とこういうような形でなってお

ります。今後におきましては、やはり貴重な財産でございますので、地元の意見等を参酌

しながら、有効活用を図ってまいりたいと考えていますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上、お答えとします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 私の方からは、平成１８年度土地取得特別会計歳入歳出決算

についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 駅前Ｄブロックの取得費１億８，８７０万、これがどこにも表れていないということで

ございました。これにつきましては、先ほども議員の方がご説明いただきましたが、平成

１８年度の特別会計当初予算のところの最後のページになろうかと思いますが、地方債の

年度末における現在高の見込みに関する調書というのがございます。その中で、平成１７

年度末現在見込み額、前年度の現在高見込みで１億８，８７０万が計上されておりまして、

平成１８年度中増減見込み額ということで、元金償還見込み額が上がってございまして、

清算事業団用地につきましては、本年度決算で上がっております４，７３６万２，０００

円が計上されております。ただし、野洲駅前公共用地先行取得分については、償還見込み

額ゼロということで、平成１８年度の予算には上げてないということが、ここで説明がさ

れております。 

 したがいまして、平成１８年度末現在高見込み額は１億８，８７０万であると。これが

当初予算で計上されておりまして、今回の決算、実績報告書の方には両方、清算事業団用

地先行取得分と、駅前公共用地先行取得分上がってございますが、その中に明細で、４，

７３６万２，０００円、それから１億８，８７０万というふうになってございますが、執
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行の方を見ていただきますと、４，７３６万２，０００円の元金を償還するというふうに

なっておると思います。 

 それから、この明細につきましては、利子分でございますが、利子分は両方お支払いを

しております。この駅前公共用地分につきましては、予算執行の実績報告書の１０１ペー

ジの都市計画費、街路事業費、市街地整備管理費、これは市街地整備課の分ですが、その

中で街路事業等土地取得償還金ということで、２４５万３，０９９円ということで、ここ

に利子分が見てございます。ただ、おっしゃるとおり、この決算書の中で１億８，８７０

万というのは出てございませんが、これにつきましては、予算書、決算書の表記の仕方、

仕組みによるものでございますので、その点はご理解をいただきたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 鈴木市朗君。 

○１８番（鈴木市朗君） まず、社会福祉事業総務費から再質問させていただきます。 

 市長は、買うことが目的だったという、そういうお話でございましたが。宇野前町長の

ときは、財務局からあそこは野洲の土地だから無償で譲渡してもらうのだというようなお

話をずっとされていましたが、それがなかなか実行に移らないで、今こういう形で平成１

６年ですかな、やっと旧野洲町の取得するということになったわけです。これは当然有償

でございます。市長がかねがねおっしゃっていた、私はそういうようなことじゃないと思

うのですよ。 

 やはりそれだけのお金をかければ、やはり地域福祉に貢献する場所だということを、当

初市長はその目的をおっしゃっていたことがあるのですよね。私も覚えています。私と同

僚の議員さんも、今やめておられますが、その方も先般話されている中で、あそこは一体

どないなるのだと。ちょっとも進まないというようなことをおっしゃっておりましたので、

だからその辺を野洲区民の皆さんにどういうように説明を、野洲区民ではなしに野洲学区、

またあるいは野洲市の方にどういような説明をしていくのだ。平成１６年に市有地として

確保し、そのまま放置しておく。また、地域福祉策定委員会というものを立ち上げて報酬

を１５万まで払って、一応地域福祉という形のものを立ち上げておられるわけですね。 

 だから今、部長がおっしゃっていました、地元協議、ゲートボールを今されておるとい

うことでございますが、今現在ゲートボールはされておりません。やはり地域の方が出て、

草を刈り、いろんなことで管理をされている中、不法駐車の車が入り込んでいるというよ

うなことが現状でございます。またちなみに、官民境界の確定も打ててないというような
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ところもございます。そういう部分からして、ここをやっぱりきちっとした姿に一日も早

くしていただきたいということです。だから、地域福祉策定委員会のその助言がどういう

ことであったのか、まずそれをお尋ねするのと、市長は本腰入れてあの地域を、約６，０

００平米ですから、６反ですから１，８００坪ですね。それだけの土地を野洲市が保有し

ながら、そのまま眠らせておくということについては非常に残念だという思いでおります

ので、地域福祉計画とあわせてご説明を願いたいと思います。 

 それから、まず事業団の関係でございますが。今、総務部長がおっしゃっていました、

決算・予算の仕組みというのは非常に複雑なもので、私も１８年度当初予算で上げておら

れて、地方債の残高の中に入っておるということについては、認識不足だということを思

っております。こういうような形のものであれば、やはり誰でもわかるような、議員でも

わからんわけですから、一般の方なんてなおわからないですね。やはり施策の成果及び予

算執行の実績報告書の中で、そういうような形のものも出していれば、速やかに反応でき

るわけです。これは私の勉強不足で、申しわけないと思います。 

 そこでお聞きしたいと思いますが、国鉄清算事業団分の用地の借入利息が２．５％です

ね。そしてまた、野洲駅南口Ｄブロックの借入率が１．３％ですね。これ１．２％の差が

あります。だから借入先によって、これだけの大きな利率が変わっているということは、

何せ金額が金額ですので、国鉄清算事業団分は１．３％で非常に安い、ところがＪＲ清算

事業団の償還の場合は借入率が２．５％。２．５％だったら、民間が銀行から融資しても

らっている額より高いですね。そういうことについて、どういうような機関でお借りにな

って、どういうようなことで、こんだけの１．２％からの借入利率がここで表れてきてい

るのか、その辺がどうも私は理解ができにくいわけです。当初国鉄清算事業団の借入額が

３億７，８００万です。大きい金額ですよ。だから、その３億７，８００万円に対して、

毎年２．５％でずっと清算してきたわけですね。今年度で残高４，７３６万２，０００円

ということで、今年度で償還が終わるわけです。だから、この分についての利率の差異に

ついて説明を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 再度のご質問でございます。 

 借入金の利率、利息のことでお尋ねでございました。これなぜ違うのかということです

が、これ清算事業団の方は、平成９年に借り入れをいたしまして、それから駅前の用地に
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つきましては、平成１６年でございます。それぞれ年度によって利率が違います。当然そ

の借入時につきましては、借入金融機関等からの利息の見積もり等を取りまして、正規に

協議をさせていただいて決めたものでございますので、なぜかと言われましても、その時

点での年度ごとの利息の相場といいますか、それによって基づいてやったものでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。済みません。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（新庄敏雅君） それでは、鈴木議員の再々質問について、特に地

域福祉計画の部分もついてご説明申し上げたいと思います。 

 議員がおっしゃっております地域福祉計画につきましては、１７、１８年の２カ年をか

けまして、最近の核家族化等に伴いまして、人と人のふれあいというのが年々希薄化して

まいりました。そのために地域でいろいろと福祉課題というのが出てまいりまして、それ

を地域住民自らの方が、支え合い、共に助け合うというねらいで、自ら行動いただこうと

いうことで、この計画を２カ年でつくらせていただきました。本年度から計画に基づきま

して、実践に地域で各学区で、委員さん出ていただきまして、自らできることをまず一歩

から初めていただくということでスタートさせていただいております。 

 おっしゃいますように、あそこが福祉ゾーンとして、あるいは地域の防災的な部分も含

めまして活用を図っていかなければならないということの中で、この計画にありますよう

に、住民主体で活動できる、そういうような拠点にもなっていけばと考えていまして。ち

なみに野洲学区の取り組みとしましては、まちづくりの課題を一人暮らしの高齢者に視点

を当てたり、子どもさんが安心して暮らせる場所をつくろうというのが、例えば野洲地域

の主課題というか、まちづくり目標としてなっておりますので、今後そのような方向も考

えまして、この計画が基本的にはソフト事業というのか、人づくりというのか、そういう

人材をつくっていきたいという思いの計画なのですけれども、当然それに伴いまして、必

要なものもこういう計画も踏まえまして、策定をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願い申し上げると共に、あそこの土地につきましても、ご承知のようにいろん

な課題がございまして、ある意味では短期的な課題につきましては、今もあるいは幹線水

路等、また河川等の、まず第一に課題もクリアする部分もあります。今おっしゃっていま

すように、地域で活用していくという部分あわせまして、今後進めてまいりたいと思って

おります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（田中栄太郎君） 鈴木市朗君。 
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○１８番（鈴木市朗君） 福祉事業の関係、平成１９年度の予算を見てみましても、教育

費に次いでの大きな枠組みとなっております。それは福祉事業というのは、大変な事業だ

ということ、私も痛切に感じております。福祉があって、やはり地域住民が安心して暮ら

せるというようなことですので、それに対して、やはりあれだけの用地を確保しながら、

そのままにしないで、やはり地域の皆さんと共に良い知恵を出して、その場の活用をです

ね、今後高めていただくことを、要望と言ったら弱いので、してもらうことを約束しても

らって、この質問は終わりたいと思います。 

 そしてまた、この公債費の関係ですね。駅前Ｄブロックの分の利子だけをこの中で出し

ておりますので、その部分だけはやはり的確に掌握できるようにしていただきたい。それ

と、今の２．５と１．３％の関係ですね。これは民間の市中銀行での入札と理解していい

のか、それともこれは、国県の政府資金を借り入れできなかったのか、その辺はどういう

ような形で取り組まれたのか、経緯だけを説明していただきたいと思います。以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 再度のご質問でございます。 

 借り入れの資金の調達先でございますが、これは民間の縁故債ということで、民間の市

中銀行から借り入れということでございます。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩いたします。 

 再開を午後１時といたします。 

            （午後１２時００分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第１６番、野並享子君。 

○１６番（野並享子君） 議第７８号、平成１８年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定

について質問いたします。 

 平成１８年度決算の特徴は、三位一体改革の影響を大きく受けています。１７年度決算

対比で、地方交付税は６億５，４００万円削減されています。地方譲与税で補てんされた

のが１７年度対比で１億９，９００万円ですから、実質４億５，５００万円減収となりま

した。さらに予算に比べて法人税が１億１，２００万円の減収であります。定率減税の半

減や老年者控除の廃止に伴い、１８年度対比で市民税では２億５，３００万円の増収とな

り、市民負担は大きくふえました。財政的に大変な中、議員歳費の引き上げで３，９３０
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万円、新幹線栗東新駅への負担金は当初１，２００万円でしたが、決算では３８３万８，

０００円の支出となっています。また、聖域化された同和予算など、予算のときに指摘し

た内容がそのまま執行されました。一方、これまで市民の皆さんからの強い要望でありま

した中学校卒業まで、入院のみではありますが医療費の無料化や、またコミセンの建設や、

給食センターの建設による中学校給食の実施に道を開くなど、評価できる点もあります。 

 このような決算ではありますが、以下の点について質問いたします。 

 ①予算質疑のとき、三位一体改革について高知県の橋本知事が三位一体改革が改革でも

何でもないということがわかりましたと発言していることに対し、どのように評価されて

いるのか、お尋ねいたしましたが、的を射た答弁ではなかったので、市長に再度、三位一

体改革についてお尋ねをいたします。 

 ②新幹線栗東新駅への負担金が当初予算に比べ８１６万２，０００円削減されています

が、県民の意向が新幹線新駅への税金投入はすべきでないという意思が示され、嘉田知事

が誕生し、県議会選挙では自民党の大幅な議席減となって示された結果であります。民意

に沿わない政治に対しての県民の審判でもありました。野洲市議会においても共産党は一

貫してこの問題はＪＲに負担してもらうべきであって、税金を投入すべきでないと繰り返

し発言してきました。今回、県が方向性を出され、ＪＲが工事を凍結され、清算がされた

わけでありますが、支出された３８３万８，０００円は、民意を問うことなく突き進まれ

た山﨑市長の失態であり、市民が負担すべきものではありませんが、見解を求めます。 

 ③聖域化された同和事業について、差別があるから、個人施策が継続されるということ

は、時限立法であった法の精神から乖離しています。一般対策に速やかに移行すべきであ

り、野洲市の同和事業の見直しが必要ですが、年次計画はどのようになっているのか、見

解を求めます。 

 ④監査委員の指摘にもあるように、歳入の２２．２％が借金であります。借金の総額は

一般会計だけで２６５億６，８７０万円になっており、前年度より９．７％ふえており、

将来の財政運営に少なからず影響が出てくると考えられると書いてあります。しかし、今

後野洲中学校の建て替え問題もあり、まだまだ借金の増額は予想されます。この点につい

て将来計画をどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） それでは、お答えを申し上げます。 

 まず、１点目の三位一体改革についてでございますが、三位一体改革についての高知県
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の橋本知事さんのコメントに対しましては、私が公式に評価する立場ではないと考えてお

りますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 しかし、私は常々、地方自治体は自主性と自立性を高め、自らの責任において地方行政

を運営することが、本来のあるべき姿であると考えております。こういうことから、三位

一体の改革は、基本的には必要な改革であると考えております。したがいまして、現在進

められております国から地方への権限移譲と税源移譲の実施については、地方分権推進の

観点から一定の前進という評価ができるものと考えております。 

 しかしながら、現状の国庫補助負担金の削減や地方交付税の削減の内容を見ております

と、うがった見方かもしれませんが、国の財政再建に主眼を置いたものと思うものであり、

国と地方の役割分担に見合ったものにはなっておらず、地方財政を圧迫することとなって

おり、今後の地方における行政サービスの低下や、増税、受益者負担の増といった市民に

直接影響を及ぼすことにつながることが危惧されるところであります。 

 今後も引き続き国に対しまして、全国市長会等を通じまして、国と県の役割分担に見合

った税源移譲と、そもそも地方共有の固有財源であって、国が定めた施策を地方が実施す

るための財源保障、あるいは全国的な税源の遍在・不均等を是正するための財源調整の役

割を持つ地方交付税につきましても、現行の法定率を堅持するとともに、安定的な財政運

営に必要な総額の確保をお願いし、真の地方分権改革が進められることを期待するところ

であります。 

 続きまして２点目でございますが、新幹線新駅の負担金につきまして、滋賀県、栗東市、

ＪＲ東海及び促進協議会において交わしました協定に基づき負担を行ったものであります。 

 先に開催されました、これは９月３日でございましたが、促進協議会の正副会長会議に

おいて、県から新幹線新駅問題の解決に向けた県の方針が初めて示されました。その中で、

仮に事業が凍結となった場合は、既に支払いを終えた野洲市の工事負担金からＪＲ東海が

行った仮清算及び本清算による返戻金を差し引いた金額については、本清算後は県が負担

する、こういうふうに示されました。 

 野並さんおっしゃるようにちょっと金額が反対のように思いましたけれどね。削減した

とか言うたとかいうのは、８００万払ったことになって、８１６万２，０００円。残りの

３８３万８，０００円が県が補償すると、こう言うてるわけです。だから、もとの１，２

００万については、野洲市において何の損害も与えないと、こういう案を県が示しており

ますので、決して、私の市政の失態とこうおっしゃいますけれど、このことについては、
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県と関係する旧３市１１町で、昭和６３年の促進協議会設置以来、共に知恵を出し合い合

意した中で進めてきております。昨今の経済情勢等から現時点での推進は困難である旨、

県が判断されたわけでございますので、我々は約２０年の長きにわたりその時点時点でい

ろんな適切な判断をしながら、こうした計画を盛り上げてきたわけでございます。また、

旧２市３町のいわゆる湖南地方におきましては、湖南開発促進協議会、これは議会からも

代表が出ていただいておりました。そうした団体の中で、湖南の将来のあり方の中で、特

に公共交通機関の整備について新幹線の駅をつくっていこうということで、２０年来皆さ

んお取り組みになってきたわけですね。だから、私が途端に新駅をつくろうと負担したも

のでないということをご理解いただいておきたい。しかしその１，２００万は、金が戻っ

てくるのだと、こういうふうにご理解をいただきます。 

 以上で、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 私の方からは、野並議員の３点目以降のご質問に対してお答

えをさせていただきます。 

 まず、同和事業についてでございますが、この問題につきましては、過去何度かお答え

をいたしておりますように、地対財特法の期限切れが特別措置法に基づく同和行政の終え

んを意味するものといたしましても、部落差別を撤廃するための行政そのものの終結を意

味するものではございません。また、国の地域改善対策協議会の意見具申にも、現行の特

別対策の期限をもって一般対策へ移行するという基本に立つことは、同和問題の早期解決

を目指す取り組みの放棄を意味するものではありません。今後の施策ニーズには必要な各

般の一般対策によって的確に対応していくことであり、国及び地方公共団体は一致協力し

て、残された課題解決に向けて積極的に取り組んでいく必要があるとされております。そ

の必要性を指摘をされております。 

 野洲市におきましても、法のあるなしにかかわらず、部落差別がある限り同和問題の早

期解決を市政の重要な施策と位置づけ、諸施策の総合的、計画的な推進に努めなければな

らないと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後一般施策の実施状況や同和地区の現状を踏まえ、同和行

政全般にわたり検討するとともに、一般施策の有効かつ適切な活用を図るよう検討するこ

とが必要であるとの考えでございます。個人施策については見直していきたいと考えてお

ります。このことから、既に関係課と協議を重ねており、見直し等が必要な事業につきま
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しては、同和対策審議会において意見等を求め、野洲市同和対策基本計画の計画期間の中

で適正に処理をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして４点目でございますが、地方債発行額は平成１７年度が２６億１，６７０万

円で、歳入に占める割合は１３．８％、平成１８年度決算では４５億３３０万円で２２．

２％、平成１９年度は今回の補正予算後で１４億１，４９２万１，０００円で８．２％と

なっております。平成１８年度の地方債発行額が大幅に増加したことにつきましては、合

併協議に基づく大型事業の実施によるもので、平成１９年度はこうした合併関連事業がほ

ぼ終了したことにより減少したものでございます。 

 今後につきましては、財政健全化計画の中で、新規の地方債発行額を１８億円以下に抑

制するとしておりまして、この方針を遵守していきます。ただし、野洲中学校の耐震化計

画等が明確になった段階で、必要に応じまして計画内容の見直しを行う予定をいたしてお

ります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） １点目の三位一体改革、評価する立場じゃないというのではな

くて、やはりもう少し市長としても発言をしていただきたいのですが、基本的にはこの三

位一体改革は必要であったとおっしゃっていますから、これが根本的に橋本知事との意見

の相違といいましょうか、という内容になるかと思うのですが、この三位一体改革という

のは、そもそも国の財政、市長もおっしゃったように、国の財政再建で、とにかく地方交

付税や補助金を削減をする、国が出すお金を減らすというところから出発しているわけで、

それに減らした分に見合って税源移譲をするなんていうことは、さらさらないのですよ、

当初の出発からして。ですから、市長が言われるように、地方交付税を安定的にもらいた

いといっても、この三位一体改革そもそもをあかんかったということで出発をしていかな

いと、この路線の先は、どっちにしたって、さらに補助金や交付税を削減していくという

道なのです、国の財政再建が主眼ですから。ですから、毎年本来入るべき税金が入ってこ

ない。地方譲与税で補てんをするということでなっていますが、住民税が５％が１０％に

なったということで、国は税源移譲したということになるのですよね。そうすると私、来

年はこの地方譲与税で補てんしていくというのがもっとなくなってくるのではないかと思

います。 

 こういうところで出発をしているのですから、市民の負担はどんどんふえていっている
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というふうに皆さんおっしゃっています。定率減税の半減、廃止、老年者控除、これ５０

万円の老年者控除が全廃されて、一気に所得税で５万円ふえた、住民税で２万円、３万円

ふえた。ものすごい税負担がこれ覆いかぶさったのです。こういう形で、野洲では前年に

比べてこの１８年度決算は２億５，０００万円も野洲市に入ったのですけれども、国がそ

れ以上に削減をして、結局マイナスの状況になっているわけです。１８年度もですけど、

１９年度もそうでしたし、こういう形で今国がどんどん進めていっていることに対して、

真の地方分権を期待するとか、そんな甘い話ではないのですよ。この三位一体改革の路線

はやめよと、そういう形でもっと国の財源を、国の中で無駄なところを減らせということ

を言わないと、地方に負担をかぶせて、皆さんの負担がふえるという、この循環をずっと

つくり出しているのです。トップの責任として、やはり橋本知事ぐらいの発言はしていた

だかないと、税金だけはふえるというのが実態でありますから。評価する立場じゃないと

いうのではなくて、市長の見解ちょっと変えなあかんのと違いますか。 

 ２点目も、これも自分の責任はないということで回避をされましたが、何度も住民に意

思を問うてくれと、新幹線は乗らへん、必要ないと言うて、市民が圧倒的に言うてはると

言うても、住民の皆さんに聞くこともなく進められた。今、県が出していただくので、野

洲市に損害はないと言われましたが、県が負担するいうたら、県民税でしょう。私ら県民

税も払っているのですよ。市民税だけ払っているのと違うのです。結局、県の方が払うと

いうことは、県民税からそこに投入されるわけですから。 

 そういう意味においては、何でこんな形で急いで見解、知事選挙の前に、工事協定をＪ

Ｒと結び、そうして知事選の前にくわ打ちをやり、本当に見切り発車で、もうちょっと待

てばいいのに、進めたからこういうことになっているわけでしょう。あの工事協定結んで

いなければ、こんなお金は発生しなかったのですよ。あと半年待てば、知事選挙の結果は

出たのですよ。それを１２月末に協定を結んで、一緒に協定の調印のときに市長並んでは

ったの違うのですか。でしょう。で、自分は責任ないて。それはやっぱり市長として、促

進協議会に参加をし取り組んでいたと言うけども、知事選挙の結果を見よと、あんだけ住

民の皆さんが直接請求署名で署名を集められ、必要ないという意見が圧倒的であったのに

もかかわらず、それをやらずに進められたという責任の一端が市長にあるのですよ。それ

がないと言うのだったら、それは市民の皆さんの思いとかなりのずれがあります。責任は

あります。あの協定を判こを押さはったときの後ろに並んでおられたのですから。何で半

年間遅らさなかったのですか。何で知事選挙が終わってからにされなかったのですか。で
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しょう。そういう責任があるのではないのですか。見解を求めます。 

 先ほど私、当初予算に比べて８１６万２，０００円削減されたということを言っており

ますので、反対じゃなくて、私は決算を見て数字を言ったのですから、そういうきちっと

言葉を聞いておいて下さい。 

 同和行政の問題におきましても、とにかく野洲は一貫して法のあるなしにかかわらずと

いうことをおっしゃっています。でも、市民の皆さんの中に、もう一般施策にして、特別

対策はやめるべきだという声がこれはもう圧倒的な声です。そういうのに押されて見直し

をするということを今おっしゃっていますが、どういうところを見直しをされるのですか。

ここの議会の中でも固定資産税の減免の問題とか、私も保育料の減免の問題とか言ってい

ます。いろいろ野洲市だけやっておられる通学の定期代の３分の２の補助とか、そういっ

たいろんな意味で、突出している野洲の個人施策もあるわけでして、いったい何をどう見

直そうとされているのか、お尋ねをいたします。 

 ４点目の借金の部分ですが、１８年度は給食センターの建設とか、そういう意味では大

幅な部分がありました。野洲中の部分が今後、もう近々にこれは出していかないと、避難

所として役目を果たさないような耐震の状況ですので、そういう意味においては、いつど

のような形でそれをすることによって、どこが山になっていくのか。かなりの大きな額の

学校建設耐震工事になると思いますので、財政的にどういうふうに見込んでおられるのか、

お尋ねをいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 私は、橋本知事さんがおっしゃることはおっしゃることで、

これは個人というよりも、橋本知事さんがおっしゃっていることであって、それに賛成や

反対でなく、それなりの私の考えを申し上げていますので、そういう人のことはもうよろ

しいじゃないの。野洲市の山﨑市長は何を考えている、こういうことでよろしいじゃない

の。そうでしょう。申し上げたとおりです。 

 だから平成１２年でした、５年ほど前に地方分権一括法案が５７２本の法律を一遍に変

えてやった。あれは非常に我々は期待したのですよ。そのときに三位一体改革が出てきた。

それはやるべきだと、先ほど申し上げたように、やっぱり地域それぞれ特色を生かした、

自主的な自立のできるまちをつくっていこうと。要らんこと言いますと、今度の基本条例

でもそうですじゃないですか。住民参加の中で協働したまちをつくろうと。そこが地方分

権、私は地域分権も言っているのですよ。我々がやっている自治会、あるいはコミュニテ
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ィーセンターを拠点にしていろんな協働のまちづくり参画していただこうと。それには、

国は地方分権言いますけれど、我々は地域分権もしていこうじゃないか。それぐらい思っ

ているのです。やっぱり地域が自立して立っていこうと。それはそれで評価すると、こう

言うてるのです。ところが、今になっていみたら、それに伴う税源が伴ってこなかったと、

だからけしからんのだとこう言うてますやないか。橋本さんもこう言いたいの違うの。そ

ういうことです。 

 だから、交付税も今年は４０％も減らすというのですよ。もともと中主と野洲が合併し

たときは１９億の交付税を受けてました。それを１０年間保証してあげるという話だった。

要らんことあんまり言わん方がいい。それが１４億に減ってきたと、こういうことです。

だから我々は苦しい目に遭って。だから税源は、地方と国とバランスを一緒にせいと。今

年所得税の改正をやって、所得税を下げて、地方税を上げたと。差し引きプラマイゼロだ

とこう言うてるのですが、結局はそういうふうになっていませんけど。だから、これから

やっぱりもっと税源を地方に、もっと言うなら消費税あたりは、全部地方が使いなさいぐ

らい言うてもうてもいいですよ。それぐらい思っているんですが、果たしていかんと。 

 今日の京都新聞見られましたか。税の１兆円を地方に分譲しようと、東京都の知事は反

対されると思いますけどね。やっぱりこういうことが肝心なのですよ。その格差がついて

しもうたということです。だからこういうことを是正せいと。地方にやっぱり有利な税源

を回せと。だからここにも書いていますけど、その人口に比例した従業員数に戻せとこう

いうことですから。だから固有名詞を出して申しわけないのですが、ＩＢＭでここで収益

を上げたものがすべて東京都の所得、都民の所得になっているのですね、今の税制からい

くと。そうすると、東京都都民の１人当たりの年間の所得額がこんだけある、地方はこん

なもんじゃないけと、こういう言い方するのです。野洲のＩＢＭの工場で上げられた所得

は東京都の所得になっているのです。そういう税制上の問題があるわけですね。 

 だからそれを是正してもらおうと、これまだ案ですけれど、財務省が中に入っています

から、そうこれから問題はないと思うのですが、やっぱりこういうことをしながら、やっ

ぱり地方にそれなりの地方分権に従った税源を持ってきてくれと、これは言うてるのです

から、同じことだと思いますよ、高知県の知事さんも。 

 それと、新幹線、選挙の結果見てからせいって、ほんなこと、私は預言者でないので、

わかりません。ほんなことではないです。選挙に関わってできたこと、結果的には今の知

事さんはこういうふうにおっしゃっていますけどね、我々が取り組んできたというものは、
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やっぱり湖南地方に新幹線を、僕は栗東駅ということを絶対議会の中で言っていませんよ、

今までからも。湖南地方に新幹線の新駅をつくろうじゃないかと。将来５０万都市を目指

すなら、新幹線が通ったのですよ。新幹線がよそを通ったら、もうこっち持ってこいとい

うのだったら、それはそんなことはと言わなならんけど、５０万都市を目指して、滋賀県

の中核となる都市をつくっていこうと、湖南地方に、もともとの計画は。そこを新幹線真

ん中を走っているんです。湖南地方に新幹線とめなあかんじゃないかというのがそもそも

の発想です。 

 ただ、経済的な状況、財政上の問題、それと私も余り言いにくいのですが、請願駅がた

めに工事費が非常に高くつくと。この辺をやっぱり考えてするなら、今、凍結という話が

出ています。これはもう１０月３１日凍結でもう切れるのです。それはもう仕方がないこ

とだと思います。それなら次の時代、１０年先か２０年先にまた新幹線の話が出るのか、

別としても、やっぱり将来この地域で産業を興し生活をし、教育を受けて、福祉を受けて

いこうとするならば、やっぱり新幹線の駅は、走っているのですから、やっぱりとめたら

よろしい。それはもう先のことでよろしい。今はそういう状況です。 

 だから、ちょっと金額が間違ったと言いましたけれど、これ現年度の会計から出た金が

もう現年度に戻ってきたのですね。ちょっとごめんなさい、その点はおわびしておきます。

過年度収入というと、別々になりますので、金が分かれますけど、そういう経理ができて

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 借金が多い、借金が多い。野並さんも一生懸命に中学校の給食をせいとおっしゃったじ

ゃないですか。そうでしょう。やったのですよ。１８億かかった。１６億借金ですよ。１

８億の給食センター、野洲市独自で建ちませんよ。やっぱり借金して、国が認めた借金で

す。貸してあげよう、やれ、１６億借金ですよ。それはもうしょうがない、返していかな

いかんです。だけど、そのことについては国が７０％保証してやろうということで、元利

保証してくれました。ところが、おっしゃるように交付税の問題がかかってきますので、

そこへ。そういうことですが、むやみやたらに借金をしているのじゃないのですから、市

民の皆さんの生活を向上するために、あるいは福祉のレベルを上げるために借金ができて

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 同和施策の見直しについてのご質問でございました。どうい



 －71－

うところを見直すのかということでございますが、現在、実施中の個人施策すべてにわた

って見直しを行いたいというふうに考えております。 

 それから、地方債の件でございますが、野洲中につきましては、現在基本計画を策定中

でございまして、これによって年次計画が定まるということでございます。この年次計画

が定まり次第、財政的裏付けをとりまして、計画を財政的に見込んでいきたいというふう

に思っておりますし、ちなみに現在の起債の関係でございますが、平成２０年から毎年１

８億円を借り入れたと想定をいたしますと、元利償還金のピークは平成２１年度であると

考えております。この数値に先ほど申し上げました野洲中の耐震補強等の費用が加わると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） 市長、もう少し三位一体改革必要だったというふうな形で最初

に言われるのではなくて、あれは期待外れやったと、そういうふうに言っていただければ、

合うんですよ。税源はついてこなかったと。そうなのですよ、実際決算もそうですし、１

９年度の予算もそうですし、期待外れやった、税源は来なかったという形で言うたら話は

合うのですけども、必要やったと言われると話が合わないのですよ。言われている所得譲

与税は人口基準でいきますから、東京やら本当に密集しているところはぎょうさんで、過

疎のところには少ないという、そういうふうなことが本当にこれは大きな地方に対して圧

迫になっていますので、そういう部分の見直しなんていうのは即刻やってもらわんならん

と思いますし、段階補正いうのがされてきてましたけども、それもどんどん縮小されてい

っていますから、そういう意味での段階補正というのは、きっちりと実態踏まえてやって

もらわんとあかんと思いますし、だから、そういう意味でもっと声を大きく上げていって

もらう、地方の市長や知事やらは、みんなが同じ思いだというふうに思いますので、ぜひ

そういう発言をどんどんと上げていっていただきますように言っておきます。必要な改革

だったとは、これはちょっとトーンダウンをしていただきたい。 

 新幹線の部分で、どこかに必要って、それはＪＲが必要だったら、自分のお金でつくら

はりますやん。あの栗東はそんなの草津線に乗りかえて、またそこからシャトルバス出し

てなんて、あのところでは、みんな乗らないという条件的な部分があって、常にどこでも

できているのは、新幹線と在来線が交差しているとか、本当にすぐ近くを走っているとか、

そういうとこら辺での駅の設置なのですよ。ですから、どだいあそこは無理なのです、何
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ぼ湖南でこなんでとおっしゃっても。いう意味において、栗東がとにかく手を挙げて進ん

ではったのを栗東のお金でつくらはるのやったら、別に私ら何も言いませんけれども。け

ども、それを県に出せ、周りに出せというふうなことになったら、やはりそれはみんな考

えていかんならん問題ですので、県が払うから野洲市に損害はないという、それもやはり

ちょっと慎んでいただきたい。みんな県民税払っています。損害をこうむっているのです

から。そういう意味で、本当に半年間、協定を結ぶのを遅くすれば、こんなお金は発生し

なかったというそういう責任の認識をしていただきたいと思います。 

 同和の問題は、個人施策すべてにわたって見直しということをおっしゃっていますので、

その計画は、いつごろ、どういうふうにされるのですか。何年かかるのですか。今年中に

見直しをされるのですか、期限だけちょっとお尋ねをしておきます。 

○議長（田中栄太郎君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 私とは合わんと、こうおっしゃっていただきますので、もう

余り多くしゃべりません。何をしゃべっても合いませんので。ただ、あきらめよという言

葉は私は気に入りません。三位一体の改革をやって国の補助金、負担金減らされて、交付

税まで減らされて、このままあきらめたとなったら、５万市民の皆さんの生命・財産を預

かる私がどうしていくのですか、これ。そうでしょう。今あきらめたら、これ減らされた

だけの話。取り返さないかんじゃないですか。こうおっしゃっているのでしょう。何をあ

きらめるのですか。私はやります。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 同和施策の個人施策の見直しの時期ということでございます

が、これにつきましては、最初にも申し上げましたが、野洲市同和対策基本計画がござい

ます。この計画期間が平成１８年から平成２２年、５年間でございます。平成２０年度、

来年度が中間でございまして、２０年度に見直しをしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、議第８９号から議第９１号までの各議案に対する通告に

よる議案質疑はございません。 

 以上で、通告による議案質疑は終結いたします。 

 これより議案質疑に対する関連質疑を許します。関連質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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○議長（田中栄太郎君） ないようですので、これをもって関連質疑を終結いたします。 

 次に、ただいま議題となっております議第６８号から議第９１号までの各議案は、会議

規則第３９条第１項の規定により議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に審査を

付託いたします。 

 （日程第４） 

○議長（田中栄太郎君） 日程４、これより一般質問を行います。 

 一般質問通告書が提出されております。順次質問を許します。その順位は一般質問一覧

表のとおりです。質問にあっては簡単明瞭にされるよう希望します。 

 それでは、通告第１号、第５番、奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） ５番、奥村治男でございます。今回の質問順位を決める抽せん、

２度の抽せん２回とも１番くじを引かさせていただきましたので、トップバッターで質問

させていただきます。質問も１問に絞り込みましたので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。それでは、質問に入ります。 

 独居高齢者等の見守り支援策について、お尋ねをしたいと思います。 

 市営住宅に入居していた１人暮らしの高齢者８３歳が、自室内において亡くなっておら

れ、それから３日後に週２回訪問しておられましたホームヘルパーにより発見されるとい

う事件が、今年５月に発生いたしました。 

 その方は介護保険サービスも利用されておられまして、ホームヘルパーが関わっておら

れましたので、比較的早く発見されたわけであります。しかし、介護保険サービスを利用

していない独居高齢者も市内にはおられると思います。１人暮らしの高齢者が地域で、安

心して暮らせるためには、自治会や近隣での温かい見守りや助け合い活動によって、地域

での人と人とのきずなを強くしていくことが大切であるといえます。 

 見守りや支え合い活動は、スローガンだけでは進まず、例えば自治会を中心に民生児童

委員、老人クラブ憩連合会、あるいは福祉委員など地域で活動する人たちが、独居高齢者

や障害者などが地域で孤立しないような具体的な取り組みを支援していくことが必要であ

ろうかと思います。地域によっては、ふれあいサロンなど、地域のきずなを強くしていく

取り組みも活発に行われています。 

 それにとどまらず、今回の事件から市行政においては、そのような地域づくりのために、

具体的にどのような施策を推進しようとしておられるのか、市民健康福祉部長にお伺いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 奥村議員の独居高齢者等の見守り支援についてのご

質問にお答えをいたします。 

 現在本市においては、独居高齢者等の見守り支援策として、緊急通報システム事業をは

じめ、配食サービス事業、１人暮らし等高齢者の自立生活支援事業、ふれあいサロン事業、

あるいは介護保険のサービス利用などを通して、実施しているところであります。また、

地域においては、民生委員の近隣ふれあい見守り運動をはじめ、老人会の１人暮らし及び

寝たきり高齢者を対象とした友愛訪問、自治会での小地域ふれあいサロンや敬老事業など

を通して、見守り支援活動をいただいているところであります。 

 こうした中で、先ほど議員が申されましたように、市営住宅において、１人暮らし高齢

者が亡くなられておられました。こうしたことは、高齢化や核家族化が進む中、今後一層

増加するものと予測されており、１人暮らし高齢者等の見守り支援は全国的な課題ともな

っています。このような対策は、行政だけでは対応できるものはございません。やはり自

治会や民生委員、老人クラブ、近隣住民、地域福祉を進める会委員など、地域の皆様の協

力・支援が何よりも重要であります。本市におきましては、平成１７年度に各自治会より、

地域を福祉を進める会委員を推薦を願い、各学区に地域福祉を進める会を設置し、各学区

の地域実情に応じた地域福祉の課題と取り組み計画をまとめていただき、本年度より具体

的な学区課題について取り組みを進めていただいているところでございます。このような

ことから、高齢者等の支援につきましても、各学区で検討を願うと共に、これまで地域で

進めていただいております見守りなどの支援活動を、行政や関係機関が一体となって推進

してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） ただいまご答弁いただきました件につきまして、４問、再質問を

させていただきたいと思います。 

 まず１つ目は、市営住宅の入居者で１人住まいの後期高齢者及び２人世帯で２人共が後

期高齢者の世帯があると思いますが、この世帯は何世帯あるのか。また、そのうち介護認

定を受けておられる人数について、あわせてお伺いをしたいと思います。 

 ２つ目は、当市では、当面緊急に目配りが必要な世帯といたしまして、独居世帯、また

高齢者世帯、介護認定を受けておられてもサービスを全く利用しておられない世帯、こう
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いったところがあると思いますが、それぞれ何世帯ぐらいあるのか、おわかりでしたら、

お伺いをしたいと思います。 

 それから３点目ですが、今年の７月に文教福祉常任委員会の研修で、長野県の下諏訪町

に行ったわけですが、ここでは、２００１年に介護心中事件が発生しております。妻８４

歳を介護しておられました７６歳の夫が残された遺書には、「５年の介護で疲れたので一緒

に死ぬ」と書かれておった遺書があったわけですが、こういったことで取り返しのつかな

い重大な結果になりました。この事件の後も、孤独死が２件続けて発生したというような

ことであります。 

 当市の場合、２人住まいの高齢者世帯で夫婦どちらかがこういった相手の方を介護され

ているという世帯があろうかと思いますが、この世帯の把握が当市においては行われてい

るのか。また、行政としてこういった方たちに対してどのような支援をされているのかを、

お伺いをしたいと思います。 

 ４点目ですが、これは都市建設部長に関連いたしますので、お伺いをしたいと思います。 

 この市営住宅、先ほど申しました新上屋団地で孤独死されました女性の入居時の保証人

でありますが、同じ団地で大変親しくしておられたお友達のまたその知人であったと聞い

ております。保証人は、この市営住宅に入居される場合は２人必要であるわけですが、今

回の場合は１人であり、全くの亡くなられた方とは他人であったと。死亡発見後、親族の

方がわからず、警察が親族を探された結果、２日後の夕刻に和歌山県に親族がおられると

いうことが判明いたしまして、葬儀も無事済まされたということであります。 

 つきましては、こういった独居高齢者につきましては、保証人について、この際、やは

り再チェックをして、万が一このような事故が発生した場合でも迅速に親族に連絡がとれ

るようにしておくべきかと思います。これ旧中主町のときに、私も区長してましたときに、

たまたまアパートで似通った事例が発生して困ったこととがあります。こういったことも

ありますので、市営住宅の管理主管部署である都市建設部長の所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 奥村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 私ども、３点ご質問いただきましたので、その３点、あと４点目には、都市建設部長の

方からお答えをさせていただきたいと思います。 

 第１点目の市営住宅の入居者で１人住まいの後期高齢者、７５歳以上の世帯は２１世帯
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で、２人世帯で２人ともが後期高齢者の世帯は８世帯であります。そのうち介護認定を受

けられている人数は１７人であります。 

 第２点目の当面緊急に目配りが必要な世帯として、独居世帯、７５歳以上の後期高齢者

は５８８世帯あり、高齢世帯の７５歳以上の後期高齢者のみの世帯は８９４世帯でありま

す。また、介護認定を受けているが、サービスを全く利用していない世帯は１９２世帯で

あります。 

 ３点目の長野県の例でございますけど、２人住まいの高齢世帯で、夫婦どちらかが相手

を介護されている世帯は８７世帯であります。 

 また、行政としての支援は、介護保険でのサービスに加え、生活支援事業として、先ほ

ど言いました緊急通報システム、配食サービス、布団洗濯サービス、高齢者福祉タクシー

運賃助成、あるいは家族介護支援事業費では徘回高齢者家族サービスということで、やっ

ております。また、介護者マッサージ施術費助成、在宅寝たきり等高齢者介護激励金の支

給を行っています。在宅福祉事業では、高齢者のおむつ助成、高齢者住宅小規模住宅改造

の助成などの事業を実施しており、その都度、見守り等そういうものにも重ねて点検を、

実態を把握していると、こういうふうな状態で整備していますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 以上で、お答えとします。 

○議長（田中栄太郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 奥村議員のご質問にお答えしたいと思います。市営住宅

を管理している部署ということの立場でお答えをさせていただきます。 

 まず１点目の、この方の保証人の関係でございますが、奥村議員がおっしゃるように、

市営住宅の入居につきましては、２名の保証人が必要でございます。ただし、今回のこの

議員ご指摘の方につきましては、旧住宅、既にこの住宅に住まれていたのですけど、新築

ということで新しい住宅へ移転された折に、新たな連帯保証人を２名の署名をお願いを申

し出たのですけど、どうしても先ほどもいろいろ事情がありまして、親族がなく１名も立

てられないということも、本人の申し出がありましたけれども、ただし、やはりどうして

もお１人は必要ということで、議員ご指摘のように近所の方に、知り合いの方の連帯保証

人ということで、請書を提出いただいたものでございますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 また、今も議員おっしゃるように、公営住宅についてもたくさんの、今、福祉部長が申
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しましたように、多くの高齢者がおります。そうしたことから、やはりこの面につきまし

ても福祉部局と連携しながら、住宅の棟ですと、それぞれ棟長の方がおります。そうした

方に、公益費の徴収等もされておりますので、そうした中で、そうした世帯の気配り、あ

るいは我々がまた管理で訪問する際にも気をつけながら、そうした世帯に気を配りながら、

市営住宅の適正な管理に努めていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（田中栄太郎君） 奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） それでは、再々質問を３問させていただきます。 

 １つ目は、当市の独居高齢者世帯の見守り支援策としまして、先ほど市民健康福祉部長

から、緊急システム及び配食サービス事業を実施しているとのこととありますが、それぞ

れの事業につきまして、後期高齢者で独居高齢者と何世帯に対してこういったサービスが

実施されているのか、教えていただきたいと思います。 

 それと２つ目は、先ほども言いました下諏訪町では、後期高齢者で独居世帯、あるいは

高齢者世帯に対しまして、実態把握票だとか、こういった後期高齢者等の対象者の基本台

帳を作成されまして、コンピューターに入力の上、こういった情報をそれぞれの関係先で

共有されまして、シルバーネットワークが設立されていたわけであります。このような方

法は、当市としましても参考にしていくべきだと思います。市民健康福祉部長の所見をこ

の件に対してお伺いをしたいと思います。 

 また、当市では地域の後期高齢者をフォローするマニュアル等は既に作成されているの

か、この点についてもお伺いをしたいと思います。 

 最後に３点目は、高齢化社会を迎えまして一層複雑で重度化した福祉課題を抱えた人々

が大変多くなると予想されます。こうした問題の背景には、人間関係の希薄化や地域社会

での孤立という課題があります。このような認識のもとに、民生児童委員の方々、日ごろ

の見守り支援活動を通じて、１人暮らしの高齢者世帯、あるいは高齢者夫婦世帯、障害者

がいる世帯、あるいは子育て家庭など、災害時に支援が必要な方をしっかり把握しておく

必要があろうかと存じます。 

 当市におきましては、こういった地域の自治会だとか民生児童委員、福祉推進員、ある

いは老人会等のネットワークを構築しておくことが、いざとなった場合の非常に大事なこ

とになろうかと思いますが、こういったネットワークが構築されているのかどうかを、市

民健康福祉部長にお伺いをしたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 奥村議員の再々質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の部分では、後期高齢者等のいわゆる具体的な世帯数の関係でございます。２点

目には下諏訪の関係でのネットワークの問題と、フォローの部分をお尋ね願っていますの

で、お答えさせていただきます。 

 第１点目の、後期高齢者で独居高齢者等の緊急通報システム及び配食サービスの利用状

況は、緊急通報システムが１０６世帯、配食サービスが２４世帯であります。緊急通報シ

ステムにつきましては、全体では１２６の部分で今１０６世帯、配食サービスにつきまし

ては３５のうちの２４世帯と、こういう形でございます。 

 第２点目の、後期高齢者で独居世帯、高齢者世帯の把握につきましては、現在災害時に

おける要援護者の支援について、検討会議で今現在検討している状況でございます。これ

とも連携して、下諏訪町、去る７月に私も一緒に視察をさせてもらったのですけども、そ

ういった取り組みも参考にネットワーク化について検討していきたいと考えております。 

 次に、地域の高齢者をフォローするマニュアル等の作成でございますが、今年度におい

て、市民から安否確認情報が入ってきたときの対応を現在マニュアルを作成したところで

ございます。この活用を今後関係課とも協議しながら活用を進めてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 ３点目の、地域における自治会や民生児童委員、福祉推進員、老人会等のネットワーク

の構築ですが、野洲地域包括センターでは、個々の支援の必要なケース会議を通じて、小

さなネットワーク化ができている地域もありますが、市全体としてのネットワーク化はで

きておりません。今後、自治会や民生児童委員、老人会あるいは関係機関等と共に連携し、

情報の共有化や見守りのネットワーク化について取り組みの検討を進めてまいりたいと考

えております。 

 災害時でみんなが、地域が、この間、防災のときにも、署長が話があったように、やは

り地域で取り組むということが、一番身近で一番対応が速いと。それに漏れた部分はやっ

ぱり行政の部分が活動すると、こういう話も聞いておりますので、より一層そういった面

につきましては充実を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上、お答えとします。 
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○議長（田中栄太郎君） 次に、通告第２号、第１番、三和郁子君。 

○１番（三和郁子君） １番、三和郁子でございます。３件の質問をいたします。 

 １件目ですが、行財政改革・改善について。 

 平成１８年度一般会計歳入決算額２０３億４，１２５万８，４５３円、歳出決算額１９

８億３，８２０万３，９４２円が示されました。本来であれば、実行計画に基づいて検証

すべきところですが、いまだ示されていないことから、中期財政見通しの制度の検証も兼

ね、基金残高について若干の考察を試みます。なお、これから申し上げます数値は、概数

を使わさせていただきます。 

 １８年度基金残高見通し１５億１，６００万円に対し、決算額は１７億４，７１４万円

と若干ながら改善値と受け取れます。しかし、地方債元金償還額を見てみますと、１７年

度は２１億８，５４５万円、１８年度は２１億６，２６０万円とほぼ同額の元金償還を行

ったが、残高は２３億４，０６９万円増加しました。このことは財政収支比率が１．１ポ

イント増加し、９３．６％と悪化している中で、公債費の負荷はさらに財政への圧迫を高

めた結果であり、財政運営の硬直化のリスクは、依然として改善されていないといえます。

合併時１６年１０月１日及び１６年末から１８年度末の基金残高推移を見てみますと、４

８億４，０７４万円、３４億１７８万円、３０億３，８８６万円、１７億４，７１４万円

と、加速度的に減少しました。そのうち財政調整基金推移を見てみますと、１９億４，９

０５万円、１１億３，２５１万円、１０億６，８７５万円、６億６，９５９万円と歯どめ

のない減少であり、１９年度の５億６，０００万円の取り崩しは、文字どおり薄氷を踏み

ながらの財政運営となっております。 

 この観点から、１８年度から２２年度を計画年度とする財政健全化計画に設定された歳

出の削減、効率的な行政運営、歳入の確保の以下の目標数値に対し、１８年度の決算はど

のような成果を生み出しているのか、その検証を伺います。 

 平成１８年度から２２年度、期間内目標値ですが、歳出削減部門について５項目伺いま

す。 

 １、人件費抑制、目標値４億円に対し、２、一般行政経費の削減１億６，０００万円、

３、投資的経費の抑制２億５，０００万円、４、補助金の見直し４，０００万円、５、扶

助費の見直し未設定。 

 同じく期間内目標値、効率的行政運営部門について４項目お尋ねいたします。 

 １、外部委託民営化等の推進、目標値１億円に対し、２、公共施設の統廃合及び有効活
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用未設定、３、行政評価システムの運用未設定、４、組織機構の見直し未設定。 

 同じく歳入の確保について４項目伺います。 

 １、市税の増収確保、目標値８，０００万円に対し、２、受益者負担の適正化と増収確

保２，５００万円、３、財産収入の確保３億１，０００万円、４、基金の確保、前年度か

らの繰越金の３分の２以上積み立ての目標に対し。 

 以上質問いたします。 

 ２点目、学校教育関係について伺います。 

 最初に、文科省が今年の春４３年ぶりに行った全国学力調査結果のデータの発表・提供

が９月に行われます。どのようなデータが提供されるのか、お伺いします。 

 次に、国公私立の小中学生１，０７８万８，９４４人のうち、病気などの理由がなく学

校嫌いで年間３０日以上欠席した不登校の小中学生が０６年度に５年ぶりにふえ、中学校

は過去最高の２．８６％となったと、８月９日に文科省が発表しました。野洲市の現状に

ついて伺います。 

 次に、文科省は２３日、来年度から３年間で小中学校の教職員を約２万１，０００人増

員する人員計画を概算要求に盛り込む方針の報道がありました。初年度は、改正学校教育

法に盛り込まれた主幹教諭の配置など約７，１００人を要求するとあります。この方針に

対する所見を伺います。 

 ３点目、野洲市まちづくり基本条例について伺います。 

 野洲市は県内で米原市、近江八幡市に次いで３番目となる野洲市まちづくり基本条例を

６月２２日定例議会において、原案から１６歳以上に住民投票権を与えることや、住民か

らの発議を認めることなどを削除した、事象が限定されない住民投票制度を盛り込んだ修

正案を可決し、野洲市条例第２６号として同日公布され、周知期間を経て１０月１日に施

行される運びとなっております。このことにより市民、行政、議会の三者は、条例を規範

にその精神・理念を担保していかなければならない責任と義務を負うことになりました。

そのためには、基本となる条例、附帯する条例・規則などの早期整備や完成度を上げなけ

ればなりません。この観点から伺います。 

 第１点、この条例は原案修正を経て採択されました。その修正過程において原案第２２

条１項中「住民（本市に住所を有する人（法人を除きます。）をいいます。以下同じ。）、市

議会又は市長の発議に基づき」の条文が削除されました。このことにより、６月議会でも

申し上げましたが、規定されていた「住民」の意義・意味がこの基本条例から抜け落ちま
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した。条文は、明確な表現と用いられている文言の意味において、明確に定義された厳正

なものでなくてはなりません。住民に極めて近く、一般的にしばしば同義語として用いら

れる「市民」の定義がなされている中で、「住民」の定義がされていない不自然さは、誰し

もが思い当たることかと考えます。 

 附帯条例で規定しているから、規定するからというあいまいさは、市民の理解は得にく

いものです。少なくとも附帯条例の上位となる条例には、一語一語の意義・意味が規定さ

れなければなりません。投票権年齢などの規定はなくても、少なくとも「住民」という語

句の意義の概念が示されている必然性があると考えます。 

 私の議会活動報告「ほっこり」で皆様にお知らせしておりますが、多くの皆さんが不自

然さに思っておられます。行政としてこの不備を第２条で定義する、あるいは原案第２条

の記述のごとく改めるべきと考えます。１０月１日までにその作業もできます。所見を伺

います。 

 第２点、このまちづくり基本条例には、第２１条、２２条、２６条、２９条に関しては、

附帯する条例策定作業が残っています。施行日には間に合わないと思っておりますが、可

及的速やかに策定する義務があると考えます。策定にあたっての策定メンバー及びスケジ

ュールをお伺いいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 三和議員の、第１点目の行財政改革・改善についてのご質問

について、お答えをいたします。 

 財政健全化計画の実行プログラムと平成１８年度の反映状況を個別にご質問をいただい

ております。項目ごとにお答えをさせていただきます。 

 財政健全化計画は、昨年１０月に策定しており、議員からは当計画に記載しております

数値目標額でご質問いただいておりますが、その後、その実行プログラムについて内部で

年度別により詳細な数値目標を設定しておりますので、その数値をもとに平成１８年度の

実績をご報告申し上げたいと思います。なお、最終設定いたしました削減・増収目標額は、

平成２２年度までのトータルで１９億８，６００万円であり、このうち平成１８年度の目

標額のトータルは６億１，２０４万円となっております。 

 まず、人件費の抑制につきましては、目標額は２億１，００４万円で、削減実行額は２

億１，１６０万８，０００円でございました。 

 次に、一般行政経費の削減及び投資的経費の抑制では、数値目標は設定しておりません
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が、平成１９年度の予算編成に向けて各所属に削減を指示したところでございます。 

 補助金の見直しでは、平成１８年度においては、補助金の交付基準の策定を計画してお

り、平成１９年１月に第１次の補助金の整理合理化に関する指針を定めております。 

 扶助費の見直しでは、一部平成１９年度に向けての検討を行っております。 

 外部委託・民営化等の推進及び公共施設の統廃合及び有効活用につきましては、本年３

月に公共施設の今後の管理等に関する指針を定め、公共施設に関する今後の方向性を定め

ております。 

 次に、行政評価システムの運用につきましては、平成１９年度に向けた取り組みを進め

ております。 

 また、組織機構の見直しでは、平成１９年４月に向けた検討を行い、結果として水道課

と下水道課の統合を行うと共に、課内室として企業誘致推進室を新たに設置いたしたとこ

ろでございます。 

 市税の増収確保につきましては、目標額１，０００万円で、収納率としては税全体で０．

０１％の増加となっており、約８０万円の効果額でございました。 

 受益者負担の適正化と増収確保では、水道料金の徴収関係で目標額１００万円に対し、

増収額は約９００万円でございました。 

 財産収入の確保につきましては、目標額４，１００万円に対し、増収額は３，３８９万

３，０００円。 

 基金の確保では、目標額は３億５，０００万円で、目標額どおりの基金積み立てとなっ

ております。 

 数値目標を設定しております項目を合計をいたしますと、平成１８年度の目標総額６億

１，２０４万円に対し、実行額は６億５４１万９，０００円となったところでございます。 

 以上、三和議員の行財政改革についてのご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 三和議員の学校教育関係についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、全国学力・学習状況調査の提供データについては、既に報道等で発表されていま

すように、次のとおりでございます。 

 市の教育委員会に対しましては、文部科学省が公表する全国的な調査結果、それから滋

賀県の全体の状況に関する調査結果、野洲市における公立学校全体に関する調査結果、市
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内の各学校に関する調査結果です。 

 また、学校に対しましては、文部科学省が公表する全国的な調査結果、滋賀県の全体の

状況に関する調査結果、学校全体に対する調査結果、各学級に関する調査結果、各児童・

生徒に関する調査結果です。 

 なお、各児童・生徒に関する調査結果につきましては、学校を通じまして、各児童・生

徒に提供をいたします。 

 次に、不登校児童・生徒についての本市の状況ですが、昨年度の本市における年間３０

日以上欠席の不登校児童・生徒は、小学校で１４名、中学校で３３名、出現率は小学校で

０．４６％、中学校は２．５０％で、いずれも県の１８年度の数値の小学校０．５５％、

中学校３．１９％と比較をいたしますと、本市の数値は下回り、２年連続で減少傾向が見

られます。 

 次に、文科省の概算要求についてですが、小中学校の教職員が増員されるということは、

学校現場にとって大変ありがたいことでございます。ただ、新しい職であります主幹教諭

は、本県ではまだ選考も行われておりませんし、来年度から設置されるかどうかにつきま

しても、県教委からは何も知らされていない、そういう状況でございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） それでは、三和議員の第３点目の野洲市まちづくり基本

条例についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の第２２条の住民投票の規定において、住民を定義する文言が削除され、

不備を生じたとのご質問でございますが、確かに私どもが提案いたしました原案におきま

しては、住民投票の発議要件や投票権の年齢事項を定めるため、市民と住民を区別する意

味から定義付けておりました。今後は、住民投票に関する条例を制定する中で、投票資格

者、発議要件等、必要事項を定めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、２点目のまちづくり基本条例に附帯する条例等の策定スケジュールについ

てお答えいたします。 

 まず、第２１条の市民の市民への意見募集につきましては、野洲市パブリックコメント

手続実施要綱を現在策定中でございます。１０月１日告示・施行の予定で進めております。

次に、第２２条の住民投票につきましては、施行後１年以内の条例制定を目指しておりま

す。そして、第２６条の基金の設置につきましては、基金活用を含め今現在検討しており
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まして、来年の４月１日の施行を目指しております。そして第２９条のまちづくり基本条

例推進委員会につきましては、施行後速やかに委員会設置規則に基づき委員会を設置する

予定であります。 

 いずれにいたしましても、まちづくり基本条例で定めておりますことにつきましては、

早期に実行してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 三和郁子君。 

○１番（三和郁子君） 行財政改革の方から再質問をさせていただきますけども、ただい

まの答弁に２２年度までのトータル改善目標額が、たしか今１９億８，６００万円ですか。

これ、私たち議会に示されております昨年１０月、策定健全化計画の実行プログラムです

ね、ここに具体的に設定されていた改善額は、人件費が４億、一般行政経費１億６，００

０万、投資的経費２億５，０００万、補助金４，０００万、外部委託・民営化１億、市税

の増収確保８，０００万、受益者負担２，５００万、財産収入３億１，０００万、合計１

３億６，５００万円ということで、この中に示されているんですよ。私、１０億何がしと

聞いたのは今はじめてなんですよ。ちょっと今びっくりしているんです。この今１９億８，

６００万円と示されましたが、私たち議会に示されておりますこの実行プログラムです、

これ１１ページから１６ページまでです。これにしたがって説明を求めます。あわせて、

なぜ今その説明が今日までなかったのかについてもお伺いいたします。 

 １８年度の改善、この目標額が内部の実行プログラムで設定されていた、この１９億何

がしですか、１９億８，６００万円ですか。これ示されていたということは、１９年度も

この内部実行プログラムが設定されているのではないですか。これ、あるのかないのかお

伺いします。あるのであれば、この改善目標額の詳細の説明を求めます。まず、ちょっと

今びっくりしました、数字が出ていることについて。 

 次に、学校教育関係についてですが、今、児童・生徒に関する調査結果を学校を通じて

児童・生徒に提供すると、ご答弁がありましたが、この学力調査のデータを教育委員会と

しては、学校としてどのように活用するのか、方針を伺いたいと思います。 

 次に、学校間、学級間、データの公表はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。

公表するしないの裁量、学校に任せるのかも含めて方針をお伺いいたします。 

 次に、不登校なんですが、今回の増加の原因の１つに指摘されているのが、昨年から多

発した自殺を伴うような、いじめに対してこのようなことが言われていますよね、自殺す
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るくらいなら、いじめを回避するために学校に来なくてもよいよという指導が広まったと

いうふうに言われております。野洲市の指導法のこの現状を伺うと同時に、そのような事

象があるのか、お伺いいたします。 

 次に、主幹教諭について伺いますけども、６月の議会でこの主幹教諭の配置について私

お伺いいたしました。そのときに、主幹教諭の配置は必要なし、現行の教務主任等増員す

ることや、学級を担任しない学年主任を配置することによって教育効果を上げるという所

見を伺いました。その方針の変更の有無を再度確認をいたします。 

 文科省は、来年度７，１００人の教職増員は、主に主幹教諭の配置方針というふうに見

てとれますけれども、このことからしますと、主幹教諭を配置しないと言われた野洲市の

方針からすると、教務主任や教育、教務などの増員要求が通りにくい状況になろうかと思

いますけれども、この県の教育委員会から示されていないからというふうに、今教育長答

弁されましたけれども、そうでなくて、子どもたちの未来は、先行して考えていかないと

いけないと思うんですよ。そういうことが文科省の方から、数カ月前からもう出てきてい

るんです。そしたら出てきた段階で、どうするのかということをやはり議題に載せておか

ないといけないと思うんです。それを今教育長の答弁では、これは県教委から知らされて

いないからということで、今答弁されました。このことは将来的に教員の質とか量の確保

に、私は不利益をこうむるのではないかなというふうに懸念いたしますが、この点につい

ても所見お伺いいたします。 

 まちづくり基本条例ですが、「住民」の意義は基本条例に載せず、住民投票条例の中で定

めていくとのことですが、この条例はまちづくり基本条例検討委員会の提案を踏まえて今

日に至ったわけですね。この住民投票権年齢の設定には、それなりに難しさと、そして困

難が伴いますけれども、今後どのようなメンバーで、どのようなプロセスをお考えなのか、

お伺いいたします。 

 以上、再質問させていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部次長。 

○総務部次長（東郷達雄君） 三和議員の再質問の方にお答えをしたいと思います。 

 行財政改革の関係でございますけれども、ただいま総務部長が申し上げました数値と、

以前お渡ししております財政健全化計画の数値が違うと、その件でございますけれども、

まず、目標額を、部長の方から答弁がございましたように、財政健全化計画策定後におき

まして、各部所属課の方に照会をいたしまして、具体的にもう少し精査をした数値で作成
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いたしました結果が、ただいま総務部長が報告申し上げた数値でございます。それで、三

和議員の方からは、目標額、財政健全化計画の目標額に沿って削減額をというお話でござ

いますけれども、目標額につきましては、三和議員の質問にあったとおりでございます。

また、削減額は総務部長の答弁のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それと、なぜこの数値の違い等につきまして説明がなかったのかということでございま

すけれども、財政見通しの策定をいたしまして、同時に新たな実行プログラムをお示しを

させていただこうというふうに考えておりましたので、このような結果になってございま

す。 

 また、平成１９年度以降、数値化をしておるのかというご質問があったと思いますけれ

ども、具体的に２２年度までの数値を出ささせていただいております。こちらの方も今後

示します財政見通しの中でご報告をさせていただきたいと、かように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

 休憩を午後２時５０分までといたします。 

            （午後２時３３分 休憩） 

            （午後２時５０分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務部次長。 

○総務部次長（東郷達雄君） 先ほど私の答弁の方で目標数値の違い等に答弁漏れがござ

いましたので、再度ご答弁を申し上げたいと思います。 

 ただ、たくさんの項目がございますので、大項目についてのみ報告をさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず、健全化計画に掲げております１番目の歳出の削減でございますけれども、健全化

計画の目標額は８億５，０００万円でございました。最終の内部調整額は８億２，６３８

万円、これは２２年度までになってございます。その中で、平成１８年度の削減目標額は

２億１，００４万円でございます。削減実行額１８年度でございますけれども、実行額は

２億１，１６０万８，０００円となってございます。 

 次に、大項目２番目の効率的な行政運営でございますけれども、健全化計画の目標額は

１億円でございました。内部調整の目標額は１億２，５００万円、トータルでなってござ

います。その中の平成１８年度の目標額、あるいは実行額につきましては、設定をいたし
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てございません。 

 最後に３番目の歳入の確保の観点でございますけれども、健全化計画の目標額は４億１，

５００万円でございます。内部調整の目標額は１０億３，４７５万になってございます。

その中の平成１８年度の増収目標額は４億２００万円、実行額は３億９，３８１万１，０

００円となっております。この数値目標に大きな乖離が出てまいりましたのは、特に歳入

の確保の関係で、財政調整基金への積立金、１８年度、１９年度の額を６億円目標に設定

させていただいたということで、大きな乖離が発生しておりますので、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 最終的に合計としましては、健全化計画の目標額は１３億６，５００万円、内部調整の

結果の目標額はトータルで１９億８，６１３万円でございます。そのうち１８年度の目標

額は６億１，２０４万円でございました。結果的に１８年度の実行額は６億５４１万９，

０００円となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 教育部次長。 

○教育部次長（常諾眞教君） 三和議員の学校関係の再質問にお答えいたします。 

 １つ目の全国学力調査につきましては、その結果の方はそれぞれの学校で授業の改善、

あるいは個々の児童・生徒の指導に生かしていきたいと考えております。また、市の教育

委員会としまして、学校または学級の数値的なデータは公表いたしません。また、それぞ

れの学校につきましても、独自に学校の数値を公表することがないように統一して指示を

しております。 

 ２つ目の不登校についてですが、議員がおっしゃいました、自殺するぐらいなら学校行

かない方がというような事例は、野洲市においては昨年度もございませんでした。 

 ３点目の主幹教諭の配置についてでございますが、６月に申し上げましたのは、教務主

任が主幹教諭というふうに変わるだけであるならば、そんな必要はないと。しかし、主幹

教諭が新たに増員されるのであれば、もちろん断る必要もございませんし、学校において

活用していきたいと考えております。ご存知かと思いますが、教務主任と申しますのは、

職は教諭でございます。学校の中で校務分掌として、教務主任とか、学年主任とか、これ

は学校で決められますので、教務主任していた教員が次の年学級担任になっても何ら不思

議はないわけですが、主幹教諭の方は職ですので、県教委の方で選考試験なり書類選考な

りという形をとって、職として任命していかなければならないだろうと思います。ですの
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で、県の方から、学校でとか市の方で主幹教諭の任命をすることはできませんので、県の

方の指示が何もないというふうな答弁を先ほど教育長の方がさせていただきました。ご了

解いただきたいと思います。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 三和議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 三和議員の再質問で、第２２条の住民投票に関するスケジュールをメンバー等々のあれ

で再質問されておりますので、先ほどもお答えさせていただきましたように、第２２条の

住民投票につきましては、施行後１年以内の条例制定を目指しております。 

 どういうようなスケジュールということでございますけれども、先般の本会議で市長が

答弁しておりますように、まず骨子案については行政内部でまとめていくという作業スケ

ジュールで考えております。一定骨子案がまとまった段階で、市議会の会派勉強会等々で

骨子案を提示させていただき、そして、先ほど申し上げました第２９条関係のまちづくり

基本条例推進委員会、これを条例制定後速やかに設置をいたします。この委員会に、骨子

案がまとまり、また議会に説明させていただき、そして委員会にも意見を求めるという形

をとらさせていただき、そしてから一定まとまった段階でパブリックコメントを今年度内

に求めて、次年次にという形で、一応１年以内を目処に今現在考えております。 

 そして、メンバー等々でございますが、今現在メンバーについては行政内部職員で行っ

ております。そして、ご意見を聞くという形で推進委員会の関係でございますけども、今

回の補正予算案で推進委員会、今年度内１０名の委員で今年度３回を予定しております。

そのための補正予算を計上させていただいております。そして、基本条例の第２０条で参

加機会への保障の第３号の規定によりまして、原則公募ということで、この１０名のうち

何人かを公募で考えております。内容については、まだ現在のところ未定でございます。 

 以上お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 三和郁子君。 

○１番（三和郁子君） 今、再質問させていただいた中で、この財政改善計画の件なので

すが、これ１８年８月２２日付の財政改革推進提言を受けて、１８年度から２２年度とす

る行政大綱と健全化計画が１８年１０月に策定されたということは、周知のとおりだと思

いますが、その計画に沿って、今推進のただ中にあるんですけれども、この計画の推進に

あたっては、やはり年度ごとの実行プログラムの設定が必須であることは、これは共通の

認識だと思います。今、大まかな大綱のみを報告、答弁いただきましたけども、詳細につ
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きましては、今議会が終わってからということに先ほど言われましたが、やはり議会の方

には継続しているときに、こういう大切な財政健全化計画は途中の経過は知らせるべきだ

というふうに思います。それによって議会ではチェックをしていきたいというふうに思い

ますので。 

 それと、昨年の１２月議会の答弁で、これ私ちょっとこういう財政健全化計画で申した

いのですけども、１９年度予算執行にあたっては四半期ごとに各部課で財政シミュレーシ

ョン、検証のできる改善計画実行プログラムを策定し、十分な検証と監視をするという、

そういう約束が１２月議会にありました。次に、その１２月議会では、その約束は実現さ

れませんでしたが、３月議会でも４月末には配付できるというふうに再び約束されました。

これは議事録にも載っております。６月議会では、今度は市長が最後に答弁されまして、

１８年度決算の意見、そして認定を受けない段階で実行プログラムを組むことは冒険とい

うことで、市長の答弁があり、変わってきましたけれども、これは１８年度から推進、実

行中の計画であるにもかかわらず、１９年度９月の１８年度決算認定後でなければ、実行

計画が策定されないということは、これは順序が私は全く逆であり、これ民間企業であれ

ば、この経営においてはあり得ないことだというふうに思っております。 

 そこで伺いますけれども、今申しました議会での発言、約束する、約束に対して、納期

必達の意識がおろそかになっていたり、策定する目的の意識のぶれがあるように感じまし

たが、議会での発言は、これは重いものがあると私は考えています。この点についての所

見を伺います。 

 今、数値化できている目標額が１９億８，６００万円と、当初計画から内部とで、この

財政健全化計画に出されている変更がされているのであれば、私は健全化計画の補正版を

示す責任があったのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 私は執行部の皆さんを追い詰めているわけではなくて、これは意見や提言をしている中

で、市民が追い詰められるのを、これ私は避けたいというふうに思っておりますので、こ

の財政健全化計画については、毎議会追跡調査を、そして提言、意見を申し上げさせてい

ただいております。市長につきましては、これは強大な権限を有する市長のこのリーダー

シップが問われているわけでありますから、その力量に期待しつつ叱咤激励をさせていた

だいております。 

 財政健全化計画には、もう３点再々質問をさせていただきます。 

 学校教育関係です。学力調査についてお伺いいたしますが、今、学校間あるいはクラス
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間において格差が出ることも予想されますけれども、これについてその場合、平準化につ

いての考え方がおありかどうか、どのようにこれを教育委員会として進めていかれるのか、

お尋ねをいたします。 

 それと、野洲市まちづくり基本条例ですが、この先ほども「住民」の意義は基本条例に

は載せないと、ただ住民投票条例の中でこれは示していくということですけれども、これ

上位規範となるこの条例に用いられている言葉に、意義も概念も規定されない言葉がこれ

存在していることは、これは不備があると判断しなければいけないと思いませんでしょう

か。これ改める勇気が要るのではないかというふうに思いますが。市長お笑いですけども、

これはやはり上位法ですから、これは真剣に問うております。 

 まちづくり基本条例と、学校関係と、そして行財政改革について再々質問させていただ

きました件についてのご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部次長。 

○総務部次長（東郷達雄君） 三和議員の再々度の質問にお答えをいたしたいと思います。 

 行財政改革の関係でございますけれども、３点ございました。 

 まず、１点目の年度別の実行プログラムを議会に示しなさいというご意見でございます

けども、この実行プログラムは財政見通し、今後ご提出させていただきます財政見通しと

非常にリンクするところが大きくございます。ですから、あわせましてご報告申し上げた

いというふうに思っております。 

 ２点目の議会での答弁の重さの関係からでございますけれども、最終的に去る６月の第

２回定例会の方で、市長の方から財政見通しの提示の関係でございますけれども、９月の

議会で決算の認定を受けた後に、きちっと行政評価も踏まえて見通しをつくっていきたい

という答弁がございましたので、この答弁に沿って議員各位には報告を申し上げたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、実行プログラム数値が変わっておりますので、健全化計画の方を変更すべきで

はないかというご意見をいただいております。健全化計画の骨格となる部分は、基本的に

変わっておりませんので、実行プログラムの目標額が若干ふえてきておるということでご

ざいます。特にその中でも、先ほど申しましたように、財政調整基金への積み立てが主た

る要因でございますので、今この時期に健全化計画は変更すべきではないのではないかな

というふうに考えてございます。また、その財政状況見きわめながら検討してまいりたい

とこのように思っております。 
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○議長（田中栄太郎君） 教育部次長。 

○教育部次長（常諾眞教君） 学力調査につきましての、再々質問にお答えをさせていた

だきます。 

 平準化についての考え方をお尋ねでございましたが、調査結果につきまして県の方は総

合教育センターで検討委員会をつくって今後分析していくということを言っております。

その分析も参考にしながら、野洲市としましても市の教育研究所を中心に分析をしていき

たいと思っております。どういうデータが示されるのかまだ十分わかっていない中でござ

いますが、例えば計算、算数、数学で、計算領域はできているけれども、図形領域ができ

ていないとかというようなことが示されれば、その図形領域をできるようにするにはどう

いう授業改善をしていったらいいのかというようなことを考えて、学力を向上させていく

資料として活用していきたいと考えております。 

○議長（田中栄太郎君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中清嗣君） 三和議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

 先ほども答弁をさせていただきましたように、確かに私どもの提案いたしましたときに

つきましては、市民と住民との区別ということで、「住民」の定義をさせていただきました。

しかし、先ほど修正案においては投票要件等々が別の条例で定めるという形なっておりま

すので、先ほど申し上げましたように、まちづくり基本条例の施行に支障を生じる重大な

不備とは私どもは考えておりません。別に定める条例でその辺をきちっと定めればいいで

はないかという見解でございますので、ひとつご理解のほどよろしくお願いします。 

 なお、どうしても三和議員としては、この条例が不備ということであれば、議員に修正

の提案権がございますので、そちらの判断をお願いいたします。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、通告第３号、第２２番、荒川泰宏君。 

○２２番（荒川泰宏君） 第２２番、荒川泰宏でございます。平成１９年９月定例議会に

おきまして、私は地上デジタル放送の移行について質問をいたします。特に、防災福祉の

切り口からも伺うものであります。 

 その前にまず、本年７月１６日に発生しました、新潟県中越大震災により被災を受けら

れました方々に対し、お見舞いを申し上げますと共に、一日も早く復興されますよう、お

祈りを申し上げます。 

 さて、昭和２８年から始まりましたアナログテレビ放送は、その年の２月１日午後２時、
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ＮＨＫテレビの本放送で始まりました。開局の第一声は、「ＪＯＡＫＴＶ こちらはＮＨＫ

東京テレビジョンであります。」、開局式の後、尾上松緑氏らによります舞台劇「道行初音

旅」がオンエアをされまして、これが日本初のテレビ番組とされております。当時の受信

契約数は８６６、受信料は月２００円でありました。 

 また、８月２８日、日本初の民放テレビ局、日本テレビも開局となりました。参考まで

にテレビスポンサー第１号は東芝さんであり、コマーシャルの第１号はセイコー社の正午

の時報、これは２２秒でございました。 

 このようなテレビの歴史の流れの中で、いよいよ平成２３年７月２４日までにアナログ

テレビ放送から地上デジタル放送に完全移行することとなっております。デジタル放送は

高品質の音量と画像で、双方向番組、高齢者や障害者にやさしい福祉番組、暮らしに役立

つ最新の情報番組などが受信できるようになるなど、サービスが向上する反面、デジタル

テレビ、チューナーの購入、またアンテナの改修などが必要となり、利用者にとって新た

な負担となるところでございます。受信環境の整備は、受益者負担が原則ですが、地上デ

ジタル放送への移行は、国の政策として進められていることから、市としてもさまざまな

問題に対応していかなければならないことが考えられます。 

 そこで、次の点について質問をいたします。 

 １点目、２０１１年の地上デジタル放送への移行に伴い、テレビを視聴するためデジタ

ルテレビ、チューナーの購入や、アンテナの改修などが必要となりますが、国策とのこと

から、地上デジタル放送の移行を、市として住民にさまざまなツールを用いて、また各種

の会合等においても周知するべきと考えますが、見解を伺います。 

 ２点目に、市営住宅に住まいの家庭におけるデジタル放送への移行は、どのように考え

ておられるのか伺います。 

 ３点目、現状、市の構造物による難視聴地域については、共聴アンテナによる視聴とな

っていますが、このたびの移行に伴う基本的な考え方を伺います。 

 ４点目、地上デジタル放送への移行に伴い、生活保護世帯などの低所得者に対する過度

の負担が生じますが、市の考えを伺います。 

 ５点目に、市民からの地上デジタル放送へのさまざまな問い合わせに対する窓口は、ど

のように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 荒川議員の地上デジタル放送への移行についてのご質問にお
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答えをいたします。 

 ２点目、４点目につきましては、それぞれ担当部の方からお答えをさせていただきます。

私の方からは、１点目、３点目、５点目についてお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目でございます。市民への周知につきましては、昨年は市の広報紙に、本年

は広報紙及び市のホームページにデジタル化移行のお知らせを掲載すると共に、近畿総合

通信局作成の啓発ビラを全自治会で回覧願うなどの対応を行っており、今後とも総務省、

県と協力しながら周知に努めてまいりたく考えております。 

 ３点目の市の構造物による受信障害への対応についてでございますが、受信状況の調査

を行った上で、受信ができないようであれば、市として受信できるよう必要な手だてを講

じるべきものと考えております。 

 ５点目、問い合わせ窓口でございますが、市では総務部情報システム課がこれの担当を

行っておりますが、国の施策として進められていることから、国では総務省地上デジタル

ビジョン受信相談センターに一括の相談窓口が設けられており、また、近畿総合通信局放

送課においても相談を受け付けておられますので、先の広報においても連絡先の掲示をし、

案内をいたしております。 

 以上、答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 引き続きまして、２点目の市営住宅におけるデジタル放

送への移行についてお答えをいたします。 

 今年度予算におきまして、現在使用中のアナログ放送からの切り替え対策として、団地

内の共聴受信施設の地上デジタル対策と、市営住宅周辺の難視聴地域への電波障害の範囲

の確定及びその対応に対する調査委託を発注し、現在のところ調査中でございます。なお、

この調査結果により対応策を検討の上、改修計画を策定いたします。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 引き続きまして、市民健康福祉部の方から４点目の

低所得者に対する市の考え方につきまして、回答いたします。 

 低所得者層への新たな負担となるものでございますが、その負担が日常生活において過

度と判断される場合には、何らかの支援策が国、県において示されるものと考えられます

ので、本市といたしましては、今後の動向を見きわめたいと考えております。しかしなが
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ら、基本的な部分としましては、なお生活保護世帯における場合でも、これまで生活に必

要な冷蔵庫など電化製品の買い替えは毎月支給される生活扶助費で購入していただいてお

ります。デジタル放送移行への一時的な出費につきましても、現時点では同様の扱いと考

えております。このことから、アナログ放送終了の平成２３年に向け、計画的な貯蓄がさ

れるよう、生活指導を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 荒川泰宏君。 

○２２番（荒川泰宏君） それでは、５点にわたりました質問に対しまして、それぞれお

尋ねをいたします。 

 まず、１点目の周知方法等につきましては、広報等でされておられる、また、ホームペ

ージでもされておられるということで、私も実際よく見ております。しかし、懸念するの

はやはり弱者の方々に対する周知でございますので、この辺の部分につきましては、さら

に徹底した周知をしていただけますように、ご検討いただきたいと思います。 

 ２点目の移行への考え方でございますけれども、現在調査中ということでございますの

で、私もその調査結果を踏まえて、また検討をさせていただきたい。このように思います。 

 ３点目の難視聴地域におけます共聴アンテナの考え方でございますけども、これ大阪の

方に行きますと、阪神高速の下でお住まいのところは、１００％デジタル放送でも映るよ

ということではございますけれども、実際はやっぱり電波障害が出ているというようなこ

とが言われておられます。その辺のことから、この共聴アンテナによる視聴につきまして

は、十分に慎重に対象となっておられます方々と問題のないように進めていただきたいと

思います。 

 それから、生活保護世帯、また低所得者の方々に対します負担でございますけども、た

だいまの回答では、国、県等の支援の動向を見きわめてというお話でございましたけども、

この辺につきましては、確かにテレビの購入、チューナー、アンテナの改修等を考えます

と、最低５万円はするだろうと思われます。そこらあたりを考えますと、とてもじゃない

ですが、過度の負担になることが十分想定されますので、今後とも機会があるところで、

国、県にそのような要望を上げていただきたい。こんな思いでございます。 

 それから、各さまざまな問い合わせに対します窓口の考え方でございますが、部長の答

弁では、近畿電波通信局とか、その問い合わせの先を案内しているから、そこで聞いてく

れという対応でさばいていこうというような答弁でございましたが、しかし、やはり野洲
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市は野洲市の地域事情というものがありまして、住民の皆さんは相談されますのは、これ

はやはり国の施策である以上、野洲市のどこかの窓口に相談を投げかけてこられるという

ことが、十分想定されるわけです。ですので、やはりどの部にどの方がこの問題について

は、てきぱきと対応されるのか、再度お尋ねをこれはさせていただきます。 

 それと、今週は防災週間ということでございまして、本市におきましても去る９月の１

日の土曜日に篠原小学校を中心に防災訓練をしていただきました。猛暑の中、関係者の皆

様方、本当にご苦労さまでございました。その訓練後、消防長の方から講話がございまし

たけれども、そこで言われましたのが、緊急地震速報の説明をされました。いよいよこの

緊急地震速報が１０月１日からスタートされるわけでございます。それにつきましては、

親切に市の広報の方もこの９月号で非常きめ細かく編集され、周知されております。非常

に評価するものでございます。 

 しかしながら、この緊急地震速報がスタートするということは、この地上デジタル化放

送が今後２０１１年にスタートするときに、スムーズにいけるのかどうか。非常に私自身

も実は心配をしております。特に福祉施設、例えば特別養護老人ホームだとか、野洲病院

に入院中の方々だとか、そういう方々も考えますと、この移行が本当にうまくいけるのか、

心配なわけでございます。それとあわせて、野洲市の現在の世帯数が、やはり１万軒を超

えるわけです。そこに企業等々考えますと、１万数千の対象のところにテレビが皆座って

いるわけですね。一家によりますともう５台、６台を自宅に据えておられる家庭も少なく

はありません。そういう状況の中で、これから、移行に伴ってアナログのテレビがごみと

してこれからどんどん出てくる。このことが、私は環境問題を考える上において、しっか

りこれは考えなければならない。場合によったら野洲市だけでなく、例えば湖南４市でそ

ういうような関係の担当の職員が集まって、どういように対応していこうかということも

検討しないと、堤防等のそういうごみ捨てとなっているようなところに、テレビが散乱す

るというようなことにならないようにも手を打つべきだと、このように思うわけでござい

ます。 

 何か最近は、中国の方で鉄が非常に必要となりまして、業者の方々が鉄くず１キロ３０

円で売買現状されているというふうに聞いております。場合によっては、テレビを分解し、

鉄くずだけを取り出し、もう一度鉄として再生するというようなことも１つの案かもわか

りませんが、この点について、担当の部は何かこの辺について問題点を分析しておられる

のか、今後どのように考えておられるのか、考え方がございましたら、ご報告をいただき
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たいと思います。 

 以上、この２点について質問をさせていただき、終わりたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 問い合わせ窓口の件でご質問でございます。 

 これにつきましては、野洲市では総務部情報システム課が窓口となります。ただ、ご承

知のとおりデジタル放送への技術的なご質問等につきましては、私どもの方、残念ながら

専門家でございませんので、詳しい話は市民からの質問内容をお聞きして、再度私どもの

方から、国の方なりの窓口に問い合わせという方法もございますので、そのような方法も

考えていきたいということでございますし、お急ぎの方は、先ほど申し上げました窓口の

方の案内をさせていただくということで、対応させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山田和広君） ただいまの荒川議員のご質問にお答えいたします。 

 冷蔵庫やパソコンの処分と同じくテレビの処分につきましては、リサイクルが義務付け

られておりますので、例えば市にご依頼があった場合には、リサイクル料２，８３５円、

運送料２，９００円、計５，７３５円で承っております。 

 一方で、ご指摘がありましたが、これらのテレビを投棄されるというようなことになれ

ば、その行為自体が法令違反でありますと共に、投棄されたものは、リサイクルできない

状態になることが多うございますので、ごみを減らすということにも反することにもなり

ます。ただ、例えばご意見の中でありましたとおり、鉄につきましては、リサイクルでき

ない状態であっても、つぶした後、鉄だけは取り出しているのが、今の状況でございます。 

 今後、デジタル放送の移行に伴いまして、テレビの買い替えが進むことが予想されます。

その処分につきまして、適切に処分をしていただくということは、大変大事かと思ってお

りますので、そのデジタル化に向けまして、社会全体の動きも注視しながら、市民の方々

への啓発普及の強化など、対応を検討してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 荒川泰宏君。 

○２２番（荒川泰宏君） 最後に、先ほど市の窓口は総務部の情報システム担当というこ



 －97－

とをお聞きしまして、くれぐれもたらい回しにならないようにしていただきたいと、この

ように思います。２０１１年ということで、まだ先のようではございますけれども、もう

既に量販店等ではしきりに販売に力を入れております。そのような状況の中でございます

ので、よろしく取り計らっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、通告第４号、第２番、矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） ２番、矢野隆行でございます。私は、３点において質問させてい

ただきます。 

 １番目に、高齢者のちょっとした困りごとに対応する支援サービスについて伺います。 

 超高齢化社会を迎える中、高齢者向けのサービス充実は大きな課題となっております。

そうした中で、介護保険サービスなどのような大がかりなサポートではなく、１人暮らし

の高齢者のちょっとした困りごとニーズに対応する支援サービスを導入した千代田区がご

ざいます。 

 千代田区では、平成１６年７月から高齢者等の生活上困りごとの相談を２４時間３６５

日、年中無休で応じる、高齢者等困りごと支援事業を始めております。この事業は、おお

むね７５歳以上の高齢者のみの世帯の人や、障がい者のみの世帯の人を対象として、日常

生活で困っていることなどを区民等の協力を得て解決のお手伝いをします。高齢者や障が

い者の不安を解消し、地域で安心して自立した生活を支援することを目的としております。

年間予算は約１００万ほどかかっているそうでございます。 

 少し内容を説明しますと、事業主体は千代田区社会福祉協議会、対象としましては、１

人暮らしの高齢者だけの世帯、おおむね７５歳以上、２番目に障がい者のみの世帯他とな

っております。事業内容としましては、専門技術を必要とせず１時間ぐらいでできて、継

続性のないもの、例えば電球等の交換、ブレーカーが落ちたときの復旧、ねじの緩み、蛇

口のパッキンの交換、洗面所排水溝のつまり、代筆、代読、ぼたんの付けかえ、簡単な繕

い、３０キロ以下の家具の移動、風邪など体調を崩したときに近所への買い物、荷物の上

げ降ろし等となっております。また、専門技術を必要とする場合や、原則として１時間以

上かかる活動や、継続的にサービスを必要とする内容につきましては、区内の専門業者や

関係団体を紹介することになっておるそうでございます。ちなみに、利用料は１回当たり

２００円となっております。活動協力等は募集されておりまして、登録が必要である。活

動費としては、１回につき５００円を支給すると。活動内容は、１時間で専門的技術を必
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要としなくて、継続性のないもの。事業の特徴といたしましては、高齢者等の生活を配慮

し、２４時間３６５日相談を受け付ける。地域住民のマンパワーによる事業展開と地域コ

ミュニティーの活性化を図ります。本事業以外の日常生活の困りごとに対してもきちっと

関係機関、業者等につなげているということです。さまざまなサービスのネットワーク化

を図ることにより、高齢者等が地域で安心して生活できるシステムを構築しているという

ことになっております。 

 このようなシステムは、高齢者や障がい者の方が地域で安心して暮らしていける手助け

に有効だと私は思いましたので、質問させていただきます。 

 高齢者が地域で安心して生活できるこのようなシステムの構築を本市に取り入れたらど

うか、見解を伺います。 

 次に、児童虐待発生予防対策について、質問させていただきます。 

 児童虐待による痛ましい事件が連日のように報道されております。平成１８年度の児童

相談所における児童虐待相談件数は３万７，３４３件、前年度比１．０８倍となり、件数

は年々ふえている状況です。この状況に対応して児童虐待発生予防対策の充実が求められ

ております。この児童虐待の問題につきましては、６月の２回定例会で内田議員からも一

般質問が出ていました。私は、少し角度を変えて質問させていただきます。 

 厚生労働省では、深刻化する児童虐待について、虐待を受けて死亡に至った子どもの事

例を検証したところ、死亡した子どもの約４割が零歳児で、零歳児のうち約８割が４カ月

以下ということがわかりました。また、行政がすべての子どもに関わる最初の機会が４カ

月健診であることが多いこともわかっております。児童虐待は発見や対応が遅れるほど、

親と子どもの両方に対する手厚い支援が必要になることも踏まえると、早期発見・早期対

応の態勢を強化することは、児童虐待をなくすための必要不可欠な取り組みといえます。 

 そこで、厚生労働省は、今年４月から生後４カ月までの全戸訪問事業、通称こんにちは

赤ちゃん事業をスタートさせました。新生児、乳児を抱える母親は、出産時の疲労と新た

な育児負担により心身が不安定になりやすい上に、最近は核家族が増加していることもあ

り、周囲の支援を受けず、社会から孤立している人がふえております。一般的に親と子の

引きこもりから、ネグレクト（育児放棄）、さらには児童虐待へとつながるケースが多いこ

とから、孤立化を防ぐことは児童虐待の発生予防に大変効果があるといわれております。

この事業では、生後４カ月までのできるだけ早い時期に乳児がいるすべての家庭を訪問し、

子育て支援に関する情報提供や、養育環境等の把握を行うなどして、母親に安心を与えな
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がら、乳児家庭と地域社会をつなぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ります。 

 また、これに連動する事業としましては、育児支援家庭訪問事業があります。これは生

後４カ月までの全戸訪問を行った後、ケース対応会議などにおける報告検討の結果、再訪

問や、引き続き支援が必要と判断された家庭に対するケアとして生かされるもので、子育

て経験者等による、育児・家事の援助、または保健師等の有資格者による具体的な育児支

援に関する技術的援助や指導を継続的に実施する事業であります。 

 国は、これらの事業について、平成２１年度までに１００％実施することを求めており

ますが、平成１９年度９月現在の調査によれば、生後４カ月までの全戸訪問事業実施数は

６８．５％、育児支援家庭訪問事業実施数は４９．７％となっております。このようにま

だまだ取り組みをされていない自治体が多いと思いますが、少子化問題が叫ばれている中

での取り組みは、子育て支援ばかりでなく、幼児虐待防止につながると考えます。 

 そこで、質問でございますが、１点目、本市において乳幼児の健康状態の把握はどのよ

うにされておるのか、お伺いします。 

 ２点目、本市の児童虐待発生予防対策として、こんにちは赤ちゃん事業や育児支援訪問

事業の早期取り組みが大事だと考えますが、見解を伺います。 

 ３点目になりますが、地域医療の医師不足問題はということで、お伺いします。全国的

に医師や看護師が不足しているといわれております。原因はいろいろと考えられますが、

２００４年スタートした大学医学部の新医師臨床研修制度の改革で、研修医は自分の意思

で研修場所を選択するのが可能となります。大学附属病院ではなく、臨床研修病院でも研

修が受けられることにより、研修医が多くのより設備のよい都市部の病院に集中したこと

や、最近は、女医の希望が多く、それは本当に望まれることではございますが、女医の場

合、子育て期間の受け皿がいまだ整っていないことが原因で、一度現場を離れ、子育てを

済ませて、再度現場復帰の機会がなかなか難しいのが現状であるともいわれております。

また、看護師不足は、重症患者に対する業務負担や、勤務体制の厳しさなどが原因とされ

ております。そんな中、本市唯一総合病院の野洲病院も生き残りをかけ、さまざまな努力

をされております。 

 先日も守山市の知人から問い合わせがあり、野洲病院産婦人科で入院出産すると前金で

３０万円要るのか、本当ですかという問い合わせがあり、野洲病院に確認したところ、本

当であるということでした。その理由として２点あり、１点目は、過去に実際に入院して

出産された方が、退院のとき一度にたくさんのお金を支払いは大変であるので、前もって
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半分ぐらい預かってほしいとの意見があり、預かった経緯があるそうでございます。２点

目は、過去に支払いをせず出産して退院され、その後も未収金となった事例があり、前金

で３０万円を預かることになったそうです。このことは、入院が決まったときから病院か

ら丁寧に説明が本人にあるそうでございます。退院のときに残りの残金は支払いされるシ

ステムなっているそうでございます。 

 この野洲病院も医師不足は例外ではありません。平成２０年３月に現行の産婦人科の専

門医が自立、専門医が不在になるとも聞いております。また、近隣市の守山市民病院、彦

根市民病院でも産婦人科の存続ができなくなっております。このような医師不足の中では

ありますが、私はこの野洲病院の産婦人科はぜひとも存続してほしいと思う１人でありま

す。 

 そこで、質問させていただきます。 

 １番目、平成２０年３月以降の産婦人科専門医は確保できるかどうか、見解を伺います。 

 ２番目、野洲病院の今後の産婦人科女性専門外来の存続について、見解を伺います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 矢野議員の高齢者のちょっとした困りごとに対する

支援サービス等、３点についてお答えさせていただきます。 

 市内に在住する独居老人高齢者の世帯で、特段専門的な技術を要する修理でもなく、ま

たできるだけ早く何とかしてほしいと感じるちょっとした困りごとを解決したいとのご相

談は高齢福祉課、地域包括支援センターに寄せられて、相談内容に応じて対応をしており

ます。高齢福祉課では急を要するものは、課員が応急的に対応し、後日住民の方が業者に

お願いされています。また、地域包括支援センターでは、介護保険の受給者に対して、担

当ケアマネージャーやヘルパーを通じて、相談・要望にこたえるようにしております。日

常生活の中で家事援助のサービス、例えば洗濯、掃除、買い物、ねじの緩みや電球交換な

どの簡単な修理等々のケースは、野洲シルバー人材センターを紹介をするなどしておりま

す。ケースによってはシルバー人材センターに相談内容をつなぐし、また、料金、期間等、

サービス利用にあたっての不安が生じないよう配慮をしています。 

 また、民間事業者にも同様のサービスを行っているところもあり、相談内容に応じ、業

者の紹介をさせていただくこともあります。なお、野洲市社会福祉協議会では、ふれあい

センターや老人福祉センター等においても、定期的に心配事相談所を開設されております。
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民生児童委員や行政相談員等が日常生活での心配ごとや悩みごとを解消する一助となり、

高齢者の生活に配慮した支援を行っています。 

 以上のことから、議員のご提案のシステムを参考に、現状のサービスの取り組みを検証

し、高齢者が安心して生活できる支援につなげていくよう進めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、児童虐待発生予防対策の推進についてお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の乳幼児の健康状態の把握につきましては、母子保健法に基づき実施して

いる健康診査、健康相談、健康教室、訪問指導等の母子保健事業において行っております。

乳幼児健康診査は、各健診とも９５％前後の高い受診率で、未受診児に対しても、訪問等

により受診勧奨と共に健康状態の把握を行っております。また、育児サロン、すこやか相

談や、発達相談等の健康相談や、すくすく教室、子どもの健康づくり教室等の健康教室に

おいても、身体面や精神面の健康状態の把握を行い、タイムリーな相談や育児支援に努め

ております。さらに乳幼児の健康状態や養育環境を把握し、保護者の相談に応じ、必要な

保健指導を行う訪問事業を実施しております。 

 次に２点目の、虐待とまではいかなくても、生活不安、育児不安等を抱える養育の困難

な家庭については、１点目で回答いたしましたように、乳幼児の把握以外に、母子手帳の

交付や、さらに乳児を対象とする訪問事業として、法で定められた生後１カ月未満の子を

対象とする新生児訪問の他に、生後２カ月前後の子を対象とする２カ月児訪問を市独自の

事業として従来から実施しておりましたが、今年度より新生児訪問と２カ月児訪問をあわ

せ、こんにちは赤ちゃん事業として全戸訪問を実施し、さまざまな不安や悩みを聞き、子

育て支援に関する情報提供等を行うと共に、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言

を行い、支援が必要な家庭に対しては、適切なサービス提供に結びつきますよう努めてお

ります。 

 なお、支援が必要と思われる家庭については、保健師や関係機関が連携し、福祉サービ

ス等を利用することや、保育所入所を促し、家庭支援を行っているところであります。特

に、状況把握が必要なケースについては、家庭児童相談員が定期的に家庭訪問を行い、必

要に応じてその相談や支援を行う場合もございます。 

 また、１９年度から地域の民生委員・児童委員が１歳児前後の子育て家庭を訪問するこ

とで、子育て家庭の状況を把握することにより、要保護家庭へのサービスとつなぎ、あわ

せて虐待発生予防を目的とする子育て家庭訪問事業を実施しております。 
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 育児支援家庭訪問事業につきましては、核家族化などにより孤立感や負担感を抱えなが

ら子育てをしている親が増加していることから、虐待発生予防を推進する上で、重要な家

庭支援事業であると考え、推進してまいりたいと考えております。 

 続きまして、地域医療の医師不足問題についてお答えいたします。 

 近年、新医師臨床研修制度の発足のために全国の病院等における医師不足が顕著となり、

地域ごと、診療科ごとの不足の解消が喫緊の課題となっております。 

 １点目の産婦人科の医師が確保できるのかの質問に関しましては、野洲病院では医師確

保について、現在滋賀医科大学をはじめ、関係機関への要望などを精力的に展開されるな

ど、医師確保の努力をされておられます。 

 また、市といたしましては、地域医療の確保の必要性に鑑み、産婦人科医の確保、産婦

人科の存続については、国、県、関係機関に要望をしております。今後も鋭意努力し、医

師確保に努めたいと考えています。なお、全国的な産婦人科の医師の動向については、さ

らに厳しい状況が考えられ、野洲市だけの問題でなく、湖南地域における周産期医療の重

要な課題として、県と滋賀医科大学で現在協議をされています。 

 ２点目の女性専門外来についてですが、野洲病院では女性専門外来として、平成１６年

４月から１７年２月まで産婦人科外来で診療をされていました。しかし、異動等によりま

してその後女性専門外来として対応できる女性医師の確保が困難な状況となりまして、内

科と産婦人科に配置の女性医師が必要に応じて相談の窓口として対応をされている現状で

す。 

 市といたしましては、野洲病院の女性専門外来が原状復帰できるよう働きかけておりま

すが、平成１６年度から新たな医師臨床研修制度により、医師が都市部への病院に集中す

るなどの地域における医師確保が困難な状況が続いており、このことは野洲病院において

も同様で、一般の医師確保も困難な状況でございます。女性専門外来の実現に時間を要す

るとは思いますが、国、県の動向を見ながら、市といたしましても原状復帰できるよう、

野洲病院に要望・要請をしているところであります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 高齢者の日常のちょっとした困りごとにつきましては、シルバー人材センター、また民

間業者も参画して行っているとことですが、本当に元気な高齢者は、また障がい者の方は
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余りご存知ないのではないかと思いますので、これをどのようなシステムでその方たちに

周知されているのか、お伺いさせていただきます。 

 ２番目の児童虐待防止ですけども、国の全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業を本市

では先駆けてやっておられるということで、２カ月の児童を訪問が既に取り組まれるとい

うことは、本当にすばらしいことだと思います。この訪問の中で現実、本市の中で虐待と

いうか、それに近い行為はあったかどうか、また、現行の人員で全戸を無理なく訪問でき

ているのか、お伺いさせていただきます。 

 ３番目の地域医療の医師不足ですけれども、緊急医療体制も安全・安心なまちづくりに

は、欠かせないものであります。先日も奈良市におきましては、３８歳の妊産婦の方が緊

急で受け入れ先が見つからず、何件もの病院から断られ、最後は流産され貴重な生命が失

われた事故は大変なものと思っております。本市はもとより湖南地域での緊急体制整備は

安心・安全といわれるか、見解を伺います。 

 先ほど、読売新聞では、これ１面に出ましたけれども、妊産婦９府県広域緊急という形

で、近畿地方と徳島、福井、三重の９府県が緊急体制を受け入れるということが、出まし

たけれども、本市では、湖南地域ではどのような体制を組まれているのか、お伺いさせて

いただきます。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 矢野議員の再質問にお答えをさせていただきます。

３点、４点の部分でお答えをさせていただきたいと思います。 

 第１点目のＰＲのことなんですけども、この紹介につきましては、先ほどお答えしまし

たように、野洲市社会福祉協議会へ、野洲市シルバー人材センターとそれぞれの民間事業

者で事業を展開をされておりますが、市民に対する啓発が十分な対応となっていないのが

実情であろうかと認識しておりますので、各関係事業所にも支援サービスのＰＲについて

協力を得て、高齢者が安心して暮らせるまちづくりになるよう推進をしてまいりたいと考

えております。 

 それから、こんにちは赤ちゃん事業の取り組みの虐待の件ですけれども、これの件につ

きましては、平成１９年度の１／４半期の報告書によりますと、虐待件数は１／４半期で

３６件の相談件数等が出ております。その中で、ゼロ歳から３歳未満ということで、これ

の身体的虐待のケースは４件、それからネグレクトの部分が４件で８件、それから３歳か
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ら学齢前の児童につきましては、身体的虐待が５件で、心理的虐待１、それからネグレク

トが６で１２ということで、あと残り、小中学校、高校生という形でケースが３６件とい

うような状況で、これも行政が把握している部分で、届けがあった分の氷山の一角と受け

とめております。そういったことで、今後につきましても家庭相談員等、また要保護児童

協議会等の連携を密にしながら、早期発見と予防に力を取り組んでまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 それから、医師の緊急体制は大丈夫かとこういうお話の質問にお答えさせていただきま

す。救急医療体制については、滋賀県における救急医療体制におきます、いつでも、どこ

でも、誰も、その症状に応じて適切な医療が受けられるよう、比較的症状の軽い患者の診

療を受け持つ初期救急医療体制、かかりつけ医を基本としつつ、休日・夜間診療、在宅当

番制の医療、歯科の在宅当番制、こういったものがございます。入院治療を必要とする重

症救急患者の診療を受け持つ２次救急医療体制、この中では救急告示病院、それから休日

等の医療を確保する病院輪番制の病院、それから小児科医の病院輪番制の病院、複数の診

療科、領域にわたる重篤な救急患者に対して高度な医療を総合的に提供する３次救急医療

体制ということで、これは３次救急でいいますと、大津赤十字病院、あるいは長浜赤十字

病院、済生会滋賀県病院、近江八幡市立の総合医療センター等が整備をされております。 

 先ほど話がございました奈良県のことに関しましても、湖南地域におきましては、安心・

安全な救急の体制によりまして、そういった例は今のところ発生をしてないということを

聞き及んでおります。いずれにいたしましても、二度と起こらない、いわゆるまた当直体

制の問題等、またかかりつけ医の問題等、いろいろ産科の問題は、母と子の問題がありま

して、そういったかかりつけ医を持たないということが、新聞紙上でも出ております。そ

ういったものが未然にやはり防止できる啓発等も含めながらそういう体制が必要かと思っ

ていますので、関係機関とも連携しながらそういった啓発にも力を入れ、体制を強化させ

ていきたいと考えておりますので、よろしく理解をお願い申し上げまして、以上答弁とさ

せていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 矢野隆行君。 

○２番（矢野隆行君） それでは最後に、再々質問をさせていただきます。 

 最初の高齢者につきましては、すばらしいシステムが構築されてありますので、あと休

日等の扱い、また高齢者は年金で暮らしておられるんで、利用使用料、ここら辺のところ

を行政の方として、監視指導していけるのかどうか、考えを伺います。 
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 次に、児童虐待予防につきましては、今後ますます少子化、高齢化に入る中で、大事な

事業ととらえておりますので、こんにちは赤ちゃん事業が定着できるよう、強く要望して

おきます。 

 最後の医師不足ですけども、平成２０年３月時点で医師を見つけていただくということ

になっておるわけですけれども、現実は本当言って、これ滋賀県の話なんですけども、産

科、小児科の医師確保という形で県外あてに滋賀県がこれ５００万円の資金の提供を打ち

出して県外の医師を募っているが、１人も募集はないと京都新聞にもこれ出ております。

こういった中で、もう１点、これは８月の新聞ですけれども、京都新聞に助産師外来に病

院がという形でありますが、女性に安全な出産をという形で、ちょっと読ませていただき

ます。 

 産科医の不足が深刻化する中、大津市民病院と長浜市立長浜病院は１０月以降滋賀県初

の助産師外来と、院内助産師を開設する。病院内で助産師が診断や分娩介助を行うことで、

産科医の負担を減らすと共に、女性に自然で安全な出産環境を提供する。診察中心の助産

師外来と、分娩も可能になる院内助産所の利用は妊娠１４週以降で医師が正常と診断した

妊婦が対象。医療行為を極力避ける自然な出産が可能な他、産科医が同じ病院内にいるた

め母体の悪化など緊急時にもスムーズに対応できるという。開設は県の委託事業で産科を

持つ県内の１３病院に募集をかけて選考した。県は助産師の研修費・旅費などを賄うため、

両病院に１００万円ずつ補助した。県によると都道府県が助産師外来の開設を委託するの

は全国で初めてとなっております。 

 このようなシステムの導入は考えてはもらえないかということなんですけども、見解を

伺います。 

 最後に要望ではございますが、定例会におきまして、前々回だったと思うんですけども、

梶山議員から質問がありました出産育児一時金の受領委任払い導入をという質問に対して、

国の動向を見てとのお答えだったと記憶しておりますが、ぜひとも早期導入をお願い要望

といたしておきます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（田中正二君） 矢野議員の４点の再々質問にお答えしたいと思いま

す。 

 年金で暮らしている利用料の負担という話でございます。このことにつきましては、各
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事業所の方にもやはり厳しい財政状況下でもあるし、また民間事業者ということでありま

すけれども、そういった負担の部分については、やはり考慮を願いながら、配慮願えるよ

うに努力していきたいなと、このようには思っています。民間の事業所の運営でございま

すので、きつくはできませんけれども、そういった形を申し入れていきたいなとこのよう

に思っております。 

 それから、土曜・日曜の電話による対応の件でございます。現在シルバー人材センター

の申し込みの受け付けはファックスで対応していると、こういうことでございます。また、

社会福祉協議会での家事支援事業では、ケアマネージャーやヘルパーを通しての対応とさ

れておりまして、今後、先ほど言われてます留守番電話等についても、事業所の方に市民

サービスの向上という面から働きをしていきたいとこう考えております。 

 それから、出産助成の部分でございますが、委任払い制度については、前回検討させて

いただくということでお答えさせていただいております。国の方も一定の方向性がちょっ

と出ておりますので、早期に委任払い制度で、いわゆる病院と、いわゆる本人じゃなくし

て代行していくという委任払い制度でございますので、これに向けて直接委任払い制度が

できるように、また条例改正等も必要になりますので、早期に取り組んでまいりたいと思

います。 

 それから、先ほどの産婦人科の問題等につきましては、医師会、あるいは野洲病院と、

そういった中の連携の中で要望をお伝えしていきたいと思いますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 以上、お答えとします。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、通告第５号、第１２番、中島一雄君。 

○１２番（中島一雄君） 第１２番、中島一雄でございます。私は２問の質問をさせてい

ただきます。 

 まず、１問目ですが、ＪＲびわこ線上屋（あたらし）踏切の安全対策をちょっと質問さ

せていただきます。 

 市内ＪＲびわこ線で一番危険な横断歩道は上屋踏切だと言われています。以前にも申し

上げましたが、３年前の調査で午前７時より午後７時までの踏切交通量の調査の結果、踏

切から祇王小学校間、１日の大型車両から自転車の通行量は実に１，３００台弱、歩行者

は約２００名でほとんどが小学生で、小堤方面の中学生も自転車通学で利用しております。

現在はまだまだふえておるわけでございます。この台数と歩行者が危険な踏切を渡り、Ｊ
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Ｒと平行している車の往来の激しい、いわば第２の市の幹線道路、市道上屋小篠原線を出

入りしているのが現状であります。踏切は、市道小堤永原線とＪＲが交差し、なおかつＪ

Ｒと市道が隣り合わせて平行して走る異常な平面交差で、踏切幅も３．８メートルで、横

断歩道に黄色のパトライトを設置していただきましたが、ほとんどのドライバーは無視し

ております。実に見にくいわけでございます。踏切より平行して走る市道に出るときは、

左右のＪＲフェンスに雑草が常に生い茂り、視界も悪く、特に右からの通行車両が極めて

見にくく、一方、上屋地区工業団地内大型車両等が、野洲中主線のＪＲ高架化は大型車両

が通行不能のためこれらの大型車両が上屋地先の農道を迂回し、この踏切を横断します。

前回の質問回答の中で、現在進めている県道中主線の完了を待ち、改めて周辺の交通量に

より状況把握の上、関係機関と協議し判断したいとの考えを示されましたが、今後ふるさ

と農道の完成を考えれば、交通量はますます増加するのは明らかであります。この場所で

の交通事故も多発していることは、行政も把握されていると思っております。以前にも５、

６名の方が死亡されているということでございます。 

 市道小堤永原線は、祇王小踏切手前まで拡幅も完了、このＪＲ踏切を利用される方は、

ＪＲの拡幅または地下道等を待ち続けております。その後の交渉経過と共に、この踏切が

安心して通行でき、付近住民、特に小学生等、子を持つ親の方々の安全対策への取り組み

に対する行政としての誠意ある回答をお伺いいたします。 

 次に、２問目ではございますが、災害に強いまちづくりをということで、合併によりま

して誕生した野洲市も１０月にははや３年目を迎え、人口も５万人を突破して、市として

の新たな一歩を踏み出したところでございます。その中でも本市に大きな被害をもたらす

ことが予想される琵琶湖西岸断層帯地震、大型台風による豪雨など、災害に対する危機管

理意識や、防災施設に対する関心が高まってきています。本市は昔と比べ、野洲川改修を

はじめとする大規模な河川改修が進み災害の危険性は低下したものの、これら河川に至る

までの中小河川の改修・整備はまだ十分とは言えません。また、防災計画の基本理念によ

り、野洲市防災マップ、デジタル防災行政無線システム等、災害時の被害を最小限にとど

めることを目的として作成され、災害に強いまちづくりを目指していますが、市民への理

解と情報を提供することにおいて、防災対策を十分に備えていく必要があります。 

 以下のことについて伺います。 

 １つ、自主防災組織の結成数、組織率、加入率は。 

 ２つ、新規転入者、市の人口の３分の２の方が新規転入者でございますが、自主防災や
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地区組織に入会されていない方が多いとのこと、新興住宅地、旧地区もありますが、行政

としての指導をお伺いしたい。 

 ３、市内の１級河川、準用河川の洪水に関わる危険箇所を把握・確認されておるのか。

あるとすれば何カ所か、その対応は。 

 以上であります。 

○議長（田中栄太郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） それでは、中島議員のＪＲ踏切の安全対策に係るご質問

にお答えをいたします。 

 現在、野洲市内にはＪＲの踏切が５カ所あり、それぞれ地域住民を中心とした利用者に

とって欠くことのできない重要な通行経路として供用されております。利用者の利便性確

保と安全確保は相反する側面があり、これの完全な解決には立体交差が究極の対策である

と考えております。 

 ご指摘の現場は、至近距離で平行いたします市道小篠原上屋線と、ＪＲびわこ線が、市

道小堤永原線とが平面交差しており、構造的危険性を抱えた交差点であります。しかし、

立体交差の実現には相当の時間と経費を要するため、当面の可能な対応として市道上屋里

ノ内線から祇王小学校間の通学路につきまして、平成１５年度より歩道の拡幅工事を実施

してまいりました。最終的にも最も安全性の高い解決策は立体交差でありますが、現実に

至ってない要因といたしまして、財政面あるいは現場条件をクリアするための技術面の困

難さ、さらには鉄道の安全を第一とするＪＲの立場と、道路交通の安全を優先する道路管

理者の立場の違いが大きな障害となっております。こうした状況の中、県道野洲中主線、

並びにふるさと農道の開通を待って、交通量等を把握した上で、より適切な方法を検討し

てまいりたいと考えております。とりあえず実現可能な手法といたしまして、あたらし踏

切の拡幅による歩行者通行帯を設置して、歩行者の安全を確保することでありますので、

この実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 なお、ＪＲのフェンスの際に繁茂しております雑草につきましては、ドライバー等の視

界確保のため定期的に除草作業を実施しておりますが、今後の対応といたしまして、雑草

の繁茂自体を抑制するために、境界フェンスの市道側でございますが、コンクリートの打

設等を検討してまいりたいと考えております。また、同様にこの措置をＪＲ側にも要請し

たいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、災害に強いまちづくりをについてのご質問の中で、３点目の１級河川、準用河川
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の洪水に係る危険箇所の把握についてお答えをいたします。 

 市内には、現在１級河川が１６本、準用河川が９本点在しております。１級河川につき

ましては、現在も改修中であります日野川、家棟川を除き、暫定改修がほぼ完了しており

ます。また、準用河川につきましても、昨年御田川の整備を完了したところにより、市内

の全河川については、人的被害を含む甚大な氾濫等の危険を相当回避可能な状態となって

おります。しかし、一部の農地や道路についての冠水等の被害が想定される区域も残って

いるため、降雨状況を勘案して、水防活動による補完措置により、これらの被害の発生を

未然に防止するように努めております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 中島議員の災害に強いまちづくりのご質問にお答えをいたし

ます。 

 １点目の自主防災組織の結成数につきましては、本年の５月３１日現在で４３隊でござ

いますが。小篠原が３自治会合同で１隊でございますので、組織率は５０．５６％となっ

ております。加入率につきましては、自治会での自主的な組織でございますので、私ども

の方では把握をいたしておりません。 

 次に、２点目の新規転入者につきましては、転入の手続をされる際に、市で作成をいた

しました防災マップをお渡しして啓発に努めております。 

 また、新興住宅地に限らず、自主防災組織の未結成の自治会に対しましては、東消防署

と連携をいたしまして、結成に向けての相談や研修等にあたっているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中栄太郎君） 中島一雄君。 

○１２番（中島一雄君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 質問と一部重複する点があるかと思いますが、回答に対しまして、ＪＲ踏切の現状と要

望等についての再質問をさせていただいたわけでございますが、実際現場の写真を私今こ

の手元に持っておるわけです。また、手のすいた方は後で見ていただきたいと思っており

ます。 

 まず、踏切交差、十字路ですね、朝夕の渋滞の件ですが、市道よりＪＲ踏切に入る車で

す。歩行者、自転車、また祇王小学校より同じ状況での市道に入る車、一方、工業団地側

から大型車両の出入り、その状況の中、横断歩道を渡って通学に通う小中学生ですね。特
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に朝方、現状は大変ひどいものでございます。特に朝はＰＴＡ、また保護者の方等、一部

民生委員の方々も横断歩道の整備をしてくださっているわけでございます。これは毎日が

日課になっております。集団登校でございまして、朝は集団登校でございます。帰りは、

各学年により下校時がまちまちでございますので、特に危険でございまして、２、３人が

歩道の横断を帰りに渡るわけです。以前にも４人渡っていて一番最後の方がはねられて、

カバンのクッションで助かったということが、これはご存知の方もおられると思いますが、

上永原のお子さんでございましたが、そういうこともございました。敵の弾を避けるよう

に渡っております。本当に現状を見ていただければ、毎日こうなんか、本当に親としては

たまらんと思います。祇王小学校、ＪＲ踏切手前までは市道の拡幅はしていただきました

が、その後踏切に関して何回ぐらいＪＲとの交渉、また拡幅の交渉ですね、また対策、方

法等を考えられたのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

 例えば、前にも話を私の方からさせていただきました、祇王小学校側から踏切を渡って

市道に出る場合、現在のフェンスを除去してくれということも申し上げました。これは別

に除去しているところも結構ありますので。左右フェンスです、各５０から１００メート

ル左右見通しができるように、斜めに位置の変更をしていただきたいということもお願い

したわけでございます。今回、フェンスの足元をコンクリートで固めるということについ

ては、前向きな今回答をいただいたわけでございます。できれば、左右見通しができるよ

うに、斜めに位置の変更を要望して、ぜひ実現していただきたい。ＪＲの用地の中を買収

するわけじゃないんです、斜めにしていただくだけでございますので、それは私はフェン

スの下を草が生えないようにコンクリートで固定するぐらいであれば、斜めにしていただ

いて固定していただければ、なおこれ以上のことはないと思っております。３年前に車両

通行量の実態調査をしていただきましたが、道路の拡幅により通行量は１．５倍ぐらい、

先ほども少し申し述べましたが、なっていると思います。最近調査されたか、その辺のと

ころもお聞きしておきたいと思います。 

 ３年前は、１日に大型から小型車まで自転車を含めて３００台弱と申しましたが、もう

既にそれはオーバーしていると思います。そして歩行者は２００名で、ほとんどが小学生

と申しましたが、もう既に今現在小学生が、最後にちょっとまた申し上げますが、今ちょ

っと申し上げておきますわ、野洲の里が６５、新上屋が２０、辻町が８、上永原２という

ことで、既にもう９５人なんです。これが往復すると既に２００でございますので、ちょ

っとその辺のこともお含み願って、十分ご理解願って対応していただきたい。 
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 それともう一つは、これ一番これ大きな問題だと思っておるのですけども、交通規制の

見直しが必要ではないかということ。ということは、直進、工業団地側からは業者がこの

ように直進できるのです。一方通行、右折、左折の付則があるのですけど、例えば７時か

ら９時までは、野洲の方から来る場合は、祇王小学校には回れないのです。左へ曲がれな

いのです。それで工業団地の方からは、直線では車も皆通れるのです。そういうふうにな

っておるのです。そして一部特例がございまして、小学校の先生だけはその時間帯は通れ

るようになっているのです。これはご存知の方もおられると思いますけれども。そういう

こともございまして、以前にも小学校の先生が軽乗用車でひかれて即死されました、それ

はご存知の方もおられると思いますが。そういうことで、小学校の先生だけは７時から９

時まで左には曲がれるのです。普通はもう一直進、そうだけども向こうからも左からも祇

王小学校の方からも、もう縦横無尽に、今警察も立っていませんので、好きなように通っ

ております。ただ、その工業団地から祇王小学校に向かっての一方通行というのは、とに

かくちょっと納得できないわけなのです。その辺のところを十分、公安委員会等、ちょっ

とご相談願って、早急に対応をお願いしたいことをお願いしておきます。 

 それと、３年前の提案でございますが、地下道方式ですね。提案させていただきました。

ＪＲ高架化の完成、当初はきのうも政調会のときに、最初は１８年ごろ言ってたけども、

２２年ごろになる予定ということの話もございました。その車両の流れを調査の上、判断

したいということでございましたが、結果は私は明らかでありまして、車両はまだまだふ

えると。朝夕の渋滞、この朝夕の渋滞は写真を撮って、これにはないのですけども。もう

その十字路のところが、先に行くか、後に行くか、大型車から小型車まで手がつけられな

いような状態です。これが約１時間ぐらい続くでしょうね。本当に一度現場、ぜひ見てい

ただきたい思いでございます。祇王小学校に通学されるお子さん、危険な踏切を毎日横断

して帰宅されるわけでございます。ご家族の方によると、自宅に帰る顔を見るまで毎日安

心できないという訴えを常に聞くわけでございます。そういうことも含めまして、今のこ

とについてご回答願いたいと思います。 

 それと、災害に強いまちづくりの件でございますが、自主防災組織の結成数は５月３１

日現在で４３とおっしゃいましたですね。自治会は８９から９０あるわけなんです。組織

率は５０．５６ということで、自主的な組織、これは任意でございますので、行政として

は把握していないとのことでございますが、約半数の自治会が結成されていないというこ

とになるわけです。私、独自で調べたのですけども、これはまた自衛消防隊なのですけど
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も、男子が６６、これ字です、自治会です。女子が４２、その他シルバーが３、エルダー

が１と、私が調べた上での数字でございます。 

 また、新規転入者の方へは転入手続の際に、市で作成した防災マップを渡して啓発して

いるとのことですが、ただそれだけかなという感じがしたわけでございます。未結成の自

治会、新興住宅地を含めて東消防と連携して結成に向けて相談や研修等の指導をしている

とのことですが、あまりにもこの数字では、自主防災組織が低いのではないかと思うわけ

でございます。市役所、支所、窓口業務において自治会活動等の案内周知を加入奨励を図

るとか、該当の自治会長への連絡票を送付するとかされてはいかがと思うわけでございま

す。実地ではリーダーを育てることも必要であると思います。まず図上訓練です。ＤＩＧ

も必要だと思います。また、全戸に対しまして、意識を高める上で災害に対しての意識ア

ンケートをとられたらいかがですか。ちょっとこの辺のこともお伺いしておきたいと思い

ます。 

 すべての災害のときに、うまくいくとは限りませんが、いざというときに、組織の結成

だけでは、機能が発揮できるか、各自治会、集落単位の自主防災組織はその機能・役割に

おいてきわめて重要であると思うわけでございます。 

 それと、次に河川の関係ですが。１級河川、準用河川の洪水危険箇所の把握ですが、１

級河川が今１６とおっしゃいましたが、私は１５本ぐらいしか、１本ちょっと多いなと思

って聞いておりましたが、準用河川が９本とのことでございます。それと童子川とか家棟

川の土手の除草も最近きれいにしていただきました。ただ、真ん中の川の中の実際水が流

れる除草がまだされていない。早急に県に対して要望をお願いしていただきたいと思って

おります。 

 また、それと、北地先なんですけれども、仮に１例を挙げると１級河川新川とか、渡瀬

川、そのときの増水のときに、川の境界がわかりづらく、ここだけではないと思いますが、

あっちこっちあると思うんですけども、大雨増水の見回りのときが危険にさらされるわけ

でございます。私もちょこちょこ行くんですけど、どこやらわからないからこんなとこ渡

ったらはまってしまうなと思うようなことも時たまございます。そういうこともございま

すし、冠水等の被害が想定される区域も残っているようですので、被害発生を未然に防止

できる対策を講じていただきたいということでございます。 

 それと、もう２点ほどあるんですけども、光善寺川です、１級河川。これは行政の方も

お聞きだと思うんですけども、堤防の崩壊ですね。その後対応はどうなっているか、ちょ
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っとこの辺をお聞きしたい。写真を私持っておりまして、相当ここに５、６枚、これまた

林議員とも一緒に現場の方に行きまして、撮っていただきまして、手元にいただきました

んですけども、ちょっと１回聞いてくれないかということでございましたので。 

 それともう一つは、先日甲賀市の女子中学生が四国、四万十川で水死されました。その

ことにおきまして、非常に危険な場所への立ち入り看板、目印等、これは当然必要だと思

うんです。例えば野洲川等ございますね、増水のときは別でございますが。ふだん遊びと

か観光に来られて、そのときにやはり何か立て看板とか目印というのが必要ではないかと。

しているところもあると思いますけれども、ぜひその辺の気配りもお願いしたい思いでご

ざいます。せんだっての四万十川の京都新聞なんかの記事を読んでおりますと、９名が事

故に遭われて、７名の方が水死されたと京都新聞に載っておりました。そういうこともご

ざいますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、今晩６時１０分からですかね、四万十川で２人水死された、教育委員会が検証

するということで、ＮＨＫのテレビで６時１０分から放送するというようなことをゆうべ

言っておりましたことをお聞きしましたので、ちょっとお伝えさえてもらっておきます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（島村平治君） 中島議員の再質問にお答えしたいと思います。たくさん

言われまして、漏らす部分があるかわかりませんが、よろしくお願いします。 

 まず、１点目のＪＲの協議でございますが、議員もご承知のとおり、今日までＪＲの協

議につきましては、あたらし踏切の拡幅については、特に先ほども質問がありました中で、

県道野洲中主線の高架の新設というようなことで、そうした近接した踏切というか、工事

等をされておりますので、そうした中でＪＲは基本的に平面の踏切は廃止する方向を持っ

ております。そうした中で県での大きな事業をされている中での協議が整ってから市もあ

たらし踏切については協議しようということで、一旦中断をしておりました。そうした中

でも２回ほどいろいろと協議をさせていただきました。 

 そうした中で、先ほど言われましたフェンス等のことでございます。ＪＲはやはりフェ

ンスについても、現在のフェンスの高さが１．２メートルということで、やはりＪＲはま

だ侵入等の防止をするために、フェンスを高い方にしたいということの方向性を持ってお

ります。そうした中で、フェンスの位置等、議員もご指摘のように斜めにするとかいうこ

とも、今ＪＲと協議をしておりますので、そうした方向に進めていきたいと思いますので、
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この点はご理解いただきたいと思います。 

 それと、交通量の実態でございますが、これについてはやはり調査しておりませんが、

事実、私もそこを通勤として通らせていただいております。事実交通量もふえております

し、また子どもさんの数もふえているのは認識しておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 それと、次に災害に強いまちづくりの関係で、予想される冠水箇所というか、それぞれ

危険な河川の把握をしているのかということでございますが、これにつきましてもやはり

私どもの水防計画というのを持っています。そうした水防活動の中で、祇王井川、新川等々

それぞれの出水の警戒をしております。特に注意報の発令される前についてもできるだけ

早期に対応ということで、道路河川課におきましても、水防班やなしに、事前に道路河川

課の職員がそうした危険箇所の把握に努めており、できるだけ早く情報をキャッチしなが

ら住民の対応をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 それともう一つ、光善寺川の堤防の崩壊でございます。これも７月の１４日の雨により

ましてやはり光善寺川の堤防が崩壊して、一部近江八幡守山線の県道が亀裂いたしました。

そうした中にも対応しておりました。県の方で早期に、主要な道路でございますので、対

応していただいたわけでございますが、県についても、これも現在根本的な調査というこ

とで、今現在調査を委託したということを聞いておりますので、早期に県に対応されるよ

う要望してまいりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁させていただきました。 

            （発言する者あり） 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

            （午後４時３９分 休憩） 

            （午後４時４０分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市建設部長（島村平治君） それについては、交通規制の関係でございますので、公

安委員会等についても今後協議をしていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 自主防災組織の関係でご質問をいただきました。 
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 おっしゃるとおり、約半数の自治会がまだ自主防災組織が未結成ということでございま

して、今後防災リーダー研修会や、また広報を通じまして、結成に向けた働きかけをして

いきたいなというふうに思っております。 

 それと、新規転入者等の自治会への加入ということで、その推進をということでござい

ますが、これにつきましては、窓口等で説明をさせていただいておりますが、議員のおっ

しゃいました自治会長への連絡をということでございますが、これにつきましては、最近

では個人情報の保護の関係でプライバシーの関係、誰々が転入されますよというような情

報は流せませんので、その点はご理解をいただいというふうに思っています。 

 いずれにいたしましても、未結成の組織につきましては、強力に働きかけをさせていた

だいて、組織の立ち上げをしていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 中島一雄君。 

○１２番（中島一雄君） 再々質問をさせていただきます。 

 まず１点目の、ＪＲの踏切の現状の再々質問をさせていただきます。 

 実現に至っていない要因といたしまして、財政面、また現場条件として技術面の難しさ、

ＪＲの安全第一主義、また道路交通の安全を優先する道路管理者の立場の違いを挙げられ

ましたが、おのおのそれぞれクリアして、課題の洗い直しから解決への研究が進められ、

安全性向上計画の技術開発が生まれるのではないかと私はそう思うわけでございますが、

いかがでございますか。ちょっとその辺、答えて下さい。今のお答えでは、前回の答えと

全く同じような答えになっておりますので。 

 それと、交通規制の見直し、またフェンスのまき蔓の件ですね、これは前向きに地固め

して、以前から申し上げておりましたが、前向きな回答いただきましたので、現在のフェ

ンスの左右５０メートルから１００メートルおきの変更をしていただきまして、斜めに。

見通しもよくなると思いますので、先ほども申し上げましたが、検討をお願いしておきま

す。 

 また、県道中主線、ふるさと農道の開通を待って、交通状況の把握とのことですが、交

通量はふえるのは明らかでございます。交通状況を把握してより適切な方法を検討したい

との考え、今のところ期待するにとどめておきます。 

 当踏切の拡幅による歩行者通行帯を設置して、歩行者の安全確保をするとのこと、ぜひ

実現に向けて取り組んでいただきたい。約束ごとは必ず守っていただきたい。お願いして
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おきます。 

 それと、この４点目の最後に市長の方にちょっとお聞きしてお願いもしたいと思います。 

 最後に、私は３年前にも提案として、地下道方式を要望いたしました。考えは今も変わ

りませんが、せめて中主比江ですね、いわゆる自転車、歩行のみを考えられないのか。合

併により市内に箱物もほぼ完成した模様でありますが、やはり一番大切なことが欠けてい

るのではないか。まず企業であれば何はともあれ、何ごとにおいても安全第一、人命を優

先が常識でございます。行政もぜひ人命第一に対応していただき、このことに対しまして、

市長一言、コメントをお願いして、この第１番については質問を終わります。 

 次に、災害に強いまちづくりの件なのですけども、先ほど加入率については、自治会等

で、今もちょっと言われましたが、自主的な組織ですので、行政としては把握していませ

んということを申されましたね。私これ何かなしに、１０月１日から野洲市まちづくり基

本条例が始まるわけなのですけど、施行されるわけなのですけども、この１０条に自治会

の役割と市職員の役割という欄がございまして、これを読みますと、これはもう自治会の

組織ですので、行政として把握していないというようなことを言えるか。これちょっと読

むといいんですけども、これは連携を強めるとか、関連があるとか、そういう答えをぜひ

していただきたいですね。これは、この１０条と１４条ですね、これ１０条は自治会の役

割でございます。これは市職員の役割というのは、これは最後に市民と市民をコーディネ

ートする調整能力及び職務に必要な専門能力を高め、全体の奉仕者としてその職務を果た

すこととしていますというような、文面も書いておるわけなのです。これは私、ちょっと

ひっかかって、矛盾じゃないけれども、ちょっとこの回答おかしいのと違うかという考え

を持っておりますので、これについてコメントいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中栄太郎君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 長々と踏切の問題で議論をいただきましたけれど、市長の最

後の答弁、求めん方がよろしい。申し上げましょうか。だけど、今まで部長がここまで答

えてきたんですから、私がそれを否定するわけにいきませんので、ちょっとその今の答え

方は、勘弁していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 総務部長。 

○総務部長（北口 守君） 今、各自治会の加入率のことについて把握していないのはお
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かしいということでございますが、私どもが把握しておりますのは、組織をされた自治会

数は把握をいたしております。各自治会におきまして、何名の方がその自主防災組織に入

っておられるかというのは把握してないという意味で申し上げておりました。 

 これにつきましては、本来ですと原則としては全員、その自治会組織の構成員はすべて

入っておられるというふうに私は思っておるんですが、率に対してどの自治会が何％まで

加入を促進しておられるかというようなところまで把握し切れていないという意味でござ

いますので。私どもの啓発の場合は、すべて各自治会でその自主防災組織には、皆さんが

対象になるようにお願いしますよということで、依頼はさせていただいておりますので、

ちょっとその点はご理解をいただきたいと思います。 

 すべて１００％組織してないと、自主防災組織とはいえませんよということではござい

ませんので、できるところから今のところはやっていただきたいという進め方をしており

ますので、まずは各すべての自治会で自主防災組織ができるのが、まず目標でございます。

それから、今おっしゃっていました、新規転入者の方たちも当然多く入っていただくよう

に勧めていくという段階もございますので、今のところはまずは自治会での自主防災組織

の結成に向けて取り組んでいきたいということでございますので、よろしくお願いい申し

上げます。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩。 

            （午後４時４８分 休憩） 

            （午後４時５０分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 なお、１０日は午前９時より本会議を再開し、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて延会いたします。（午後４時５０分 延会） 
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